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１ 

第１ スタートアップとの事業連携に関する指針の必要性と構成 

 

１  本指針の必要性 

大企業とスタートアップの連携により、チャレンジ精神のある人材の育成や活用を図り、我

が国の競争力を更に向上させることが重要である。他方、大企業とスタートアップが連携する

に当たり、スタートアップからは、大企業と共同研究すると、特許権が大企業に独占されたり、

周辺の特許を大企業に囲い込まれたりする、といった偏った契約実態を指摘する声がある1。 

このような現状を踏まえ、未来投資会議（令和２年４月３日開催）において、政府としてオー

プンイノベーションの促進及び公正かつ自由な競争環境の確保を目指す方針が掲げられ、企業

連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップが大企業から一方的な契約上の

取決めを求められたりしないよう、問題事例とその具体的改善の方向や独占禁止法2の考え方を

整理したガイドラインを策定するとされ、成長戦略実行計画（令和２年７月17日閣議決定）に

おいて、ガイドラインについて、公正取引委員会と経済産業省連名で年内を目途に案を作成し、

意見公募手続を開始するとされた。 

また、公正取引委員会は、「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書3」（令和２

年11月27日）において、スタートアップと事業連携を目的とする事業者（以下「連携事業者」

という。）との間の秘密保持契約（以下「NDA4」という。）、技術検証（以下「PoC5」という。）

契約、共同研究契約及びライセンス契約に係る問題事例等を公表した。 

本指針は、事業連携によるイノベーションを成功させるため、スタートアップと連携事業者

6との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的としている。特にNDA、PoC契約、共同研

究契約及びライセンス契約の４つの契約に着目し、これらの契約において生じる問題事例とそ

の事例に対する独占禁止法上の考え方を整理するとともに、それらの具体的改善の方向として、

問題の背景及び解決の方向性を示した。 

本指針が広く普及することで、契約や交渉に係るスキルが向上するのみならず、スタートアッ

プと連携事業者の双方において、公平で継続的な関係を基礎としたオープンイノベーションが

促進されることが期待される。 

 

２  本指針の構成 

本指針においては、前記１で本指針の必要性を示し、第２において、NDA、PoC契約、共同研

                         
1 これらの事象は、意図的に偏った契約を締結したわけではなく、「キャッシュフローや知財・法務部等が脆弱なスタート

アップが、その脆弱性を原因として、不当な契約を甘んじて受け入れてしまう、又は無防備に極めて不当な契約を受け入

れてしまう」、「従来の取引慣行に従った大企業が、下請契約等と同様な形で契約締結をスタートアップに迫った結果、交

渉に時間がかかってしまう」等、大企業とスタートアップそれぞれの思惑と実態がずれてしまった結果として偏った契約締

結に至った実態も多い、との声もある。 
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54 号） 
3 スタートアップについて、成長産業領域において事業活動を行う事業者のうち、①創業 10 年程度であること、②未上

場企業であることと定義している。 
4 Non Disclosure Agreementの略 
5 Proof of Conceptの略 
6 スタートアップ及び連携事業者には、外国事業者が含まれ、また、事業者である公的研究機関が含まれる。 
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２ 

究契約及びライセンス契約の４つの契約段階ごとに、「スタートアップの取引慣行に関する実

態調査報告書」に基づく事例7及び独占禁止法上の考え方を示すとともに、各契約段階における

取引上の課題と解決方針を「スタートアップと連携事業者の連携を通じ、知財等から生み出さ

れる事業価値の総和を最大化すること」等のオープンイノベーション促進の基本的な考え方に

基づき8示している。また、第３において、スタートアップと連携事業者との事業連携に当たっ

て参考となる各種ガイドライン等を示している。 

なお、第２において、独占禁止法上の考え方及び独占禁止法上問題となり得る事例について

は公正取引委員会が担当し、各契約の概要並びに問題の背景及び解決の方向性について9はオー

プンイノベーションを促進する観点から経済産業省が担当している。 

                         
7 事例は、あくまでも問題となり得る事例であり、本指針に掲げられた行為が独占禁止法第２条第９項第５号に該当すれ

ば、優越的地位の濫用として問題となり、不公正な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号。以下「一般指

定」という。）第 11 項、第 12 項又は第 14 項に該当すれば、排他条件付取引、拘束条件付取引又は競争者に対する取

引妨害として問題となる。 

 なお、本指針に示されていないものを含め、具体的な行為が優越的地位の濫用等として問題となるかどうかは、独占禁

止法の規定に照らして個別の事案ごとに判断されるものであることはいうまでもない。 
8 オープンイノベーションに関する価値軸や考え方については「スタートアップとの事業連携に関する指針（別添）～

オープンイノベーションの契約にかかる基本的な考え方～」（令和２年 12 月経済産業省）に詳述。 
9 「各契約の概要並びに問題の背景及び解決の方向性」については、別添詳述のオープンイノベーションの価値軸を

基に、知財から生まれ得るキャッシュフローを最大化するための選択肢を示すものである。 

掲載されている個別の条項例・考え方等を硬直的に適用するのではなく、当事者が積み上げてきた案件の経緯や

互いの背景など諸事情を十分勘案して現実的な妥協点を協力して探ることが、オープンイノベーションの実現に資する

と考えられる。 
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３ 

第２ 各契約種別における指針 

 

１  NDA（秘密保持契約） 

 

(1) NDAの概要 

スタートアップと連携事業者が、事業連携に当たって、相互に秘密情報を交換する場合

があるが、その際、秘密情報が当事者以外に流出しないように、また、契約で定められた

一定の目的以外に情報が流出しないように締結する契約がNDAである。 

事業連携に向けた協議を開始する段階では、具体的な協議内容は明確でない場合も多い

上に、実際のビジネスシーンにおいては、プロジェクトの開始時点ではNDAが締結されず、

プロジェクトが終了した頃にNDAが締結されるケースも散見されるが、自社の競争力の源

泉となる技術・ノウハウ等を守るためにも、できる限り早期にNDAを締結することが望ま

しい。ただし、NDAの交渉に入る前に、自社技術の強みやビジネスモデル上の差別化要素、

価値の源泉、収益化の方法を整理しておく必要がある点は意識が必要である。ビジネスモ

デルの明確な整理が済んではじめて、どの情報はどのレベルで秘匿化する必要があるか・

開示可能かを見定めることができるからである。加えて、目の前の協議の目的に照らして

必要最低限の情報開示を心がけることも、NDAにおける重要な所作である。必要以上の情

報開示をしてしまうことは、双方にとって意図せぬ紛争を生むリスクを高めることにもつ

ながる。 

さらに、自社で現実的に運用可能な秘密保持の方法を意識しながら契約内容を整理する

ことも重要である。組織特性や関係者の多さによって、ありとあらゆる情報を秘匿情報と

して管理することが現実的ではないケースも想定され、NDAを締結したから問題が生じな

いということにはならない場合もある。 

 

(2) NDAに係る問題について 

 

ア 営業秘密の開示 

スタートアップが、連携事業者から、NDAを締結しないまま営業秘密の開示を要請さ

れる場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

正当な理由がないのに、NDAを締結しないままスタートアップの営業秘密が開示され

た場合には、当該営業秘密が連携事業者によって使用され、又は第三者に流出して当該

第三者によって使用されるおそれがある。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者10が、営業秘密が事業連携

                         
10 連携事業者がスタートアップの親会社である場合において、親子会社間の取引が優越的地位の濫用等の不公正な取

引方法として規制の対象となるかについては、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」（平成３年７月 11 日公正

取引委員会事務局）の「（付）親子会社・兄弟会社間の取引」記載のとおりである。 
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において提供されるべき必要不可欠なものであって、その対価がスタートアップへの当

該営業秘密に係る支払以外の支払に反映されているなどの正当な理由がないのに、取引

の相手方であるスタートアップに対し、NDAを締結しないまま営業秘密の無償開示等を

要請する場合であって、当該スタートアップが、事業連携が打ち切られるなどの今後の

取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合11には、正常な商慣習

に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁

止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれがある12。 

 

   【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例１） 

A社は、NDAを締結したかったが、連携事業者から「そのうち契約するから、情報を

開示してほしい」と言われ、NDAを交わさないままプログラムのソースコード等を開

示させられた。その後、取引が中断し、連携事業者がA社のソースコードを使った類

似サービスの提供を発表した。 

 

（事例２） 

B社は、連携事業者に対し、ウェブサービスのノウハウそのものであるソースコー

ドを全て提供するのは無理だと伝えたが、連携事業者から、ソースコードを全て提供

しないのであれば、今後の取引に影響を与えるなどと示唆されたため、NDAを締結し

ないままソースコードを全て提供させられた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

契約に関連する問題が起こる場面は多様であるが、報告された問題事例を基にその主

な背景要因は、「i.スタートアップ側の法的リテラシーの不足」、「ⅱ.オープンイノ

ベーションに関するリテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノ

ベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」の３つの類型13に分類されると考

                         
11 取引開始時であっても、例えば、経営が厳しい中、未だ需要が十分に顕在化していない分野等において事業を展開す

るスタートアップの特性等により、スタートアップにとって連携事業者を他の事業者に変更することが困難であるような場

合は、「当該スタートアップが今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合」につながり得ると

考えられる。 
12 優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるのは、連携事業者の取引上の地位がスタートアップに優越している

こと（スタートアップが取引先である連携事業者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、

連携事業者がスタートアップにとって著しく不利益な要請等を行っても、スタートアップがこれを受け入れざるを得ないよう

な場合）とともに、公正な競争を阻害するおそれ（スタートアップの自由かつ自主的な判断による取引を阻害するととも

に、スタートアップはその競争者との関係において競争上不利となる一方で、連携事業者はその競争者との関係におい

て競争上有利となるおそれ）が生じることが前提となる。 
13 i. 【スタートアップ側の法的リテラシーの不足】 

リソース・経験不足等、スタートアップ側の法的リテラシーの不足による、契約不備や契約の理解不足、実務上の対応不

足が発生するケースが該当。 

ii. 【オープンイノベーションに関するリテラシーの不足】 

スタートアップと連携事業者のいずれかが、オープンイノベーションの際に意識することが望ましい点（双方の事業価値の

総和の最大化等）を意識できず、意図せずいずれかの価値を毀損するような契約等を締結しようとするケースが該当。  

iii. 【対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在】 
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５ 

えられる。 

 

以下では、この背景要因の分類を前提とし、NDAにおける個別の問題事例について課

題を整理した上で、その分類ごとに解決の方向性を提示する。（その他の契約種別につ

いても上記の背景要因を用いる。） 

 

（問題の背景） 

営業秘密の開示に係る問題が起きる背景として、「i.スタートアップ側の法的リテラ

シーの不足」、「ⅱ.オープンイノベーションに関するリテラシーの不足」が該当し、

「NDAの締結無しに情報を開示するリスクの認識がないままに情報を開示してしまう」、

「プロジェクトの開始時点ではNDAが締結されず、プロジェクトが終了した頃にNDAが締

結される」等の事例が散見される。後述の予防策にて対処し得るボトルネックとしては、

(ｱ)スタートアップが自社の技術情報等を特定・整理できていない、(ｲ)NDAにおいて、

秘密情報の目的、対象、範囲等を明確化できていないといったことが挙げられる。 

スタートアップは、秘密情報が流出することで競争力の源泉が失われ、ビジネスが立

ち行かなくなるリスクがある一方、連携事業者も、スタートアップとの取引の中で、ど

のような情報が秘密情報にあたり、どのような情報が秘密情報でないかが、曖昧になる

ことにより、意図せずスタートアップの秘密情報を流出あるいは利用してしまい、ス

タートアップから訴訟を提起されるリスクがあり得る。このように秘密情報の流出は双

方にとって大きな損失・被害に直結しかねない。 

 

（解決の方向性） 

双方が秘密情報の社内管理を厳格化し、お互いが開示しようとする秘密情報の使用

目的・対象・範囲について共通認識を持つことが重要である。その上で、双方が管理可

能な方法でNDAを締結することが必要である14。 

なお、事業担当者と知財・法務担当者で秘密情報の扱いに関する見解が異なる場合も

あるため、事業担当者は、早期に知財・法務担当者を巻き込んだコミュニケーションの

場を設定することも検討することが望ましい。 

秘密保持リテラシー向上のためには、以下の政府文献等が活用可能である。 

 

➢ 研究開発型スタートアップと連携事業者のオープンイノベーション促進のため

のモデル契約書 

 https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html 

➢ 知財を使った企業連携４つのポイント 

                         
「資金調達に向けたレピュテーション向上策として連携事例を希求する」「契約違反を行われたとしても訴訟に耐える資本

を有しない」等、多くのスタートアップが抱える弱みを認識した上で、連携事業者が法令・契約に違反するケースや過度な

権利主張を行うケースが該当。 
14 秘密保持における情報管理の運用に関しては以下の文献等を参照。 

・モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：P8【コラム】「秘密である旨を明示」することとは？ 

・知財を使った企業連携４つのポイント：P6 ①秘密情報管理の３ステップ 
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６ 

 https://ipbase.go.jp/public/point.pdf 

➢ 秘密情報の保護ハンドブックのてびき 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hbtebiki.pdf 

➢ 秘密情報の保護ハンドブック 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf 

➢ 営業秘密・知財戦略相談窓口 

 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html 

 

(ｱ)  契約交渉が本格化する前に、自社が有する情報のうち、何を秘密情報とする必

 要があるかを整理 

スタートアップ、連携事業者双方が自社の技術情報等を、開示レベルの観点か

ら整理することが望ましい。最低限の整理として、①NDAなしで開示できる情報、

②NDA締結後に開示できる情報、③いかなる状況であっても開示するべきでない

情報、程度に区分しておくことが重要である。また、自社の競争力の源泉となる

重要な技術情報は、協議開始以前に特許出願を済ませることも検討することが望

ましい。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】15：前文参照）なお、特

に模倣に際して技術的困難性の低いビジネスモデルである場合、スタートアップ

は常に連携事業者との競争にさらされていると認識し、知財保護に十分なリソー

スを割く必要がある。 
 

(ｲ)   秘密情報の使用目的・対象・範囲を明確にしたNDAの締結 

秘密情報の開示者は、情報の想定外の利用を防ぐために、ビジネスに整合する最

小限度の内容となるよう、できるだけ具体的にその使用目的を定めることが望ましい。

一方で、目的外使用した場合においても、秘密保持義務違反を立証することは難しい

ケースが多いことから、自社のコアコンピタンス16が揺らぐような情報は、開示しないこ

とが重要である。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：前文、第２条、第３条

参照） 

秘密情報の範囲設定をするに当たっては、まず、①専ら自社が情報を開示等する

ことになるのか、②専ら自社が情報を受領することになるのか、③両者が均等に情報

を開示等し合うことになるのかについて意識する必要がある。①の場合においては、

開示者は秘密情報を広く定義するモチベーションが起こりやすく、秘密情報の受領者

はその逆である。一方で、むやみに秘密情報を広く定義すればよいというものではなく、

秘匿する必要がある情報の管理コストも考慮して、秘密情報の範囲を設定することが

重要である。例えば、秘密情報管理体制が不十分な場合は、秘密情報範囲を広く定

める方がリスクを低減できることもある。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：

第１条参照） 

                         
15 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 秘密保持契約書（新素材） 逐条解説あり」（令和２年６月） 
16 他社には真似することが難しい、企業の中核となる強みのこと 
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７ 

秘密情報の開示者は不特定多数に情報が広がることを防ぐために開示対象を定

義する必要がある。情報受領者の企業規模が大きいほど、情報の流出リスクが高ま

るため、受領者が目的遂行のために必要な範囲でのみ関係者に共有するよう定める

ことが重要である。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第２条参照）17 18 

 

イ 片務的なNDA等の締結 

スタートアップが、連携事業者から、スタートアップ側にのみ秘密保持・開示義務が

課され連携事業者側には秘密保持・開示義務が課されない片務的なNDA（以下「片務的

なNDA」という。）の締結を要請される場合や、契約期間が短く自動更新されないNDA（以

下「契約期間の短いNDA」という。）の締結を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

スタートアップと連携事業者の間で片務的なNDAが締結された場合には、NDA期間内

であっても、スタートアップの営業秘密が連携事業者によって使用され、又は第三者に

流出して当該第三者によって使用されるおそれがある。また、スタートアップと連携事

業者の間で契約期間の短いNDAが締結された場合には、NDA期間後において営業秘密が陳

腐化する前に、営業秘密が連携事業者に使用され、又は第三者に流出して当該第三者に

よって使用されるおそれがある。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、取引の相手方である

スタートアップに対し、十分に協議をすることなく自社のNDAのひな型を押し付けるな

ど、一方的に、片務的なNDAや契約期間の短いNDAの締結を要請する場合であって、当該

スタートアップが、将来再度の事業連携がなされる可能性がなくなるなどの今後の取引

に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照ら

して不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法第

２条第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例３） 

C社は、連携事業者と事業を共同で進めていくに当たり、それぞれの事業活動に

とって重要な秘密情報を相互に交換し合う必要があったが、NDAにおいて、連携事業

者は営業秘密を一切開示せず、C社だけが営業秘密を開示することとさせられた。 

 

（事例４） 

D社は、連携事業者の秘密情報については、D社に保持する義務がかかる一方、D社

                         
17 秘密情報の開示者は、秘密情報が複製されることも想定し、その複製された情報も秘密情報の対象とすることで秘密

情報の流出を防ぐことが重要である。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第４条参照） 
18 リバースエンジニアリングにより秘密情報が流出することが懸念される場合、リバースエンジニアリングを禁止する条

項を加えることも検討することが望ましい。ただし、リバースエンジニアリング行為が実際に行われたことを特定するのは

難しいため、やはり、自社事業のコアとなるような重要情報（それを含む試作品やサンプル等）を相手方に開示する際に

は当該リスクを考慮した上で行うことが重要である。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第５条参照） 
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８ 

の秘密情報については、連携事業者に保持する義務がかからないNDAを締結させられ

た。 

 

（事例５） 

E社は、契約期間が自動更新されず、一般的な長さに比べると非常に短い不利な条

件のNDAを締結させられた。その後、連携事業者から、事業の連携についての連絡が

なくなり、NDAの契約期間終了直後、類似のサービスの提供が発表された。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

片務的なNDAの締結など不平等な秘密保持・開示義務が締結される問題が起きる背景

として、「ⅱ.オープンイノベーションに関するリテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場

を前提としたオープンイノベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」が該当

すると考えられる。後述の予防策にて対処し得るボトルネックとしては、下記(ｱ)スター

トアップが、不平等な契約となっていないかを自ら判定できていない、あるいは適切な

タイミングで法務・知的財産権の外部専門家等を十分に活用しないままNDAを締結して

しまっているということが挙げられる。 

スタートアップは、不平等なNDAを締結することで、秘密情報の流出や模倣リスクが

高まりベンチャーキャピタルなどから出資を受けられないリスクがある。連携事業者も、

いわゆる「自社の契約ひな形」をそのまま押しつけてしまったためにスタートアップに

嫌がられる契約となってしまい、悪評等が広まることで、将来的なスタートアップとの

事業連携による事業拡大の可能性が失われることが懸念される。 

 

（解決の方向性） 

スタートアップと連携事業者の双方が秘密情報（例：技術情報や素材サンプル等）を

出し合う際に、互いに提示される情報の重要性を認識した上でNDAを締結し、適切に情

報を管理・利用し、互いの事業を不当に阻害することがないよう努めることが重要であ

る。 

(ｱ)  平等なNDAの締結 

契約の前提として、一方だけに義務が生じるのではなく、双方が秘密保持義務

を負う双務型のNDAを締結することで両者のコアコンピタンスが守られることが

望ましい。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第２条参照） 

契約期間のみならず、契約期間終了後にどの程度の期間秘密保持義務を負担す

るかについても注意が必要である。自社のビジネスモデルの詳細など最重要な情

報を共有せざるを得ない場合に、「残存条項を設定せずに、契約期間を６か月とす

る」等情報の性質に見合わない契約期間でNDAを結んでしまうと、次の連携のス

テップに進むことなく締結先から秘密情報が流出してしまうこともあり得る。（モ

デル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第10条参照） 
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９ 

 

 

ウ NDA違反 

連携事業者が、NDAに違反してスタートアップの営業秘密を盗用し、スタートアップ

の商品・役務と競合する商品・役務を販売するようになる場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

営業秘密の盗用19は、スタートアップと連携事業者との間で相互に情報の秘密保持義

務を課し目的外使用を禁止するNDAに違反するものであって、競争手段として明らかに

不公正なものである。 

したがって、連携事業者が、NDAに違反してスタートアップの営業秘密を盗用し、ス

タートアップの取引先に対し、スタートアップの商品・役務と競合する商品・役務を販

売することにより、スタートアップとその取引先との取引が妨害される場合には、競争

者に対する取引妨害（一般指定第14項）として問題となるおそれがある。 

 

【競争者に対する取引妨害として問題となり得る事例】 

（事例６） 

F社は、連携事業者とNDAを結んだが、連携事業者の秘密情報は開示されず、F社の

秘密情報ばかりを求めに応じて開示するという状況であった。その後、連携事業者が、

NDAに違反してF社の秘密情報を活用し、同様のサービスの提供を始め、F社の競合相

手になった。 

 

（事例７） 

G社は、連携事業者とNDAを締結した上で、プログラムのソースコードを開示した。

その後、連携事業者と連絡がつかなくなり、連携事業者から、類似サービスの提供が

発表され、G社の競合相手になった。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

NDA違反が起こる背景は、「i.スタートアップ側の法的リテラシーの不足」「ⅲ.対等

な立場を前提としたオープンイノベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」

の分類にあてはまるものであるが、問題が顕在化されにくい背景としては、(ｱ)NDA違反

の立証が難しいこと、(ｲ)NDA違反の抑止力を高めるNDAを締結できていないといったこ

とが挙げられる。例えば、使用された情報がNDAにおける「秘密情報」に該当すること

の立証や、被害を受けた側がNDA締結前に当該秘密情報を保有していたことの立証が困

難で泣き寝入りするしかなくなってしまうスタートアップも少なくない。また、NDAの

                         
19 ここでの「盗用」には、連携事業者がスタートアップの営業秘密を用いてスタートアップに無断で特許出願することが含

まれ得る。 
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１０ 

内容をスタートアップ側が正確に理解していない、NDAにおける秘密情報の範囲に応じ

た体制をスタートアップ側が確保できていない等の理由によって、スタートアップ側に

よるNDA違反が起きているケースもある。 

しかし、このようにNDA違反の法的な責任追及からは逃れられるかもしれないが、そ

の悪評等が広まることで、将来的なオープンイノベーションによる事業展開の可能性が

失われることとなり、かえって自社のビジネスチャンスの喪失という損失を招くことと

なりかねない点は認識することが重要である。 

 

（解決の方向性） 

 NDAに違反した場合の法的責任の追及ができるように、責任追及の場面から逆算し

てNDAの各規定を検討することが重要である。 

 

(ｱ) NDA違反の立証のための秘密情報の具体的な特定 

スタートアップが、NDA締結後の情報開示までに、自社のコアとなる技術情報に

ついての特許出願が未了であったり、不正競争防止法上の営業秘密として保護さ

れるだけの体制を整えていないことが少なくない。そのため、スタートアップに

とっては、①守りたい情報がNDAにおける秘密情報に確実に含まれるようにするこ

と、②スタートアップがNDA締結前から当該情報を保有していたことを立証できる

状態にしておくことが望ましい。 

そこで、確実に守りたい情報については、NDAの別紙に具体的に特定することが

考えられる。（モデル契約書【秘密保持契約書（新素材）】：第１条参照※末尾の

「別紙１に定めるもの」がこれに該当する。）この手法は、連携事業者にとっても、

自社が不当に流用してはいけない秘密情報の境界線が明確になるという意味でメ

リットがある。 

 

(ｲ) 損害賠償責任の規定 

スタートアップとしては、事業に必須のコア技術が特許等により保全されてい

ない場合、NDAが自社の技術・ノウハウを保全する唯一の手段であるため、契約に

違反した場合の損害賠償を定めることは重要である。なお、秘密漏洩により損害

が生じたことの立証は難しいため、漏洩に対する抑止効果を高める目的で、損害

賠償責任の範囲・金額・請求期間についてあらかじめ定めることも考えられる。ま

た、開示等する情報の重要度に応じて、金額を高めることで情報漏洩の抑止力を

高めるような金額とすることが考えられる。 

 

２  PoC（技術検証）契約 

 

(1) PoC契約の概要 

事業連携によって想定した機能・性能や顧客価値の実現を検証し、共同研究開発に進む

ことができるかを判断するためのステップがPoCの段階である。検証のために、最低限か
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１１ 

つ部分的な試作品（Minimum Viable Product）やプロトタイプを製作することも想定され

る。 

PoCは、スタートアップにとって、その技術や製品を他社に採用してもらうための重要

なステップであるが、本格的な事業連携に進むかどうかの判定をすることが主旨であるこ

とに鑑みれば、契約交渉に長期を要する事態は避けることが重要である。ただし、急ぐあ

まり契約を締結しないで実施してしまったことにより、一切のコスト回収ができなかった

り、次から次へとPoCを依頼されて結局は共同研究開発まで結びつかないことで疲弊して

しまったりするケース（いわゆる「PoC貧乏」）も散見されている。加えて、PoCで得られ

た知見の扱いについて紛争になるケースもある。これらを未然防止するための契約がPoC

契約であり、近年、オープンイノベーションの進展に伴い重要性が増している契約の一形

式である。 

 

(2) PoC契約に係る問題について 

 

ア  無償作業等 

スタートアップが、連携事業者から、PoCの成果に対する必要な報酬が支払われない

場合や、PoCの実施後にやり直しを求められやり直しに対する必要な報酬が支払われな

い場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

①正当な理由がないのに、無償でのPoCが行われ、②著しく低い対価でのPoCが行われ、

③PoCの実施後に、正当な理由がないのに、PoCの減額が行われ、又は、④PoCの実施後

に、正当な理由がないのに、PoCのやり直しが行われた場合には、連携事業者が本来負

担すべき費用がスタートアップに転嫁されることとなる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、①PoCが事業連携にお

いて実施されるべき必要不可欠なものであって、その対価がスタートアップへの当該P

oCに係る支払以外の支払に反映されているなどの正当な理由がないのに、取引の相手方

であるスタートアップに対し、無償でのPoCを要請する場合、②当該スタートアップに

対し、十分に協議を行うことなく対価を決定するなど、一方的に、著しく低い対価での

PoCを要請する場合、③PoCの実施後に、相当の期間内にスタートアップ側の責めに帰す

べき事由20を勘案して相当と認められる金額の範囲内21で対価を減額するなどの正当な

理由がないのに、契約で定めた対価を減額する場合、又は、④PoCの実施後に、PoCの結

果が発注時点で取り決めた条件に満たないなどの正当な理由がないのに、当該スタート

アップに対し、やり直しを要請する場合であって、当該スタートアップが、PoC終了後

の共同研究契約に進めなくなるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受

                         
20 スタートアップが実施した PoC に瑕疵がある場合、発注内容と異なる PoCが実施された場合等が考えられる。 
21 相当の期間内に対価を減額する場合であっても、無制限に対価を減額することは認められない。例えば、商品に瑕疵

がある場合であれば、その瑕疵の程度に応じて正当に評価される金額の範囲内で減額を行う必要があるが、これを超え

て減額を行うことは、「相当と認められる金額の範囲内」の対価の減額とは認められない。 
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１２ 

け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとな

るおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題とな

るおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例８） 

H社は、連携事業者から、見積りよりも追加作業が発生するPoCを求められ、PoC後

に必ず契約すると口約束されていたために実施したが、追加作業について報酬が支払

われず、契約もしてもらえなかった。 

 

（事例９） 

I社は、連携事業者と試験的なAIシステムを開発するPoC契約を結んだ際に、連携事

業者から「I社の製品を検証するためには、試験後の正式なシステムで動作確認を行

う必要がある」と言われ、正式なシステムの開発作業を無償でさせられた。 

 

（事例10） 

J社は、AIシステムを開発するPoCを行った際に、連携事業者の要望どおりに作業を

行ったにもかかわらず、PoCの実施後に、連携事業者から追加の作業を無償で求めら

れ、PoCの結果次第で、連携事業者との今後の共同研究契約や取引につながる可能性

があったため、行わざるを得なかった。 

 

（事例11） 

K社は、連携事業者から、問題点が明らかにされないまま、実施したPoCについて繰

り返し修正を求められ、結局、相当なコストをかけたにもかかわらず、そのコストの

５分の１程度の報酬しか支払われなかった。 

 

（事例12） 

L社は、連携事業者の指示どおりにPoC作業を完成させても、連携事業者から新たな

仕様書で新たな作業を行うよう求められ、延々と対応を続けさせられた。 

 

（事例13） 

M社は、連携事業者の指示どおりにPoC業務を完遂させても、連携事業者から契約の

範囲外の業務を延々と求められ、連携事業者が満足するまで対応を続けさせられたが、

その業務に見合った報酬が支払われなかった。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

無償作業等の問題が起きる背景として、「ⅱ.オープンイノベーションに関するリテ
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１３ 

ラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進する上

で望ましくない慣習の存在」が該当すると考えられる。後述の予防策にて対処し得るボ

トルネックとしては、(ｱ)PoCのゴール設定（何が検証できたらPoCが完了なのか）がで

きていない、(ｲ)PoCにおける対価の設定ができていない、(ｳ)共同研究開発への移行条

件が設定できていないということが挙げられる。 

スタートアップは、このような問題のあるPoCを実施することで、人的リソースが枯

渇・疲弊したり、資金ショートして倒産するリスクもある。一方、連携事業者も、多様

なスタートアップと多くのPoCを実施する中で自社のイノベーションの道筋を見いだす

ことが重要であることを鑑みると、個々のPoCでスピーディかつ有益な形で検証が進ま

ないことは、自社の事業拡大の可能性が失われることにもつながる。 

 

（解決の方向性） 

PoCにおいては事業アイデアをスピーディに検証することが重要であることから契

約交渉もスピーディに進める必要がある。一方で、拙速になっては本末転倒であり、法

務・知財の観点やPoC以降の事業展開を見据えた際に、適切な契約内容となっているか

慎重に検討することが重要である。 

スタートアップと連携事業者双方が拙速に成果を出そうと、口約束や契約外の作業を

行うことで生じるリスクを避けるために、PoC契約の交渉を通じて、PoCのゴール、対価

設定、共同研究開発への移行条件について共通認識を持つコミュニケーションを図るこ

とが重要である。また、これにより、早期のPoCが可能となり、互いの事業拡大スピー

ドが高まる。 

 

(ｱ) PoCの目的、終了要件を明確化する 

PoCは、双方が本格的な共同研究開発に進めるかを判断することを目的とした検

証行為である。PoC契約を締結するに当たっては、両当事者及び当事者の組織内に

おいて以下３点を十分に理解し、認識を一致させることが重要である。 

➢ PoC契約が将来的な共同研究契約の締結を目指したものであること 

➢ 既にNDAを締結し、相互の情報を開示等し合った上での検証段階であること 

➢ 検証においては、検証の目的を共有することが重要であり、未だ検証の目的

が固まっていない場合は、まずその点を確定してからPoC契約を締結すること 

また、PoCの実質は合意した検証を行い、レポート等の資料を前提とした報告書

22を作成することを業務とする業務委託契約（準委任契約）であることが望ましい。

したがって、PoCにおける何らかの成果の達成や特定の結果等を保証するものでは

ないことを確認した上で、何を検証作業として行うか、何が報告されれば業務が

完了かを一定程度詳細に特定しておく必要がある。（モデル契約書【技術検証（P

                         
22 報告書であるレポートの著作権、知的財産権の取扱いについて、スタートアップ・連携事業会社間での争いを避ける

ため、事前に契約で規定しておくことも重要となる。（モデル契約書【技術検証（PoC）契約書（新素材）】：第９条参照） 
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１４ 

oC）契約書（新素材）】23：第１条、第２条、第３条、第５条参照） 

なお、AI分野のPoCや共同研究開発では、成果物（学習済みモデル）の完成義務

や性能保証を求めることは妥当ではない点に留意が必要である。性能評価をする

際には、開発段階において使用する訓練用データと評価用のテストデータを分け

ておき、当該テストデータを入力した場合の精度を評価する方法が考えられるが、

これは実際の利用環境下でのデータを入力した際の精度を保証するものではない

点を双方が理解する必要がある。（モデル契約書【共同研究開発契約書（AI）】24：

第６条） 

 

(ｲ) PoCの対価設定を明確化する 

スタートアップは、資金繰りが重要課題であることから、その状況を連携事業

者が理解し、適切な対価を早期にスタートアップへ支払うことが良好な信頼関係

を構築するために望ましい。業務の対価は、固定金額とするほかに、人月単位又は

工数単位に基づく算定方法のみ規定し、毎月の委託料を算定する方法とすること

等が考えられる。また、委託料の支払方法としては、①一定の時期に一括して支払

う方式、②着手時及び成果物提出時等に分割して支払う方式、③一定の業務時間

に達するごとに当該業務時間分の対価を支払う方式等、様々な方式があり、状況

に応じた支払方法を設定することが望ましい。（モデル契約書【技術検証（PoC）

契約書（新素材）】：第４条参照） 

 

(ｳ) 共同研究開発への移行条件を明確化する 

PoCは、共同研究開発への移行のための実証段階という性質を有していることか

ら、PoC終了後に次のステップに進むかどうか未確定なままで時間が経過すること

を避けるため、当事者に共同研究契約締結の努力義務、又は、一定期間内に共同研

究契約締結の可否を決める義務を課すことが望ましい。また、スタートアップと

して共同研究開発に進む確度が高いPoCであると判断する場合には、正式な契約に

基づいたPoCの実施を優先し、PoC段階ではあえて低額な委託料として連携事業者

との交渉締結のスピードを確保するという方針もあり得る。これらの思惑の調整

規定としては、共同研究契約が締結されなかった場合に、PoC費用の追加分の支払

義務を規定することも選択肢として考えられる。（モデル契約書【技術検証（PoC）

契約書（新素材）】：第６条参照） 

 

３  共同研究契約 

 

(1) 共同研究契約の概要 

                         
23 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 技術検証（PoC）契約書（新素材） 逐条解説あり」（令和２年６月） 
24 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 共同研究開発契約書（AI） 逐条解説あり」（令和２年 12月） 
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１５ 

PoCの検証結果を踏まえて、いよいよ製品化やサービス化に必要な共同研究又は共同開

発を進めることとなる。現実には、最終製品の共同開発というよりは、そこに使用される

素材や組み込まれるパーツ・装置、あるいはソフトウェアなどの共同研究開発となること

が一般的である。また、開発が複数のフェーズに分かれて実施されたり、他の応用開発に

枝分かれして実施されることもある。 

共同研究開発における双方の役割や費用分担、開発又は取得した知的財産権の帰属等の

みならず、事業化後の両当事者の権利関係を定めているのが共同研究契約である。双方の

オープンイノベーションの信頼の基礎となる、重要な契約である。 

 

(2) 共同研究契約に係る問題について 

 

ア  知的財産権の一方的帰属 

スタートアップが、連携事業者から、共同研究の成果に基づく知的財産権を連携事業

者のみに帰属させる契約の締結を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

スタートアップと連携事業者の双方が共同研究に貢献したにもかかわらず、その貢

献度を超えて、共同研究の成果に基づく知的財産権が連携事業者のみに帰属する場合に

は、スタートアップはその成果を享受できず、連携事業者のみがその成果を享受するこ

ととなる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、知的財産権が事業連

携において連携事業者に帰属することとなっており、貢献度に見合ったその対価がス

タートアップへの当該知的財産権に係る支払以外の支払に反映されているなどの正当

な理由がないのに、取引の相手方であるスタートアップに対し、共同研究の成果に基づ

く知的財産権の無償提供等を要請する場合であって、当該スタートアップが、共同研究

契約が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざる

を得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれが

あり、優越的地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれが

ある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例14） 

N社は、PoCや共同研究に入る段階で、連携事業者から契約書のひな形を押し付けら

れる形で契約書を交わしたが、その契約書においては、PoCや共同研究の成果物の権

利が一方的に連携事業者に帰属することとなっていた。 

 

（事例15） 

O社は、共同研究で、連携事業者から、知的財産権の無償提供に応じさせられた。 
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１６ 

 

（事例16） 

P社にとって、大企業である連携事業者との取引の実績がなくなると、信用の確保

が難しくなるため、共同研究契約書を交わすときの立場が連携事業者の方が強く、交

渉は難しかったところ、P社は、連携事業者から一方的に知的財産権の譲渡を求めら

れ、譲渡せざるを得なかった。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

知的財産権の一方的帰属に関する問題が起きる背景として、「ⅱ.オープンイノベー

ションに関するリテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベー

ションを推進する上で望ましくない慣習の存在」が該当すると考えられる。後述の予防

策にて対処し得るボトルネックとしては、(ｱ)バックグラウンド情報（共同研究契約の

締結時に既に保有していた技術情報）が整理できていない、(ｲ)事業展開の機動性と自

由度を見据えた知的財産権の帰属・利用の整理ができていないといったことが挙げられ

る。 

スタートアップは、知的財産権の偏った帰属と利用条件によって他分野や他用途への

自由な事業展開やスケールアップができなくなる一方、連携事業者も、技術情報のコン

タミネーションによりスタートアップの知的財産権を意図せず勝手に利用してしまい、

スタートアップから訴訟を提起されるリスクを抱えることとなる。 

 

（解決の方向性） 

スタートアップと連携事業者の双方が適切な法務・知財の知識を備えた上で、バック

グラウンド情報の範囲の明確化や事業展開の機動性と自由度を見据えた知的財産権の

帰属・利用を設定することが重要である。さらに自社の知財戦略を明確化した上で、共

同研究によって双方が互いの知を組み合わせることで何を生み出したいかを共通認識

する必要がある25。 

 

(ｱ) バックグラウンド情報の範囲の明確化 

契約締結前に保有していた情報と契約締結後に新たに生じた情報が混在し、各

情報に関する知的財産権の峻別性がなくなること（技術のコンタミネーション26）

を防ぐために、双方が研究テーマに関連して自らが必要とみなすバックグラウン

ド情報をリストにして開示・交換し、バックグラウンド情報の範囲を明確化する

ことが望ましい。特許出願に馴染む技術情報については特許出願をしておくこと

                         
25 なお、現場担当者間では合意できていたことが知財・法務担当等には伝わっていないことで交渉が振り出しに戻るな

ど、意図せず問題となることもあるため、組織内部でも密に情報共有を行い、認識合わせをした上で契約交渉に取り組む

ことが不可欠である。 
26 技術のコンタミネーションとは、バックグランド技術（共同研究契約の締結時に既に保有していた技術情報）とフォアグ

ランド技術（共同開発によって生み出される技術情報）の峻別性がなくなってしまった状態をいう。 
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１７ 

も有効である。また、バックグラウンド情報の秘密保持義務や目的外使用などの

取扱いについては別途定めておくことが望ましい。（モデル契約書【共同研究開発

契約書（新素材）】27：第２条参照） 

 

(ｲ) スタートアップへの知的財産権の帰属及び連携事業者に事業領域や期間等の面

で一定の限定を付した独占的利用権の設定 

共同開発による発明成果物について、十分な検討がされないまま「とりあえず

共有帰属」として整理してしまう事例が散見される。しかし、これによりスタート

アップは他分野や他用途への知的財産権活用28をしようとする都度、連携事業者の

承諾を得る必要が生じ、多大な交渉コストや事業制約を受けてしまう結果となる

ため、自由な事業展開が拒まれてしまう。 

他方、連携事業者としては、研究成果に係る知的財産権を取得せずとも、研究成

果を自社に必要な範囲で独占的に利用できれば事業戦略上支障はないことも考え

られる。そこで、共同で創出された発明の最大活用の観点からは、スタートアップ

が自社で知的財産権を保有することの重要性29にも配慮し、スタートアップに知的

財産権を帰属させつつ、連携事業者の意向に沿う形で事業領域や期間等について

一定の限定を付した独占的利用権を設定する形で調整することを検討することが

考えられる30。 

連携事業者が有する懸念に対し31、スタートアップは、合理的期間に限った第三

者との競合開発の禁止規定や、スタートアップに経済的不安が生じた場合に連携

事業者への知的財産権買取りの交渉オプションを設定するなどし、連携事業者の

懸念に配慮することも検討することが望ましい。（モデル契約書【共同研究開発契

約書（新素材）】：第７条、第13条参照） 

なお、知的財産権の帰属及び利用に当たっては、事前に双方の知的財産権に対

する方針や交渉スタンスについて十分に確認しておくことが望ましい32。 

 

イ 名ばかりの共同研究 

共同研究の大部分がスタートアップによって行われたにもかかわらず、スタートアッ

プが、連携事業者から、共同研究の成果に基づく知的財産権を連携事業者のみ又は双方

                         
27 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 共同研究開発契約書（新素材） 逐条解説あり」（令和２年６月） 
28 他のアライアンスパートナーへのライセンス等 
29 スタートアップが自社で知的財産権を保有する重要性とは、①知的財産権を単独で保有することで事業基盤が強固に

なり、利益を創出する力が高まる点②資金調達の際に、投資家に対して、知的財産権の単独保有を通じて事業上の強み

を高める旨の説明ができる点にある。 
30 加えて、スタートアップの事業展開のスピード確保の観点からは、連携事業者が正当な理由なく研究成果を利用しない

場合においては、独占的に利用する権利は解除し、スタートアップが活用できる範囲を拡大できるように契約上の配慮を

しておくことも重要である。 
31 スタートアップに権利を単独帰属させる場合、スタートアップと他の競合する連携事業者との共同研究開発への懸念

や、スタートアップが事業に失敗し、破産等、事業継続が困難になった場合、知的財産権の利用ができず、事業に支障を

来すのではないかという懸念がある。 
32 時間の節約のため、互いに譲れない条件を先に提示し、折り合えない場合は協議を終えることも肝要である。 
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１８ 

に帰属させる契約の締結を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

共同研究の大部分がスタートアップによって行われたにもかかわらず、その貢献度

を超えて、共同研究の成果に基づく知的財産権を連携事業者のみ又は双方に帰属させる

場合には、スタートアップは貢献に見合った成果を享受できず、連携事業者は貢献を超

えた成果を享受することとなる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、知的財産権が事業連

携において連携事業者に帰属することとなっており、貢献度に見合ったその対価がス

タートアップへの当該知的財産権に係る支払以外の支払に反映されているなどの正当

な理由がないのに、取引の相手方であるスタートアップに対し、共同研究の成果の全部

又は一部の無償提供等を要請する場合であって、当該スタートアップが、共同研究契約

が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得

ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、

優越的地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例17） 

Q社は、共同研究の中心であるプログラムの開発自体を全て行うにもかかわらず、

共同研究の成果物の特許は全て連携事業者に帰属するといった一方的な内容の契約

書を受け入れさせられた。 

 

（事例18） 

R社は、プログラムの開発自体は自社で全て行うが、連携事業者から、共同研究に

よって取得した特許は全て連携事業者に帰属するといった一方的な内容の契約書を

受け入れさせられた。 

 

（事例19） 

共同研究といっても、S社が、技術、ノウハウ、アイデアのほとんど全てを提供し

ており、連携事業者は、共同研究への貢献度がほとんどないにもかかわらず、S社は、

連携事業者から成果物の特許は共同出願することとされた。 

 

（事例20） 

T社が、全ての研究開発を行い、連携事業者は、T社が開発した技術の試験運用を行

うのみであるにもかかわらず、T社は、連携事業者から、開発した技術の半分の権利

を渡すよう、一方的に連携事業者に有利な契約を締結させられた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 
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１９ 

（問題の背景） 

名ばかりの共同研究による知的財産権の帰属に関する問題が起きる背景として、「ⅱ.

オープンイノベーションに関するリテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提とした

オープンイノベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」が該当すると考えら

れる。後述の予防策にて対処し得るボトルネックとしては、(ｱ)共同研究開発における

双方に期待される貢献（役割分担）が明示的に整理されていない、(ｲ)貢献度に応じた

適切なリターンの設定といったことが挙げられる。 

 

（解決の方向性） 

共同研究開発において期待される貢献（役割分担）について双方が共通認識を持ち、

その貢献に応じて納得したリターンを設定した上で契約書を締結することが重要であ

る。 

 

(ｱ)  事前の役割分担の規定 

役割分担は、双方の認識の齟齬を回避すべく、事前に当事者間で認識のすり合

わせをしておく必要がある。これを怠ると、ある役割については双方ともに全く

着手がなされていないということや、どちらの当事者が何を行ったのかが不明瞭

なまま紛争のもとになる等の事態になりかねない。もっとも、共同研究開発が未

実施あるいは開始直後の段階では詳細な役割分担を決めることが困難である場合

や、共同研究開発の進行に伴って新たな役割（作業）が発生することもある。その

ような場合においても、役割分担の大きな枠組みについてだけでも規定しておく

ことで、後に役割分担の詳細を協議する際もスムーズに行える。また、共同研究契

約は、基本的にはそれぞれの役割分担（担当業務）の範囲内で、誠実に研究開発を

行い、その成果を報告し合う義務を相互に負う、準委任契約であるという考えが

有力である。（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素材）】：第３条参照） 

 

(ｲ)  貢献度に応じた適切なリターンの設定 

一方が、研究開発の経費の多くを負担する場合、実質的には共同研究契約では

なく、研究委託契約であるとの理解の下、研究の結果創出されたすべての知的財

産権は研究開発経費の負担側に帰属すべきという主張をしがちである。 

しかし、研究開発の費用負担は、開発に携わる人を出していることに対応する

負担であり、当該費用を負担していることが直ちに成果物の知的財産権の帰属主

体となることを正当化するものではない。 

共同研究開発の結果生じた知的財産権の取得のための対価は、成果物創出への

貢献度等を踏まえて定められることが重要である。通常、かかる知的財産権を発

明者でない者が獲得するためには、別途それに見合った対価を支払う必要がある。

（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素材）】：第５条参照） 
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２０ 

ウ 成果物利用の制限 

スタートアップが、連携事業者により、共同研究の成果に基づく商品・役務の販売先

が制限される場合や、共同研究の経験を活かして開発した新たな商品・役務の販売先が

制限される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

連携事業者が、共同研究の成果であるノウハウ等の秘密性を保持するために必要な

場合に、取引の相手方であるスタートアップに対し、合理的期間に限り、成果に基づく

商品・役務の販売先を特定の事業者に制限することは、原則として独占禁止法上問題と

ならないと考えられる。 

しかしながら、市場における有力な事業者33である連携事業者が、取引の相手方であ

るスタートアップに対し、例えば、合理的な期間に限らず、共同研究の成果に基づく商

品・役務の販売先を制限したり、共同研究の経験を活かして新たに開発した成果に基づ

く商品・役務の販売先を制限したりすることは、それによって市場閉鎖効果34が生じる

おそれがある場合には、排他条件付取引（一般指定第11項）又は拘束条件付取引（一般

指定第12項）として問題となるおそれがある35。 

 

【排他条件付取引又は拘束条件付取引として問題となり得る事例】 

（事例21） 

U社は、連携事業者にU社のみで開発したサービスを導入する際に、連携事業者から

「競合他社には販売しないように。販売した場合には、取引を白紙に戻す」などと指

示を受け、受け入れざるを得なかった。 

 

（事例22） 

V社が連携事業者との事業連携の経験を活かして改善したAIは、元々V社が独自に開

発し、その連携事業者の重要な情報は入っていないにもかかわらず、V社は、その連

携事業者により、そのAIを他社に販売しないよう制限された。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

成果物利用の制限に関する問題が起きる背景として、「ⅱ.オープンイノベーション

に関するリテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーション

を推進する上で望ましくない慣習の存在」が該当すると考えられる。後述の予防策にて

対処し得るボトルネックとしては、(ｱ)スタートアップへの知的財産権の帰属及び連携

                         
33

 市場における有力な事業者については、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の第１部の３(4)に記載のと

おりである。 
34

 市場閉鎖効果については、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の第１部の３(2)アに記載のとおりである。 
35 排他条件付取引又は拘束条件付取引として独占禁止法上問題となるのは、公正な競争が阻害するおそれ（市場閉鎖

効果等）が生じることが前提となる。 
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２１ 

事業者に事業領域や期間等の面で一定の限定を付した独占的利用権が設定されていな

い、(ｲ)AI分野における開発成果物の考え方が整理されていない、といったことが挙げ

られる。 

 

 

（解決の方向性） 

スタートアップと連携事業者の双方が適切な法務・知財の知識を備えた上で、事業展

開の機動性と自由度を見据えた知的財産権の帰属・利用を設定することが重要である。

さらに自社の知財戦略を明確化した上で、共同研究によって双方が互いの知を組み合わ

せることで何を生み出したいかを共通認識する必要がある。 

 

(ｱ) スタートアップへの知的財産権の帰属及び連携事業者に事業領域や期間等の面

で一定の限定を付した独占的利用権の設定 

共同研究によって生み出された知財の価値を最大化するためには、「ア 知的

財産権の一方的帰属」の(ｲ)でも述べたように、スタートアップへ知的財産権の帰

属をさせる一方で、連携事業者の意向に沿う形で事業領域や期間等について一定

の限定を付した独占的利用権を設定することで双方に有益となることが重要で

ある。 

 

(ｲ) AI分野における開発成果物の利用条件の考え方 

AI分野において「複数の会社からデータの提供を受けて生成したカスタマイズ

モデルを利用したサービスを、複数の事業会社に提供する」というビジネスモデ

ルを採用する場合は、成果物の利用条件を独占的な内容とすることは、ごく例外

的なケース（例えば、ある特定事業領域を事業会社が独占していて、高い収益が

約束されており事業会社が高額な利用料をスタートアップに支払える場合）を除

き、スタートアップ、連携事業者の双方にとって非合理的である。なぜなら、ス

タートアップは連携事業者以外の企業とも同様の条件で事業展開をすることが

一般的であるが、その場合、結果的に個々の連携事業者ごとに別々の成果物が複

数並立することになり、管理コストが大幅に増加するからである。その結果、連

携事業者にも高い利用価格を提示する必要がある。逆に、非独占的な利用条件と

して広く事業者が利用できる状態にすることで、スタートアップとしては、カス

タマイズモデルを用いた事業展開に制約がなくなるため事業拡大・収益拡大の可

能性が高まるとともに、管理コストも一定の範囲に抑えることができるため、連

携事業者にとっても低い利用価格でのサービス利用が可能となる。なお、共同研

究開発に貢献した連携事業者には利用料金を優遇するといった形で利害調整を

することも検討することが望ましい。（モデル契約書【利用契約書（AI）】36：想

                         
36 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 利用契約書（AI） 逐条解説あり」（令和２年 12 月） 
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２２ 

定シーンの解説、第３条参照） 

 

４  ライセンス契約 

 

(1) ライセンス契約の概要 

共同研究開発に着手する前に保有していた特許等や共同研究開発の成果の利用につい

ては、共同研究契約の交渉時点ではその要否や利用範囲等が明らかではない場合もあるた

め、共同研究契約では具体的に規定されていないこともある。そのような場合には別途ラ

イセンス契約を締結することとなる。ライセンス契約は、知的財産権利用の許諾条件や技

術情報の提供の有無、改良技術の取扱い等を定めておくための契約である。本契約では、

許諾条件（許諾範囲、独占・非独占の別、許諾料等）、技術情報の提供の有無、改良技術

の取扱い等がポイントとなる。 

 

(2) ライセンス契約に係る問題について 

 

ア  ライセンスの無償提供 

スタートアップが、連携事業者から、知的財産権のライセンスの無償提供を要請され

る場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

正当な理由がないのに、スタートアップの知的財産権のライセンスが無償提供され

た場合には、スタートアップは知的財産権の開発に係る費用を回収することができず、

連携事業者は費用を負担することなく知的財産権を使用することができる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、知的財産権のライセ

ンスが事業連携において提供されるべき必要不可欠なものであって、その対価がスター

トアップへの当該ライセンスに係る支払以外の支払に反映されているなどの正当な理

由がないのに、取引の相手方であるスタートアップに対し、知的財産権のライセンスの

無償提供等を要請する場合であって、当該スタートアップが、ライセンス契約が打ち切

られるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合

には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的

地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例23） 

W社は、連携事業者に対し、W社の技術をライセンスして製品を販売してもらうこと

としたところ、連携事業者から、ライセンス料を無償にさせられた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

- 26-



２３ 

（問題の背景） 

一方の企業に極端に有利な条件でのライセンス契約の事例が発生してしまう問題の

多くは、当事者における「i.スタートアップ側の法的リテラシーの不足」、「ⅱ.オー

プンイノベーションに関するリテラシーの不足」が影響要因となっていると考えられる。

具体的には、交渉相手から理不尽な要求が出てきた時に、まずそれを認識することがで

きていない、あるいはどのような契約上の対案を提示すべきかが分からない、といった

状況が想定される。加えて、当事者間で取引上の関係等に起因した立場の上下関係が存

在し、契約交渉で過度に影響してしまう場合も想定される。 

結果的に、後述の予防策にて対処し得るボトルネックである(ｱ)ライセンス許諾範囲

や(ｲ)ライセンス料などの諸条件について十分な交渉と合意がなされていないことで、

理不尽な要求を主張されたことに対抗する手段を失うことにもなってしまう。 

 

（解決の方向性） 

双方が自社のビジネスモデルを構築するために必要な知的財産権利用に関する許諾

条件（許諾範囲、独占・非独占、ライセンス料等）を明確化し、ライセンス契約を締結

することが重要である。なお、当然ながら、ライセンス契約等で対抗措置を作る前に、

当該特許の基となっている技術情報（材料やノウハウ等）を一方に渡してしまい、その

技術情報を使って類似の特許が出されるなどの不当な行為をされる可能性がある点に

は注意したい。 

 

(ｱ) ライセンス許諾範囲の明確化 

契約に際して、ライセンサー（実施許諾者）は、ライセンシー（実施権者）によ

る想定外の実施を防ぐため、ライセンス対象、期間、エリア、独占・非独占等の範

囲を限定的に定める必要がある。特に、スタートアップは特許１件あたりの重要

性が連携事業者のそれに比して高いため、ライセンサーとなる場合にはライセン

スの実施許諾範囲を過度に広く設定しないよう留意することが重要である。 

また、独占的な実施権の付与は、第三者に対する参入障壁となるので、実施権者

に対していわば「商圏を与える」という趣旨を持つ。手元資金の厚さが企業存続に

影響を及ぼすスタートアップは、時として、特許の実施許諾と引き換えに一時金

の獲得を目指すことがあるが、そのような場合には独占的な実施権の付与を前提

に、「年間△△万円のリターンが得られる商圏を獲得するために一時金○○万円

を支払う、設備投資のようなものであり、独占期間内の●年間で十分に回収可能。」

等といった提案をすることも選択肢の一つとして有用となる。（モデル契約書【ラ

イセンス契約書（新素材）】37：第２条参照） 

 

(ｲ) ライセンス料の設定 

                         
37 経済産業省・特許庁「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書

ver1.0 ライセンス契約書（新素材） 逐条解説あり」（令和２年６月） 
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２４ 

オープンイノベーションの取組におけるライセンス料（率）を決定するために

は、スタートアップが提供する特許等の希少性や重要性、本製品の市場規模、販売

価格や製品寿命、あるいは本製品の付加価値における当該特許等の貢献度など、

個別のケースに応じた幅広な検討が必要となる。 

ライセンス料の支払方としては、①ライセンス契約締結時にまとまった額を支

払い（イニシャルフィー）、②その後は実施量に応じて定期的に支払う（ランニン

グロイヤルティ）のが一般的である。交渉においては、イニシャルフィーとランニ

ングロイヤルティの料率がトレードオフの関係になることがある。スタートアッ

プは、常に資金繰りが重要課題であるが、ランニングロイヤルティに重きをおい

てハイリスクハイリターンを狙うか、イニシャルフィーに重きを置いて足元の

キャッシュフローを固めるか、という判断も必要になる。（モデル契約書【ライセ

ンス契約書（新素材）】：第４条参照） 

 

イ 特許出願の制限 

スタートアップが、連携事業者から、スタートアップが開発して連携事業者にライセ

ンスした技術の特許出願の制限を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

スタートアップが開発して連携事業者にライセンスした技術の特許出願が制限され

た場合には、スタートアップは連携事業者や第三者から自ら開発した技術を正当に保護

することが困難となるおそれがある。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、取引の相手方である

スタートアップに対し十分に協議することなく特許取得を禁ずる契約書のひな型を押

し付けるなど、一方的に、当該スタートアップが開発した技術の特許出願の制限を要請

する場合であって、当該スタートアップが、将来再度の事業連携がなされる可能性がな

くなるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合

には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的

地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例24） 

X社は、連携事業者から受託したソフトウェア開発の過程でX社が独自に開発したノ

ウハウや技術について、連携事業者から、一切の特許取得を禁じるという条項が付さ

れた契約の締結を求められ、契約させられた。 

 

（事例25） 

Y社は、連携事業者と共同研究を行っていたが、その共同研究ではない研究でY社が

開発した新たな技術について、連携事業者から、一方的に、共同出願を含めてその技
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２５ 

術の権利の帰属を協議することとされ、契約の中に単独出願による特許取得を禁止す

る条項を入れられた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

ライセンス契約における特許出願制限の事例が発生してしまう問題の多くは、当事

者における「ⅱ.オープンイノベーションに関するリテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立

場を前提としたオープンイノベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」が影

響要因となっていると考えられる。 

後述の予防策にて対処し得るボトルネックとしては、下記(ｱ)知財の発明主体が明確

化できていない点が挙げられる。発明主体が明確化されていないことで、独自の開発活

動の実施に不安を抱えてしまい、双方の事業発展の可能性を狭めてしまう結果にもなり

かねない。 

 

（解決の方向性） 

双方が共同研究開発のテーマについて共通認識を持ち、新たに発明された知財が共同

研究によって生まれたものか（発明主体が誰なのか）を明確化することが重要である。 

 

(ｱ) 知財の発明主体の明確化  

共同研究開発のテーマを実態に即したものとして設定することで新たに発明さ

れた知財が共同研究によって生まれたものかどうか（発明主体は誰なのか）を明

確に区分することが重要である。共同研究開発のテーマの定義が広すぎると、自

社固有の研究成果（知的財産権等）が共同研究開発の成果と解釈され、共同研究契

約に従って知的財産権の帰属や成果物の利用関係が規律されるリスクがある。 

他方、共同研究開発のテーマの定義が狭すぎると、実際は共同研究の成果であ

るにもかかわらず、契約の枠外とされてしまい、当該成果に関して勝手に特許出

願をされてしまう。そこで、共同研究開発のテーマは、広すぎず狭すぎない実態に

即したものとすることが重要である。（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素

材）】：第１条参照） 

 

ウ 販売先の制限 

スタートアップが、連携事業者により、他の事業者等への商品・役務の販売を制限さ

れる場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

連携事業者が、スタートアップの商品・役務に使用された連携事業者のノウハウ等の

秘密性を保持するために必要な場合に、取引の相手方であるスタートアップに対し、商

品・役務の販売先を自己にのみ制限することは、原則として独占禁止法上問題とならな

- 29-

https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/kyoudou_chikujouari.pdf
https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/document/index/kyoudou_chikujouari.pdf


２６ 

いと考えられる。 

しかしながら、市場における有力な事業者である連携事業者が、取引の相手方である

スタートアップに対し、例えば、合理的な範囲を超えて、他の事業者への販売を禁止し

たり、スタートアップ自らによる販売を制限したりすることは、それによって市場閉鎖

効果が生じるおそれがある場合には、排他条件付取引（一般指定第11項）又は拘束条件

付取引（一般指定第12項）として問題となるおそれがある。 

 

【排他条件付取引又は拘束条件付取引として問題となり得る事例】 

（事例26） 

Z社は、サービス開発の際、資金とデータの両方で連携事業者に依存しているとこ

ろ、その連携事業者から、連携事業者のデータを含まないサービスであっても、その

連携事業者以外にサービスを提供してはならないという独占契約を結ばされた。 

 

（事例27） 

a社は、自身も販売できない条件が付され、販売すると違約金を請求される内容の

独占販売契約を締結させられた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

販売先制限の問題の多くは、当事者における「ⅱ.オープンイノベーションに関する

リテラシーの不足」、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進す

る上で望ましくない慣習の存在」が影響要因となっていると考えられる。  

事業連携から生まれた技術等を活用する商品の販売範囲について、できる限り自社

に利する形での範囲制限を設定したいという意向が存在することは、スタートアップ、

連携事業者ともに当然であろう。しかし、後述の予防策にて対処し得るボトルネックで

ある下記(ｱ)双方の利害を調整しない形で販売範囲の制限を設けてしまうことで、結果

的には発明した成果物が商品として市場に普及・拡大していくスピードを鈍化させてし

まうことにもつながりかねないため、注意が必要である。 

 

（解決の方向性） 

双方が自社のビジネスモデルを構築するために必要な知的財産権利用に関する許諾

条件（許諾範囲、独占・非独占、ライセンス料等）について利害を調整した上で設定す

ることが重要である。 

 

(ｱ) 双方の利害を調整した上での実施権の設定 

「ア ライセンスの無償提供」の項でも述べたように、実施権を設定する場合

は、許諾範囲の明確化を行うことが不可欠である。 

スタートアップと連携事業者の双方が事業展開しようとするエリアや産業分野、
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２７ 

販売チャネル等の違い、あるいはビジネスモデルの差異を勘案した上で、双方に

どのような販売範囲の制限をかけることが、互いの事業展開をできる限り阻害し

ない形で事業展開可能かを調整したい。ただし、契約時点で独占的な実施権等を

付与した場合でも、事業環境の変化や戦略の見直し等で想定通りの販売活動が実

施されないこともあり得る。そのような場合に備えて、契約で約束した独占期限

が到来する前であっても、正当な理由なく一定期間実施しない場合や、戦略変更

等により実施しないことを決定した場合、あるいは当初合意した販売数量に達し

なかった場合などに、独占的な実施権を非独占の通常実施権に変更できるように

しておくといった工夫も可能であろう。（モデル契約書【共同研究開発契約書（新

素材）】：第７条参照） 

 

５  その他（契約全体等）に係る問題について 

(1) 顧客情報の提供 

スタートアップの顧客情報は営業秘密であるがNDAの対象とはならないことが多いとこ

ろ、スタートアップが、連携事業者から、顧客情報の提供を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

正当な理由がないのに、スタートアップの顧客情報が連携事業者に提供された場合

には、当該顧客情報が連携事業者によって使用され、又は第三者に流出して当該第三者

によって使用されるおそれがある。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、顧客情報が事業連携

において提供されるべき必要不可欠なものであって、その対価がスタートアップへの当

該顧客情報に係る支払以外の支払に反映されているなどの正当な理由がないのに、取引

の相手方であるスタートアップに対し、顧客情報の無償提供等を要請する場合であって、

当該スタートアップが、事業連携が打ち切られるなどの今後の取引に与える影響等を懸

念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を

与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）

として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例28） 

b社は、連携事業者から顧客情報の提供を求められ、提供せざるを得なかった。そ

の結果、連携事業者は、b社の顧客に対してb社製品と競合する製品を販売するように

なった。 

 

（事例29） 

c社は、連携事業者との協業において、営業秘密である販売先の情報を提供させら

れたが、連携事業者は、情報を一切開示しなかった。 
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２８ 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

顧客情報の提供のような問題が起こる背景要因として、「i.スタートアップ側の法的

リテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進す

る上で望ましくない慣習の存在」が該当する。 

顧客情報は、自社の競争力を担保する重要な営業秘密の１つであるところ、連携事業

者との関係性等の理由から、連携事業者からの求めに応じて、十分な保護措置をとるこ

となく顧客情報を開示してしまうスタートアップも少なくない。しかし、スタートアッ

プに比して、資本・ブランド力等、様々なリソースが潤沢な連携事業者に当該顧客情報

を自由に使用されてしまうと、スタートアップの競争力が著しく落ちてしまうおそれが

ある。 

 

（解決の方向性） 

顧客情報が営業秘密として保護される措置を講じることが重要である。 

 

(ｱ) 不正競争防止法上の営業秘密として保護される体制づくり 

顧客情報は、その管理方法等次第では、不正競争防止法上の営業秘密（不正競争

防止法第２条第６項）として保護され得る（例えば、東京地判平17・6・27（平成

16（ワ）24950 号）【中国野菜仕入先情報・顧客情報事件】等）。 

しかし、特に創業から間もないスタートアップの場合、営業秘密の管理体制が

不十分であるとして、不正競争防止法上の営業秘密に該当しないと判断されるお

それもある。 

 

(ｲ) NDA等における守秘義務・目的外使用禁止の規定 

NDA等において、連携事業者が顧客情報について守秘義務や目的外使用禁止の

義務を負うことを明確にすることが重要となる。具体的には、秘密情報に顧客情

報が含まれるように明確に定めるか、又は、NDA等で定義する秘密情報に顧客情報

が含まれるように管理・運用を徹底することが考えられる。（モデル契約書【秘

密保持契約書（新素材）】：前文、第１条～第３条参照） 

 

(2) 報酬の減額・支払遅延 

スタートアップが、連携事業者から、報酬を減額される場合や、報酬の支払を遅延され

る場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

正当な理由がないのに、報酬の減額又は支払遅延が行われる場合には、連携事業者が

本来負担すべき費用がスタートアップに転嫁（支払遅延による一時的な転嫁を含む。）
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されることとなる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、①商品・役務を購入し

た後において、相当の期間内にスタートアップ側の責めに帰すべき事由38を勘案して相

当と認められる金額の範囲内で対価を減額するなどの正当な理由がないのに、契約で定

めた対価を減額する場合、又は、②あらかじめスタートアップの同意を得て、かつ、対

価の支払の遅延によってスタートアップに通常生ずべき損失を自己が負担するなどの

正当な理由がないのに、契約で定めた支払期日までに対価を支払わない場合であって、

取引の相手方であるスタートアップが、事業連携が打ち切られるなどの今後の取引に与

える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして

不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地位の濫用（独占禁止法第２条

第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例30） 

d社は、連携事業者との共同研究契約において、約束した金額を数年にわたって受

け取ることとなっていたにもかかわらず、契約期間中に、正当な理由なく、一方的に

報酬を減額された。 

 

（事例31） 

e社は、連携事業者から、e社の報酬金額を未定として契約することを求められ、別

途具体的な金額の提示を受けていたため、契約書を交わした。その後、e社は、作業

を実施したが、連携事業者から、その作業が不要になったと言われ、契約書に報酬金

額が記載されていないことを理由に、提示を受けた金額を一方的に減額された。 

 

（事例32） 

f社は、連携事業者から委託を受けた作業の終盤で、突然、製品の動作、品質、精

度等の保証を求められた。これらの保証については、契約前から難しいと伝えていた

にもかかわらず、連携事業者から、これらの保証ができないことを理由に、報酬を減

額された。 

 

（事例33） 

g社は、同社が連携事業者に納入する一部の製品について、契約で前払金を受ける

こととなっていたが、前払金の支払を遅延された。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

                         
38 スタートアップから購入した商品又は提供された役務に瑕疵がある場合、発注内容と異なる商品が納入され又は役務

が提供された場合等が考えられる。 
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報酬の支払を巡り、合意済みの契約条件の変更や破棄を迫られる、あるいは、契約書

で後日協議とされていた報酬の額について一方的に低額の報酬でなければ応じられな

い旨を迫られるような問題の要因分類としては、「ⅱ.オープンイノベーションに関す

るリテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進

する上で望ましくない慣習の存在」が該当する。 

スタートアップは、その成長フェーズによるものの、連携事業者に比して、資金繰り

が苦しい場合も少なくないため、上記のように不合理な要求がなされた場合にも、訴訟

提起する時間的又は資金的余裕もないことから、報酬が一切支払われないよりは良いと

考えてしまったり、今後の取引に与える影響等を懸念して応じてしまったりする事案も

散見される。 

 

（解決の方向性） 

契約締結時に、報酬支払条件及び報酬額や製品等などに係る保証について共通認

識を持ち、契約で規定することが重要である。 

 

(ｱ) 契約締結時における明確な報酬支払条件及び報酬額の設定 

 報酬支払を巡る交渉は、互いに基礎となる共通認識が無い状況では、紛争と

なり、一方が不利益を被る結果となる可能性が高まってしまう。まずは基本的

な所作として、事業が開始した後に「予期せぬ交渉」が発生しない状態を契約

によって実現することが不可欠である。あらかじめ事業連携開始前に、明確に

報酬の支払条件を定めることが望ましいが、オープンイノベーションは双方が

協力して新しい価値創造にチャレンジする行為であるため、双方の最終的な貢

献度合いや、必要となる投入リソースについて不透明な場合もある。このよう

に、契約締結時に報酬の具体的な額を定められない場合においても、例えば報

酬の下限額を定めておくなどして、最低限の報酬額を設定しておくことも有用

である。保有資金が少ないスタートアップに対しては、研究成果が出てから事

業化に至るまでに、事業会社の事業の進捗に応じて、スタートアップに対して

段階的に対価を支払うといったマイルストーン方式での支払いをする等の配慮

が必要。（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素材）】：第10条参照） 

また、連携事業者が、オープンイノベーションに関する税・補助金等関連業

務等など、通常の商行為以外で知り得たスタートアップの情報を基に、報酬の

減額についての要求等が行われることも、当該税・補助金等のそもそもの主旨

に反する行為であり、望ましいものではない。 

 

(ｲ) 製品等に係る保証の規定 

後に一定水準の品質でなければ納品と認めない等との争いが生じることを避

けるべく、品質等についての保証の有無について明記しておくことが考えられ

る。（モデル契約書【技術検証（PoC）契約書（新素材）】：第５条参照） 
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なお、保証の有無については、保証の対象事項が保証に馴染むものか否か、

スタートアップに対して保証を要求することが現実的に可能又は妥当かを踏ま

えて検討することが必要となる。 

 

(3) 損害賠償責任の一方的負担 

スタートアップが、連携事業者から、事業連携の成果に基づく商品・役務の損害賠償責

任をスタートアップのみが負担する契約の締結を要請される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

スタートアップと連携事業者が事業連携を行ったにもかかわらず、事業連携の成果

に基づく商品・役務の損害賠償責任をスタートアップのみが負担する場合には、スター

トアップのみが損害賠償のリスクを負うこととなり、連携事業者はそのリスクを一切負

わないこととなる。 

取引上の地位がスタートアップに優越している連携事業者が、損害賠償責任が事業

連携においてスタートアップが負うべきものであって、その損害賠償責任に応じたリス

クがスタートアップへの支払に反映されているなどの正当な理由がないのに、取引の相

手方であるスタートアップに対し、事業連携の成果に基づく商品・役務の損害賠償責任

の一方的な負担を要請する場合であって、当該スタートアップが、事業連携が打ち切ら

れるなどの今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合に

は、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなるおそれがあり、優越的地

位の濫用（独占禁止法第２条第９項第５号）として問題となるおそれがある。 

 

【優越的地位の濫用として問題となり得る事例】 

（事例34） 

h社は、連携事業者から、h社が開発し、連携事業者に納品したシステムを搭載して

いる製品に不具合があった場合には、当該システムに起因するか否かにかかわらず、

製品の損害賠償責任は全てh社にあり、連携事業者は責任を一切負わないと一方的に

取り決められた。 

 

（事例35） 

i社は、連携事業者に対し、連携事業者との取引金額を上限とした責任を要望して

いたが、交渉上の立場が弱いため、i社が全てのリスクを負うような契約を受け入れ

させられた。 

 

（事例36） 

j社は、連携事業者から取引金額の数倍から数十倍の損害賠償責任を負わされた。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 
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（問題の背景） 

損害賠償責任の一方的負担が発生する要因分類としては、「i.スタートアップ側の法

的リテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進

する上で望ましくない慣習の存在」が該当するケースが多いと考えられる。 

特に創業から間もないスタートアップにとって、かかる賠償責任を負うことは資本・

人の両面においてリソース不足が明らかであり、直ちに倒産等につながる可能性がある

ため、スタートアップとしては法的リテラシーを高め支払可能額以上の損害賠償を負わ

ないよう契約上の検討をする必要性がある一方で、連携事業者としてもスタートアップ

が倒産等してしまうことは自社のイノベーション活動を継続する観点からも避ける必

要があることを認識することが重要である。 

 

（解決の方向性） 

連携事業者とスタートアップのそれぞれの役割や、スタートアップのリソース等に鑑

み、損害賠償責任が発生する条件を一定の場合に制限することや、賠償額そのものを制

限するといった双方が納得できる条件を当事者が模索することが重要である。 

 

(ｱ) 責任発生条件の制限 

例えば、技術知見を持つスタートアップが連携事業者から第三者の知的財産

権の侵害がないことを保証する（いわゆる「特許保証」）ことが求められる場

合がある。しかし、特許保証を行うリスクは非常に高い。技術知見を持つ側が

可能な限りの情報を提供した上で、当事者同士でリスクを理解し、双方でリス

クを負担することが重要であるものの、スタートアップと連携事業者の間の適

切なリスク分配という観点からは、特許保証までは行わないという前提で他の

条件を定めることや、仮に、特許保証をするにしても、「甲が知る限り権利侵

害はない」、「甲は権利侵害の通知をこれまで受けたことはない」ことの表明

に留めることが考えられる（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素材）】：

第９条参照）。また連携事業者側においても、スタートアップに特許保証の条

件を課す場合には、スタートアップに特許調査能力が無い、又は責任能力が無

い場合も考えられることから、リスク回避のため自分事として特許調査や侵害

回避の努力が必要となる。 

 

(ｲ) 賠償額の制限 

損害賠償責任の範囲・金額・請求期間についてどのように定めるかについて

は、契約に基づき行う業務の内容やコストの負担、支払われる報酬額等を考慮

して、損害賠償額の上限額を定めることが考えられる。（モデル契約書【技術

検証（PoC）契約書（新素材）】：第10条参照） 

 

(4) 取引先の制限 
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スタートアップが、連携事業者により、他の事業者との取引（販売、仕入等）を制限さ

れる場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

連携事業者が、スタートアップの商品・役務に使用された連携事業者のノウハウ等の

秘密性を保持するために必要な場合に、取引の相手方であるスタートアップに対し、商

品・役務の販売先を自己にのみ制限することは、原則として独占禁止法上問題とならな

いと考えられる。 

しかしながら、市場における有力な事業者である連携事業者が、取引の相手方である

スタートアップに対し、例えば、合理的な範囲を超えて、他の事業者への商品・役務の

販売を禁止することは、それによって市場閉鎖効果が生じるおそれがある場合には、排

他条件付取引（一般指定第11項）又は拘束条件付取引（一般指定第12項）として問題と

なるおそれがある。 

 

【排他条件付取引又は拘束条件付取引として問題となり得る事例】 

（事例37） 

k社は、連携事業者と業務提携契約を締結するに当たり、連携事業者から他社製品

を取り扱わないでほしいと言われ、抵抗したものの、業務提携先が他にはおらず、受

け入れざるを得なかった。 

 

② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

取引先の制限が発生する要因分類としては、「ⅱ.オープンイノベーションに関する

リテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進す

る上で望ましくない慣習の存在」が該当するケースが多いと考えられる。 

スタートアップが連携事業者から、取引先の制限を求められるような場面は、通常の

交渉においても見られるものであろう。しかし、このような行為が、事業連携全体の利

害調整の結果導入されるものではなく、単に連携事業者の利益確保の観点のみからなさ

れる場合には、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進する上で

望ましくない慣習の存在」が要因となった問題事例であり、注意が必要である。 

 

（解決の方向性） 

取引先の制限に係る契約交渉に際して、双方が自社のビジネスモデルを構築するた

めに必要な主張をし、利害調整をした上でのオプションとして合理的に機能するもので

あるかの共通認識を持つことが重要である。 

 

(ｱ) 利害調整を経た上での取引先の制限 

契約交渉に際しての双方のスタンスとして、互いの主張が利害調整のオプ
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ションとして合理的に機能するものであるかどうか、という観点を意識するこ

とが重要である。例えば、共同研究開発において、スタートアップに共同研究

開発の結果の成果物の知的財産権を単独で帰属させる一方で、連携事業者が競

合他社との関係で競争優位性を保てるように、スタートアップに対し、連携事

業者の競合他社との取引を制限することは一定の合理性を有する場合もあると

考えられる。（モデル契約書【共同研究開発契約書（新素材）】39：第７条及び

第13条参照） 

 

(5) 最恵待遇条件 

スタートアップが、連携事業者により、最恵待遇条件（連携事業者の取引条件を他の取

引先の取引条件と同等以上に有利にする条件）を設定される場合がある。 

 

① 独占禁止法上の考え方 

連携事業者が、取引の相手方であるスタートアップに対し、最恵待遇条件を設定する

ことは、直ちに独占禁止法上問題となるものではない。 

しかしながら、市場における有力な事業者である連携事業者が、取引の相手方である

スタートアップに対し、最恵待遇条件を設定することは、それによって、例えば、連携

事業者の競争者がより有利な条件でスタートアップと取引することが困難となり、当該

競争者の取引へのインセンティブが減少し、連携事業者と当該競争者との競争が阻害さ

れ、市場閉鎖効果が生じるおそれがある場合には、拘束条件付取引（一般指定第12項）

として問題となるおそれがある。 

 

【拘束条件付取引として問題となり得る事例】 

（事例38） 

l社は、連携事業者から、製品の販売価格を他社と比較して最安値にすること等を

取引の条件とされた。 

 

（事例39） 

m社は、複数の連携事業者にサービスを提供しているところ、ある連携事業者によ

り、サービスが他の連携事業者に比べて最安値となるようにさせられた。 

 

（事例40） 

n社は、連携事業者により、n社が運営する媒体上でその連携事業者が最も目立つよ

うにすることや、類似の媒体を運営する他社との取引条件と同等以上の条件とさせら

れた。 

 

                         
39 他方で、スタートアップと連携事業者との間の利害調整を経ずに、合理的な範囲を超えて、取引先制限を課することは

避ける必要がある。 
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② 問題の背景及び解決の方向性の整理 

（問題の背景） 

最恵待遇条件の設定が発生する要因分類としては、前項と同様に「ⅱ.オープンイノ

ベーションに関するリテラシーの不足」や「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノ

ベーションを推進する上で望ましくない慣習の存在」が該当するケースが多いと考えら

れる。 

スタートアップが連携事業者から、最恵待遇を求められるような場面は、通常の交渉

においてもみられるものであろう。しかし、このような行為が、事業連携全体の利害調

整の結果導入されるものではなく、単に連携事業者の利益確保の観点のみからなされる

場合には、「ⅲ.対等な立場を前提としたオープンイノベーションを推進する上で望ま

しくない慣習の存在」が要因となった問題事例であり、注意が必要である。 

 

（解決の方向性） 

最恵待遇条件の設定に係る契約交渉に際して、双方が自社のビジネスモデルを構築

するために必要な主張をし、利害調整をした上でのオプションとして合理的に機能する

ものであるかの共通認識を持つことが重要である。 

 

(ｱ) 利害調整を経た上での最恵待遇の設定 

契約に最恵待遇条件を入れることにより、その後の他の取引事業者に対して

有利な条件が設定されたときには、その有利な条件がそのまま契約先の連携事

業者に適用されることとなる。そのため、受け入れる際には慎重に契約先の連

携事業者との将来の取引関係を検討した上で適用年限等を設定するべきである。

加えて、あらかじめ交渉の場において取引条件を明確にするとともに、対価に

関する十分な協議を行うことが重要である。 

例えば、AI分野において、スタートアップが「ある連携事業者からデータや

ノウハウの提供を受けてカスタマイズモデルを生成し、そのモデルを利用した

サービスを複数の企業に提供する」というビジネスを行う場合、利用契約に最

恵待遇条件を入れることでデータやノウハウを提供した連携事業者が、その見

返りとして、合理的期間に限って、対象領域についてサービス利用料の優遇な

どの経済的便益を受けることは一定の合理性を有する場合もあると考えられる。

（モデル契約書【利用契約書（AI）】：第８条）  
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３６ 

第３ 参考情報 

 

（分野別契約に関するガイドライン等） 

 

【AI分野】 

⚫ 「データ共用型（プラットフォーム型）契約モデル規約に関する作業部会有志報告書」

（経済産業省、令和２年３月） 

（https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200330001/20200330001.html） 

 

⚫ 「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」 

（経済産業省、平成 30年６月、令和元年 12月） 

（https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html） 

 

【農業×AI 分野】 

⚫ 「農業分野における AI・データに関する契約ガイドライン」 

（農林水産省、令和２年３月） 

（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/keiyaku.html） 

 

【ものづくり分野】 

⚫ 「ものづくりスタートアップのための契約ガイドライン 

 ＆ 契約書フォーマット」（経済産業省、2019年３月） 

（https://startup-f.jp/guideline/） 

 

（独占禁止法に関する報告書及びガイドライン） 

 
⚫ 「スタートアップの取引慣行に関する実態調査報告書」 

（令和２年 11月 27日公正取引委員会） 

（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201127pressrelease.html） 

 

⚫ 「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした 

優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」 

（令和元年６月 14日公正取引委員会） 

（https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/jun/190614.html） 

 

⚫ 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」 

（平成 22年 11月 30 日公正取引委員会） 

（https://www.jftc.go.jp/hourei_files/yuuetsutekichii.pdf） 

 

⚫ 「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」 

（平成３年７月 11日公正取引委員会事務局） 

（https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ryutsutorihiki.html） 
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３７ 

（相談等窓口） 

 

 

（注１）公正取引委員会担当分は、独占禁止法上の考え方及び独占禁止法上問題となり得る事例

を指す。 

（注２）ホームページからの報告については、https://www.jftc.go.jpを参照。 

（注３）経済産業省担当分は、各契約の概要並びに問題の背景及び解決の方向性を指す。 

（注４）モデル契約書は、本指針で引用する「研究開発型スタートアップと連携事業者のオープ

ンイノベーション促進のためのモデル契約書（新素材）、（AI）」を指す。 

 

担当行政官庁 報告・相談等 窓口課 連絡先 

公正取引委員会 

本指針の 

記載内容に 

関する質問 

（公正取引委員会

担当分） 

（注１） 

公正取引委員会事務総局 

経済取引局取引部 

取引調査室 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 

電話 (03)3581-5471 

Fax  (03)3581-1948 

独占禁止法 

第 45条に基づく 

違反事実の報告 

（注２） 

公正取引委員会事務総局 

審査局 

情報管理室 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 

電話 (03)3581-5471 

Fax  (03)3581-6050 

独占禁止法の 

事前相談及び 

一般的な相談 

公正取引委員会事務総局 

経済取引局取引部 

相談指導室 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関 1-1-1 

中央合同庁舎第 6号館 B棟 

電話 (03)3581-5471 

Fax  (03)3581-1948 

経済産業省 

本指針の 

記載内容に 

関する質問 

（経済産業省担当

分） 

（注３） 

産業技術環境局 

技術振興・大学連携推進

課 

〒100-8901 

東京都千代田区霞が関 1-3-1 

電話 (03)3501-1778 

Fax  (03)3501-9229 

特許庁 

モデル契約書に関

する質問 

（注４） 

オープンイノベーション

推進プロジェクトチーム 

E-mail： 

PAopen-

innovation.pt@jpo.go.jp 

新エネルギー・

産業技術総合開

発機構（NEDO） 

スタートアップと

連携事業者との

オープンイノベー

ションに関する 

一般的な相談 

イノベーション推進部 

政府系スタートアップ 

支援機関の連携による 

ワンストップ相談窓口 

“Plus One（プラスワ

ン）” 

問い合わせフォーム： 

https://app13.infoc.nedo.g

o.jp/enquete/form.rbz?cd=2

032&code=08010811711507911

0101 
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秘密保持契約逐条解説2  

 
2 経済産業省ウェブサイト 
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html 
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秘密保持契約書 

（新素材） 

 

 想定シーン  

1. 樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発した大学発スタートアップ X 社

は、樹脂の放熱性能を金属並みに引き上げることに成功した。当該素材は、特

殊な表面処理がなされており、表面処理を調整することで様々な樹脂への添加

が可能であることから、多種多様な製品用途に活用できる技術であり、実際に多

様な業種の企業が関心を示している。 

 

2. 今般、自動車部品メーカーY 社から声が掛かり、自動車の部材に関する共同研

究を前提とした技術情報（当該素材に関する非公開の物性値、表面処理に関す

る情報）の開示等を求められた。 

 

3. X 社として、Y 社との取引で目指していることは以下のとおり。 

① 研究領域は Y 社のマーケットシェアが高いヘッドライトカバーに当該素材を

用いることの共同研究としたい。 

② X 社は Y 社と共同研究フェーズへ進んで、当該事実を公表して自社の技術

力の確かさを PR する材料にしたい。 

③ できれば早期（2 か月以内）に PoC または共同研究に進みたい。 

 

4. X 社の現状は次のとおり。 

① 専任の法務・知財担当はなく、また知見も乏しい（外部の弁護士、弁理士任

せ）。 

② コア技術は特許出願済み（当該素材そのものおよび当該素材が添加された

樹脂組成物をカバーする特許出願）。ただし、ヘッドライトカバー用などの特

定の製品を対象とした用途特許の出願はしていない。 

③ X 社は、当該素材の製造方法、表面処理、一般的な樹脂への好適な添加量

等に関するノウハウを所持している。ノウハウは一部管理できているが、多く

は CEO の頭の中にある。   
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 前文 
 X社（以下「甲」という。）と Y社（以下「乙」という。）とは、甲が開発した

放熱特性を有する新規素材αを自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の

開発を行うか否かを甲乙共同で検討するに当たり（以下「本目的」という。）、甲

または乙が相手方に開示等する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘

密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約の目的について規定している。 

 秘密保持契約において、秘密情報は定義された目的の範囲でのみ使用等が

認められる。したがって、まず、形式的な留意点としては、（ｉ）必ず目的を定め、

(ii)上例のように「以下、「本目的」という。」と記載することが必須である。 

 

＜解説＞ 

 秘密保持契約は、秘密情報の開示者と受領者で利害関係が大きく異なること

が特徴である。本想定シーンにおいては、スタートアップが主として、情報の開

示者であることから、スタートアップからすれば、事業会社による想定外の利用

を防ぐために、開示情報の利用用途（＝「本目的」）を限定的に定める必要が

ある。 

 他方、秘密情報を受領する事業会社からすれば、スタートアップから提供され

た秘密情報の利用の制約を少なくするために、この目的を広く定めるという要

請がある。（本モデル契約は、専らスタートアップが秘密情報を開示等する事

案を前提に各条項を定めていることに留意されたい。） 

 目的の記載の仕方によって、禁止したい利用形態を目的外として禁止できなく

なる場合があるので注意が必要である。例えば、目的を「新規素材α を用いた

放熱部材の開発について検討するに当たり」と定めた場合、事業会社が受領

した秘密情報を、事業会社で独自に計画する「新規素材α を用いた放熱部材

の開発」に用いることも契約上は「目的内」と解釈されるおそれがあり、その場

合には、かかる行為を差し止めることはできない。 

 かかる行為を禁止するためには、「新規素材α を用いた放熱部材について、ス

タートアップおよび事業会社が共同で開発することを実現できるかについて検

討するにあたり」等の記載とすることが必要である。 
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 秘密情報管理が十分ではないスタートアップにとって、事業に必須のコア技術

が特許等により保護されていない限り、本モデル契約が自社の技術・ノウハウ

を保護する数少ない手段となる。 

 その中でも「目的の特定」は、事業会社の使用等の範囲を画する重要なポイン

トとなる。協業に向けた協議を開始する段階では、協業の内容は明確でない場

合も多いが、上記の点なども考慮し、目的をできるだけ具体的に定めることが

必要である。 

 また本来は、協議の開始前に自社の秘密情報管理を徹底すべきである。少なく

とも①秘密保持契約なしで開示等できる情報、②秘密保持契約締結後に開示

等できる情報、③如何なる状況であっても開示等しない情報、程度に区分して

おく必要ある。 

 ノウハウが競争力の源泉となるスタートアップも少なくないことから、秘密保持

契約自体はもちろん、交渉前の準備は万全を期す事を心掛けたい。 

 

【コラム】秘密情報管理の詳細や相談窓口等については以下も参照されたい。 

 知財を使った企業連携 4 つのポイント 

 https://ipbase.go.jp/public/point.pdf 

 秘密情報の保護ハンドブックのてびき 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb

tebiki.pdf 

 秘密情報の保護ハンドブック 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.

pdf 

 営業秘密・知財戦略相談窓口 

 https://www.inpit.go.jp/katsuyo/tradesecret/madoguchi.html 
 

 第 1 条 1 項（秘密情報の定義・開示等の方法） 
＜ポイント＞ 

 秘密情報等の定義に関する条項である。 

 秘密保持契約を締結するにあたり、まず最初に行うべきは背景となるビジネス

のヒアリングである。これによって、①専ら当社が情報を開示することになるの

か、②専ら当社が情報を受領することになるのか、③両者が均等に情報を開示
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し合うことになるのか、という点についておおよその理解を行う。後述するよう

に、①ないし③のいずれかであるかによって、秘密情報の範囲設定等に大きく

影響するからである。 

（なお、本ケースにおいては、スタートアップの立場にたっており、①のケー

スに該当する。） 

 

＜解説＞ 

秘密情報の範囲設定の考え方 

 秘密情報の定義においては、その広狭が問題となる。基本的には、開示者（上

記①のケース）は秘密情報を広く定義すべきであり、受領者（上記②のケース）

はその逆である。もっとも、むやみに秘密情報を広く定義すればよいというもの

ではなく、秘匿すべき情報の秘密管理の実施度合いも考慮して、秘密情報の範

囲を設定するべきである。 

 対象情報が十分に秘密管理されている技術情報であれば、秘密情報に該当す

るために秘密性の明示を必要とする範囲設定（下記オプション 2 または 3）も採

用し得る。秘密情報の範囲が狭ければ、受領者の情報管理コスト（情報の分別

や、情報に接触した従業員の名簿管理など）が低減されるため、事業会社から

の合意も取り付けやすい。 

 他方、開示者として自社の秘密管理体制が不十分（従業員の情報管理意識が

低い、秘密管理に関する社内規程が未整備など）の場合は、秘密情報に該当

するために秘密性の明示を必要としない（つまり秘密情報の範囲が広い）オプ

ション 1 を選択することも検討する。 

 

【オプション 1：秘密情報の範囲：無限定】 

第 1条 本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、文書、口頭、電磁

的記録媒体その他開示等の方法および媒体を問わず、また、本契約の締結前後

にかかわらず、一方当事者（以下「開示者」という。）が相手方（以下「受領

者」という。）に開示等した一切の情報、本契約の存在および内容、甲および

乙の協議・交渉の存在およびその内容、および、これらを含む記録媒体、なら

びに、素材、機器およびその他有体物（別紙 1に定めるものを含むが、これに

限られるものではない。）をいう。 
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＜解説＞ 

 「本目的のために開示等した一切の情報等」＝「秘密情報」として扱われるオプ

ションである。 

 開示者は、全ての情報が秘密情報となるので安心できるかと言えば、そうとも

言い切れない。包括的な秘密情報の定義により一定のリスクも伴う。例えば、

①保護の対象とされる情報の特定が不可能であるとして秘密保持契約の有効

性を争われる、②いざ争いとなった場合に、当事者は秘密情報の範囲を実質

的な秘密に限定したとの解釈が適用される可能性がある（＝結果として、自社

が秘密情報であると当然に解釈していた情報が、争いの場ではそのように解釈

されない可能性がある。）などのリスクが発生する。 

 受領者も、①口頭で伝えられた内容まで秘密情報として厳格な管理が生じ、秘

密管理コストが高くつく、②管理する情報が多く、例えば自社が元々独自に保

有していた情報との区別も不明確になりやすく、うっかり情報漏えいしてしまい、

本モデル契約違反を起こす、などのリスクがある。 

 秘密情報の範囲を無限定とするならば、対象となる情報がいつ、（相手方の）誰

に、どのような方法・状況で開示等されたのか、という立証ができるよう、過去

のメールを一定期間保有する、会議において議事録をつける、引き渡した情報

の管理台帳を整備するなど、従業員に対する情報管理への高い意識付けが必

要となる。 

 

【コラム】秘密保持契約上のトラブル 

  秘密保持契約上のトラブルのうち、かなりの割合を占めるのが、「開示等する際

に、その情報に秘密指定をしなければならないという秘密保持契約になっている

にもかかわらず、これをしなかったために秘密保持契約の対象とされない（相手

方は守秘義務を負わない。）」というものである。秘密保持契約を締結すると安心

して情報を開示等しがちであるが、秘密保持契約の中身を精査し、秘密情報を

開示等する際の手順・方法を確認すべきである。 

  また、「秘密保持義務違反を主張したところ、相手方から、そのような情報は受

領した覚えがない」といわれてしまうケースも散見される。このようなことを防ぐた

めに、上記のとおり、対象となる情報がいつ、（相手方の）誰に、どのような方法・

状況で開示等されたのか、という立証ができるような情報管理を心がける必要が

ある。 
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【コラム】「本モデル契約の存在および内容、スタートアップおよび事業会社の協議・

交渉の存在およびその内容」を秘密保持の対象に含めるリスク 

 これを秘密保持の対象に含めてしまうと、誰とどのようなビジネスをしようとしてい

るかなどの事情を VC などの投資家に対して報告ができなくなり資金調達に支障

を来したり、ピッチなどでも将来展望を発表できなくなるおそれがある。このような

不自由が生じてしまうとスタートアップの事業成長の可能性を閉ざすことにもなり

かねず、オープンイノベーションを志向する事業会社としてもパートナー企業が衰

退して事業がとん挫することは望むところではない。 

 両社で共同研究の検討を開始した事実だけは開示等できるようにしておくなど、

何らか措置を講じておくことも検討に値する。 

 

【オプション 2：秘密情報の範囲：要秘密指定（口頭開示の事後指定無し）】 

第 1条 本契約において「秘密情報」とは、本目的のために、開示者が開示等す

る際に秘密である旨を明示した営業上または技術上の情報、および、これらを

含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有体物をいうものとする。 
＜解説＞ 

 本条では、「開示者が『開示等する際』に秘密である旨を明示」（秘密指定）するこ

とが必要となる。一般的になされる秘密指定の方法としては、「㊙」表記の他、

「○○Confidential」など、開示者が当該情報を秘密として認識しているということ

について客観的な表示がされることが望ましい。 

 この条項を利用する場合、秘密指定を失念するリスクがあることに注意する。例

えば、「開示等したサンプルデータに秘密指定することを失念して、サンプルを関

連子会社に渡され、目的外利用されてしまう」などのトラブルが発生する。 

 このようなトラブルを回避するために、オプション 1 と 2 を混合したバージョンとし

て、以下のような規定も有用である。 

 サンプルなどの有体物は秘密指定の有無に関係なく、「秘密情報」に含

める。 

 仕様書等の特定形式の重要文書についても、秘密指定の有無に関係な

く、「秘密情報」に含める。 

 その他の情報については、秘密指定された場合のみ「秘密情報」とす

る。 
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 また、本条では、口頭で「これは秘密情報である」と受領者に伝えた場合（文言上

書面までは要求されていないため）、理屈としては秘密指定したとはいえ、口頭

開示等した情報も守秘義務契約の対象として指定することができる。 

 しかし、開示者がそのことを立証できないため（開示時にわざわざ録音などしてい

ることは通常は考えにくい。）、結果として秘密情報として保護されないというリス

クが残る。また、受領者としても、秘密情報の範囲が不明確となり管理が難しくな

る。 

 そこで、後に示すオプション 3 のように、口頭開示等の場合には、開示後に当該

情報が秘密情報であることを文書で通知を秘密指定の条件とすることも考えられ

る。 

 

【コラム】「秘密である旨を明示」することとは？ 

 秘密保持契約を締結したことで安心して、色々な情報を開示等してしまう企業も

あるが大変危険である。秘密保持契約に「秘密である旨を明示」することを条件

として、秘密情報として認める旨の規定がある場合、この明示がなく開示等され

た情報はどんなに重要な情報であったとしても、秘密情報として認められないこと

が多い。この点は特に事故例が多いので、細心の注意を払う必要がある。 

 「秘密である旨を明示」するためには、文書等に「㊙」、「○○Confidential」、「機密

情報」との表記を設ければ足りる。ただし、対象物が文書ではなく有体物(サンプ

ルなど)の場合には表記を忘れがちで、かつ、そのような表示を貼り付けても途中

で脱落したりすることもあり得るので、細心の注意が必要である。 

 秘密保持契約を結んだからといって安心するのではなく、約束した内容の運用を

徹底する。加えて、自社事業の優位性を損なうようなノウハウなどの技術情報は

門外不出の情報として絶対に開示等しない覚悟が必要である。 

 なお門外不出の技術情報は、社内においても限定されたメンバーのみにアクセ

ス権を与えるなどの措置を取ることにより管理することが望ましい。 

 情報管理の厳格化と事業の効率性とは通常はトレードオフの関係にある。万一、

秘密情報が漏えいした場合に事業が立ち行かなくなるほどのダメージが見込ま

れるという場合ならば、情報管理に手間とコストをかけることについて選択の余

地はない。 
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【オプション 3：秘密情報の範囲：要秘密指定（口頭開示の事後指定有り）】 

第 1条 本契約において「秘密情報」とは、開示者が受領者に対して開示等した

情報、および、これらを含む記録媒体、ならびに、素材、機器およびその他有

体物のうち、文書等（電子メール等の電子的手段を含む。）により開示等する

場合には、当該文書等上に秘密である旨を明示して、口頭その他無形の方法に

より開示等する場合には、開示等の時から 14日以内に文書等により当該情報

の概要、開示者、開示日時を特定した上で秘密である旨通知されたものをい

う。 

＜解説＞ 

 前述したように、秘密情報の開示等の際には、「秘密である旨を明示」（秘密指

定）することが要求されるケースが多い。しかし、口頭で開示等した場合、そのこ

とを事後的に立証することはやはり困難である。 

 そこで、本条のように、口頭開示等の場合は追って文書にて通知という手続を要

求することで事後的に秘密指定することも考えられる。 

 しかし、この手続すらも往々にして忘れやすく注意が必要である。相手方と会議

等によるコミュニケーションをした場合は、どのような情報を開示等したかを含む

議事録をつけることを習慣化し、本条に沿った措置を習慣化することが望ましい。 

 なお本条では、双方とも会議で口頭開示等された情報が事後的に秘密情報とし

て指定されてしまうおそれがあるため、秘密保持契約締結相手とのミーティング

内容はおいそれと外部に開示等できなくなるが、期間は限定されているため（こ

こでは 14 日以内）、実務に大きな支障はないと思われる。 

 

 第 1 条 2 項（秘密情報の定義・開示等の方法）【オプション 1～3 共通】 
2 前項の定めにかかわらず、受領者が書面によってその根拠を立証できる場合

に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。 

①  開示等を受けたときに既に保有していた情報 

② 開示等を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した

情報 

③ 開示等を受けた後、相手方から開示等を受けた情報に関係なく独自に取得

し、または創出した情報 

④ 開示等を受けたときに既に公知であった情報 

⑤ 開示等を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報 
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＜ポイント＞ 

 オプション 1～3 いずれの条文においても、第 2 項において秘密情報の対象外と

する情報を規定している。 

 

＜解説＞ 

 特に重要なのは、契約締結前に既に自社が保有していた情報が「①開示等を受

けたときに既に保有していた情報」であることを証明できるかという点である。そ

の点について証明ができないと、契約締結後においてどの技術がどちらのもの

かについて争い（技術のコンタミネーション）が発生するリスクがある。 

 かかるリスクを回避するため、特に重要な技術情報かつ、それが特許出願に馴

染む技術情報であれば、契約締結以前に特許出願を済ませておくことが望まし

い。 

 特許出願によって、当該情報が「①開示等を受けたときに既に保有していた情

報」であることが明確に証明できるからである。 

 もっとも、実際にはこの時点までに特許出願までできないケースも少なくない。そ

こで、秘密保持契約締結前に自社が保有していた秘密情報のうち特に重要なも

のだけでも秘密保持契約の別紙において明確に定めておくことが考えられる。 

 これにより、自社の重要な情報を確実に秘密情報として特定できるとともに、上

記リスクを回避することができる。なお、秘密保持契約の別紙において定義をす

る際には、弁理士に対して、特許請求の範囲を記載する要領で作成を依頼する

ことも考えられよう。 

 他方、全く特許出願に馴染まない技術情報である場合（例えば特許権を侵害さ

れてもそれを認知することが困難な（つまり、侵害検出性がない）ソフトウェアや

工場内で用いられる加工に関するデータなど）、ノウハウ（秘密情報）として厳密

に管理する他ないといえよう。 

 万一、そのような情報を受領してしまった場合は、なるべく速やかに相手方に対し

てその旨を伝え、秘密保持契約の例外として扱っていただくことに合意する必要

がある。時間が経過すればするほど、「①開示等を受けときに既に保有していた

情報」であることの立証が難しくなるからである。 
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 第 2 条（秘密保持） 
第 2 条 受領者は、善良なる管理者が払うべき注意義務をもって秘密情報を管

理し、その秘密を保持するものとし、開示者の事前の書面による承諾なしに第

三者に対して開示等または漏えいしてはならない。 

2 前項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報を、本目的のために必要な範

囲のみにおいて、受領者の役員および従業員（以下「役員等」という。）に限

り開示等できるものとする。 

3 受領者は、前項に定める開示等に際して、役員等に対し、秘密情報の漏洩、

滅失、毀損の防止等の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行い、そ

の在職中および退職後も本契約に定める秘密保持義務を負わせるものとす

る。役員等による秘密情報の開示等、漏洩、本目的以外の目的での使用につい

ては、当該役員等が所属する受領者による秘密情報の開示等、漏洩、本目的以

外の目的での使用とみなす。 

4 受領者は、次項に定める場合を除き、秘密情報を第三者に開示等する場合に

は、書面により開示者の事前承諾を得なければならない。この場合、受領者

は、当該第三者に対して本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義

務を負うものとする。 

5 前各項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、当該秘密情

報を開示等することができるものとする。（ただし、1 号または 2 号に該当す

る場合には可能な限り事前に開示者に通知するものとする。）また、受領者は、

かかる開示等を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知する

ものとする。 

① 法令の定めに基づき開示等すべき場合 

② 裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに従った要求があ

る場合 

③ 受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律

上負担する者に相談する必要がある場合 

6 本条第 1項ないし第 3項の定めにかかわらず、甲および乙は、相手方の事前

の承諾なく、以下の事実を第三者に公表することができるものとする。 

  甲乙間で、甲が開発した放熱特性を有する新規素材αを用いた共同研究の

検討が開始された事実 
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＜ポイント＞ 

 開示者から提供を受けた秘密情報の管理方法と開示等できる対象に関する条

項である。 

 

＜解説＞ 

Need to know 原則 

 本条において実現しようとしている重要な点の 1 つは、いわゆる Need to know

原則である。 

 秘密保持契約においては、(i)開示者が特定された目的のために秘密情報を開示

等し（前文および 1 条）、(ii)受領者は当該目的遂行のために必要な範囲でのみ

当該秘密情報を社内関係者に共有し（本条 2 項）、(iii)受領者は当該目的以外に

は秘密情報を利用しない（3 条）、という点が重要となる。Need to know 原則は、

このうち、(ii)に関するものである。 

 この Need to know 原則が契約文言に反映されていないと、不必要に情報が受

領者たる会社内に広まり、受領者の会社の規模が大きくなればなるほど、情報

の目的外利用や流出のリスクが高まることとなる。契約交渉の過程でこの Need 

to know 原則を反映する文言が削除されていないかは、慎重に確認する必要が

ある。 

 なお、秘密保持義務を課したとしても、受領者が当該義務に違反して秘密情報を

第三者に開示等したり目的外使用した場合において、当該義務違反を立証する

ことは非常に難しいケースが多い。 

 非常に大事な点なので、繰り返し述べるが、開示等する対象者に対して秘密保

持義務を課した場合であっても、他社に知られて模倣された場合に自社のコアコ

ンピタンスが揺らぐような本当に重要な情報は、そもそも開示等してはならい。ど

んなに開示等を要求されたとしても断固として拒否する覚悟が必要である。 

 

共同開発を検討開始した事実の公表 

 スタートアップにとって重要な条項となるのが本条第 6 項である。スタートアップ

にとって、事業会社とのアライアンスの検討開始の事実は、投資家やユーザーに

対する効果的な PR 材料になる場合が多く、スタートアップがかかる事実の公表

を望むケースが多い。 
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 しかし、本条第 6 項のような規定が入っていない場合、秘密情報の定義の内容

によっては、かかる事実の第三者への公表が守秘義務違反となるか否かが曖昧

なケースも存在し、スタートアップが公表に踏み切れないケースや、事業会社に

事前に許可を求め、社内決裁等の関係で発表すべきタイミングに発表できない

ケースも散見される。 

 本モデル契約では、共同研究の検討開始の事実は公表しても問題ないと合意で

きたと想定し、公表を積極的に許可する規定を設け、かかる弊害を回避してい

る。 

 

 第 3 条（目的外使用の禁止） 
第 3 条 受領者は、開示者から開示等された秘密情報を、本目的以外のために

使用してはならないものとする。 

＜ポイント＞ 

 秘密情報の使用範囲を前文に定めた目的に限定する条項で、秘密保持契約に

は絶対に欠くことのできない主要な条文のひとつである。 

 

＜解説＞ 

 例えば、秘密情報の開示等を受けた事業会社において、秘密情報を流用し、事

業会社による本件素材を用いたヘッドライトカバーの自社単独開発や、ヘッドライ

トカバーではない部品の開発のために利用することは本条により禁止されること

になる。 

 上記のような秘密情報の内部流用行為は、情報の外部提供行為（開示行為）に

は該当しないことから、秘密保持義務（第 2 条）のみではかかる行為を禁止でき

ない。一方で、開示者からすれば内部流用行為も好ましくないため。秘密保持契

約においては、このような目的外使用禁止義務を設けることが通例となってい

る。 

 特に、専ら開示者になることが想定されるビジネスにおいては、①秘密保持契約

にこのような条項が存在すること、②その際に、「本目的」がビジネスと整合する、

最小限度の内容となっていることを確認すべきである。 

 ただし、社内で目的外使用（例えばヘッドライトカバー以外の部品を研究開発す

る部署に秘密情報を横流し）された場合に、その事実を捕捉して立証することは

困難である。そのため、目的外使用禁止義務を課したとしても、目的外使用をさ
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れてしまうと多大なる損害が生じうる情報については開示等を控えることも検討

するべきである。 

 

 第 4 条（秘密情報の複製の取り扱い） 
第 4条 受領者が、本目的のために必要な範囲において秘密情報を複製（文書、

電磁的記録媒体、光学記録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記

録を含む。）する場合には、複製により生じた情報も秘密情報に含まれるもの

とする。 

＜ポイント＞ 

 秘密情報が複製されることも想定し、その複製された情報も秘密情報の対象とす

ることを規定した条文である。 

 

【変更オプション条項：厳格な複製条件】 

第 4 条 受領者は、開示者の事前の書面による承諾がある場合に限り、本目的

のために必要な範囲において秘密情報を複製（文書、電磁的記録媒体、光学記

録媒体およびフィルムその他一切の記録媒体への記録を含む。）することがで

きるものとする。複製により生じた情報も秘密情報に含まれるものとする。 
 提供する秘密情報に極めて重要な情報が含まれ得ると判断する場合、本オプシ

ョン条項のように、事前に承諾を必要とする条文が適用される場面もあり得る。 

 

 第 5 条（リバースエンジニアリングの禁止） 
第 5条 受領者は、秘密情報について、開示者の事前の書面による同意なく、秘

密情報の組成または構造を特定するための分析その他類似の行為を行っては

ならない。 

＜ポイント＞ 

 秘密情報の受領者が、開示者の知らないところでその組成や構造の分析等をす

ることを禁ずる条文である。 

 

＜解説＞ 

 本想定シーンでは、秘密情報の一部として素材サンプルをスタートアップから事

業会社に提供する可能性があることを想定し、その成分を事前の許可なく分析

等することを禁じるために設定している。 
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 ただし、実際にはそのような分析行為が行われたかどうかを特定することは難し

いため、本当に重要な素材であればたとえサンプルであっても提供すべきではな

い。 

 

 第 6 条（秘密情報の破棄または返還） 
第 6 条 受領者は、本契約の有効期間中であるか、本契約終了後であるかを問

わず、開示者からの書面による請求があった場合には、自らの選択および費用

負担により、受領者または受領者から開示等を受けた第三者が保持する秘密

情報を速やかに破棄または返還するものとする。 

2 受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報

が化体した媒体を廃棄し、当該廃棄にかかる受領者の義務が履行されたこと

を証明する文書の提出を開示者に対して提出するものとする。 

＜ポイント＞ 

 受領した秘密情報の返還義務等を定めた条項である。契約終了前であっても、

開示者の請求で返還義務等が発生することとしている。 

 

 第 7 条（ＰｏＣ契約および共同研究開発契約の締結） 
第 7 条 甲および乙は、本契約締結後、技術検証または研究開発段階への移行

およびＰｏＣ契約または共同研究開発契約の締結に向けて最大限努力し、乙

は、本契約締結日から 2か月（以下「通知期限」という。）を目途に、甲に対

して、ＰｏＣ契約または共同研究開発契約を締結するか否かを通知するもの

とする。ただし、正当な理由がある場合には、甲乙協議の上、通知期限を延長

することができるものとする。 

＜ポイント＞ 

 ＰｏＣまたは共同研究開発契約への移行についての規定である。 

 

＜解説＞  

 秘密保持契約を締結したものの、その後音沙汰がなく、スタートアップが他の競

合企業とのアライアンスを検討する機会を逸してしまう場面も少なくないが、次回

資金調達までの短期間の中で実績作りや資金繰りを成し遂げなければいけない

スタートアップとしては致命傷になりかねない。 
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 そこで、当事者にＰｏＣ契約または共同研究開発契約締結の努力義務を課すとと

もに、次のステップに進むかどうか未確定なままで時間が経過することを避ける

ため、事業会社に対し一定期間内にＰｏＣ契約または共同研究開発契約を締結

するか否かの通知義務を課している。 

 ただし、検討に要する時間は案件や状況に応じて異なり、適切な期間を契約締

結時に定めることは困難であることもあるため、通知期限は目安とした上で、正

当な理由があれば協議の上、同期限の延長を可能とした。 

 

 第 8 条（損害賠償） 
第 8 条 本契約に違反した当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求すること

ができる。 

＜ポイント＞ 

 本条は、本モデル契約の履行に関しての損害賠償責任について規定している。

スタートアップとしては、事業に必須のコア技術が特許等により保全されていない

限り、本モデル契約が自社の技術・ノウハウを保全する唯一の手段であるため、

相手方が本モデル契約に違反した場合を定めた本条は非常に重要な条項とい

える。 

 

＜解説＞ 

 なお、秘密漏洩により損害が生じたことの立証は難しいため、漏えいに対する抑

止効果を高める目的で、以下の変更オプション条項のように、違約金や損害賠償

額の予定について定めることもあり得る。このような条項に対する対応で、相手

方のビジネスに対する本気度を推測する（＝PoC 貧乏を防止する）こともできる。 

 

【変更オプション条項：違約金】 

第 8 条 本契約に違反した当事者は、相手方に違約金として 1000 万円を支払

う。ただし、相手方に生じた損害が本違約金額を上回る場合には、その超えた

部分についても賠償するものとする。 
＜解説＞ 

 秘密保持義務違反による損害の立証は困難であるため、損害賠償責任の範囲・

金額・請求期間について予め定めることも考えられ、本条では、1000 万円を違約

金として設定することとしている。なお、1000 万円はあくまでも例示であり、開示
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等する情報の重要度に応じて、金額を高めることで情報漏洩の抑止力を高める

ような金額とすることが考えられる。 

 秘密保持契約においては、秘密保持義務違反の事実が立証できたとしても、秘

密漏洩による損害の立証は難しく、かつ、秘密情報の価値について当事者間で

認識に齟齬が生じていることも多いことから、上記の条項案を採用することも検

討の余地があろう。 

 

 第 9 条（差止め） 
第 9条 契約当事者は、相手方が、本契約に違反し、または違反するおそれがあ

る場合には、その差止め、またはその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申

し立てることができるものとする。 

 

 第 10 条（期間） 
第 10条 本契約の有効期限は本契約の締結日より 1年間とする。ただし、本契

約の終了後においても、本契約の有効期間中に開示等された秘密情報について

は、本契約の終了日から 3年間、本契約の規定（本条を除く。）が有効に適用さ

れるものとする。 

＜ポイント＞ 

 契約の有効期間を定めた一般的条項である。 

 

＜解説＞ 

 契約期間のみならず、契約期間終了後に、どの程度の期間秘密保持義務を負

担するかについても注意が必要である。契約期間が 3 か月など短く設定されて

いても、残存条項により 10 年など契約終了後も長期間に亘って秘密保持義務を

負うケースもある。 

 残存条項の期間は厳しい交渉が行われる項目のひとつである。期間は 2～3 年

とすることが多いが、ビジネスおよび開示等される情報の性質（対象となる秘密

情報等が陳腐化する期間はどの程度かなど）により調整が必要である。例えば、

製品等のコアとなる技術情報などは比較的長期の保護が必要となる。 
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 第 11 条（準拠法および裁判管轄） 
第 11条 本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜ポイント＞ 

 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 

 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄

を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。 

 

【変更オプション条項：知財調停】 

第 11条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準

拠法とし、まず［東京・大阪］地方裁判所における知財調停の申立てをしなけ

ればならない。 

2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

3 第 1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続きを

含む。）については、日本国法を準拠法とし、第 1項に定める地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜解説＞ 

 紛争解決手段について、どの裁判管轄ないし紛争解決手段が適切かは一概に

は決められず、当事者の話し合いで決定するのが望ましい。話し合いによる解決

を目指す場合、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において創設された知

財調停を利用することが考えられる。 

 「知財調停」は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争を取り扱う制

度であり、仲裁手続き同様、非公開・迅速などのメリットがあるだけでなく、専門的

知見を有する調停委員会の助言や見解に基づく解決を行うことができ、当事者

間の交渉の進展・円滑化を図ることができるというメリットがある。 

 運用面では、原則として、3 回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示

することにより、迅速な紛争解決の実現を目指すとされており、迅速に解決でき、

コストや負担を軽減できる可能性がある。 
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 知財調停を利用するためには、東京地方裁判所または大阪地方裁判所いずれ

かを、合意により調停事件の管轄裁判所とする必要がある。 

 知財調停は、当事者双方が話合いによる解決を図る制度であるため、当事者が

合意できず調停不成立となった場合は、訴訟等の手続きにより別途紛争解決が

図られることとなる。 

 また、仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、ス

タートアップのような事案では、本条に変えて下記のような仲裁条項に変えるとい

う選択肢もある。 

 

【変更オプション条項：仲裁条項例】 

本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、（仲裁機関名）

の仲裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるものと

する。 

 

 第 12 条（協議事項） 

第 12条 本契約に定めのない事項または本契約について疑義が生じた場合につ

いては、協議の上解決する。 

＜ポイント＞ 

 紛争発生時の一般的な協議解決の条項である。 

 

 

 

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自 1通を保

有する。 

 

    年  月  日 

 

甲 

 

乙 
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 その他のオプション条項 
 秘密管理状況を確認するため、以下のような立入条項を設ける場合もある。 

【追加オプション条項：立入検査条項】 

 甲および乙は、相手方が本契約に従って秘密情報等を管理していることを確

認するため、相手方に対し、検査内容および日程を書面により事前に通知の上、

合理的な範囲において相当な方法により対象となる施設に立入り、検査を行う

ことができるものとし、相手方はこれに合理的な範囲内で協力するものとする。 

＜解説＞ 

 当該秘密情報等を利用して知的財産が創造された場合の知的財産権の帰属を

規定することもある。 

 本件では、スタートアップが開発した素材の秘密情報を事業会社に開示等して検

討を進めており、万が一知財が生じた場合、それは、スタートアップが開示等した

情報に依拠するところが大きいと考えられるため、以下の規定のように全てスタ

ートアップの帰属とすることが想定される。 

 

【追加オプション条項：知的財産権の帰属条項】 

 秘密情報等に関連して生じた特許権、実用新案権、回路配置利用権、意匠権、

著作権、商標権等の知的財産権（以下総称して「本知的財産権」という。）は、

すべて甲に帰属するものとする。 

＜解説＞ 

 秘密保持契約の段階で知的財産権の帰属条項を入れるかどうかについてはケ

ースによって判断が分かれるところである。 

 今後、どのような協業を行うことができそうかまずは相談をしたい、といった軽い

目的で秘密保持契約が締結される場合、知的財産権の帰属条項を入れないこと

で余計な交渉を減らし、スピードを重視するという考え方もある。 

 他方、そのような目的であったとしても、相手方の決断のために極めてコアな情

報開示等が要求される場合は、知財権を保全確保する目的で、上記のような条

項を入れるケースも想定されよう。 

 なお、秘密保持契約締結時点で新たな知的財産権が生じるケースは少なく、ま

た、ＰｏＣや共同研究開発に移行した際にいかなる知的財産権が生じうるのか、

また、知的財産権の帰属以外の諸条件をいかに定めるかの見通しを立てること
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が困難なケースも多く、秘密保持契約において新たに生じる知的財産権の帰属

について定めるケースはあまりないことには留意されたい。 
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PoC 契約逐条解説3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 経済産業省ウェブサイト 
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html 
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技術検証（PoC）契約書 

（新素材） 

 

 想定シーン  

1. X 社（樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発した大学発スタートアップ）

が、秘密保持契約を締結後、自動車部品メーカーY 社に対し、当該素材の技術

情報（当該素材に関する非公開の物性値、表面処理に関する情報）に関する資

料を開示等するとともに説明を行った。 

 

2. Y 社の開発担当者としては、当該素材を用いた製品開発を進めたい意向であっ

たが、今期の予算が限られていること、来期の開発予算獲得のために社内の説

明資料が必要であるとして、まずは技術検証（以下「PoC」という。）を行いたいと

伝えてきた。 

 

3. X 社と Y 社は、協議の結果、当該 PoC を以下のとおり進めることを合意した。 

① Y 社は、X 社に対し、ヘッドライトカバーの使用環境に関するデータを開示等

する。 

② X 社は、外部の第三者を用いて、ヘッドライトカバーの材料であるポリカーボ

ネート樹脂に当該素材を添加して成形することにより試験片（サンプル）を作

成し、試験片の性能および耐久性に関する簡易検査（ヘッドライトカバーの

使用環境を模した環境での性能および耐久性試験）を行い、当該検査結果

を契約締結から 3 週間以内にレポートにまとめる。 

③ Y 社は、X 社に対し、上記作業の対価として●万円を支払う。 

④ Y 社は、上記検査結果受領後、2 ヶ月以内に X 社との共同研究開発に移行

するかを決定する。 
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 前文 

X社（以下「甲」という。）と Y社（以下「乙」という。）は、甲乙による開発対

象となる製品またはサービスに対して、甲の開発した放熱特性を有する新規素

材αの導入・適用することに関する検証（以下「本検証」という。）に関して、

本契約を締結する。 

＜ポイント＞ 

 技術検証（PoC）契約は、共同研究開発段階に移行するかの前提として、スタート

アップ側の保有している技術の開発可能性などを検証するための契約となる。 

 前文では、本モデル契約の対象が、スタートアップの研究・開発した技術をスター

トアップおよび事業会社の開発対象となる製品またはサービスへ技術導入・適用

することを明確にしている。 

 

＜解説＞ 

 本モデル契約を締結するに当たっては、両当事者が以下に挙げる点を十分に理

解することが重要である。 

① 本モデル契約が将来的な共同研究開発契約の締結を目指したものであるこ

と 

② 既に秘密保持契約を締結し、相互の情報を開示等し合った上での検証段階

であること 

③ 検証においては、検証の目的を共有することが重要であり、未だ検証の目的

が固まっていない場合は、まずその点を確定してから本モデル契約を締結す

ること 

 

【コラム】技術検証（PoC）契約の意義 

 PoC は、スタートアップにとって、その技術や製品を他社に採用してもらう可能性

を検討するための重要なステップである。 

 かつては、本開発への移行をちらつかされながら、次から次へと無償で PoCを依

頼され、にもかかわらず本開発に移行せず、かつ、PoC にかかる一切のコスト回

収ができずに資金が尽きてしまうケース（いわゆる「PoC 貧乏」）が散見された。 

 また、PoC の過程で得られた知見について、相手方に対して譲渡を強要されたり、

無断で出願されてしまったりなどの紛争になるケースもある。 

 これらのことを未然に防止するための契約が PoC 契約であり、近年、オープンイ
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ノベーションの進展に伴い注目される契約の一形式である。 

 

 1 条（目的） 

第 1 条 本契約は、甲と乙が将来的に共同開発契約を締結することを視野に入

れつつ、以下に定める対象技術を対象用途に対して技術導入・適用の可否を判

断するため（以下、「本検証の遂行の目的」という。）に行われる技術検証にお

ける甲と乙の権利・義務関係を定める。 

 

 対象技術：甲の開発した放熱特性を有する新規素材α 

 

 対象用途：対象技術を自動車用ヘッドライトカバーに用いた新製品の開発（甲

乙の共同開発行為以外には及ばない。） 

＜ポイント＞ 

 本検証の目的を定める条項である。 

 秘密情報、データおよび素材等やスタートアップが提出するレポート（本報告書）

はこの目的の範囲で利用が制限される（8 条、9 条）。 

 PoC において情報の提供やレポートの提出をする側としては、想定外の利用を

防ぐために、この目的を限定的に定める必要がある。 

 

＜解説＞ 

 対象技術のみで本モデル契約の目的を特定した場合、他の用途への技術転用

を制限できないことから、対象用途とともに限定する必要がある。 

 なお、対象用途の記載について、例えば、「放熱部材の開発」とだけ記載した場

合、事業会社が受領した秘密情報を、自社が独自で行う「新規素材Ｘを用いた放

熱部材の開発」に用いることも契約上は「目的内」となるため、かかる行為を禁止

することはできないこととなる。そのため、対象用途は「甲と乙の共同での開発行

為に限定される」と規定するべきである。 

 事業に必須のコア技術が特許等により保護されていない限り、秘密保持契約お

よび本モデル契約が自社の技術・ノウハウを保護する数少ない手段となる。 

 協業に向けた協議を開始する段階では、協業内容が明確でない場合も多いが、

上記の点なども考慮し、目的をできるだけ具体的に定めることが必要である。 
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 2 条（定義） 

第 2 条 本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意味

を有する。 

1 本検証 

  第 1 条に定める甲の技術導入・適用に関する検証をいい、具体的な作業内

容は別紙●●に定めるところとする。 

2 本報告書 

  甲が乙に提供する、本検証に関する報告書その他の資料をいい、具体的な作

業内容は別紙●●に定めるところとする。 

3 知的財産権 

  次に掲げる全てのものおよび外国におけるこれらに相当する権利をいう。 

① 知的財産基本法 2条 2項に定める権利 

② 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商

標登録出願により生じた権利および回路配置利用権の設定の登録を受ける

権利 

③ 営業秘密およびノウハウを利用する権利 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約で使用する各用語の定義を定める条項である。 

 本検証および本報告書の具体的な内容については、別紙により特定することとし

た。 

 

＜解説＞ 

 「本報告書」は、本検証の成果物を意味し、具体的にはレポート等の資料を前提

としている。 

 本モデル契約は「技術検証（PoC）契約」となっているが、その実質は別紙に特定

された本検証を行い、本報告書を作成することを業務とする業務委託契約（準委

任契約）である。従って、本検証および本報告書の内容を一定程度詳細に特定し

ておかないと、後々トラブル（いつまで経っても検証がまだ終わっていないとして

追加作業や報告が発生するなど）が生じる可能性がある。そのため、別紙におい

て、検証の計画・スケジュールを含め、ある程度の詳細事項を特定する必要があ

る。 

 なお、上記条項案では、「知的財産権」の定義として、「営業秘密およびノウハウ
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を利用する権利」を含めている。 

 ＰｏＣ後に締結する共同研究開発契約において、「知的財産権」を事業会社に移

転する旨の条項が入ると、スタートアップのノウハウおよび営業秘密を利用する

権利も事業会社に移転するものと解釈されるおそれがある。 

 そこで、「知的財産」と「知的財産権」を分けて定義することで、「知的財産権」から

「営業秘密およびノウハウを利用する権利」を除外することも考えられる。 

 

 3 条（本検証） 

第 3条 乙は、甲に対し、本検証の実施を依頼し、甲はこれを引き受ける。 

2 甲は、本契約締結後 3週間以内に、乙に本報告書を提供する。 

3 本報告書提供後、乙が、甲に対し、本報告書を確認した旨を通知した時、ま

たは、乙から書面で具体的な理由を明示して異議を述べることなく 1 週間が

経過した時に乙による本報告書の確認が完了したものとする。本報告書の確

認が完了した時点をもって、甲による本検証にかかる義務の履行は完了する

ものとする。 

4 乙は、甲に対し、本報告書提出後 1週間が経過するまでの間に前項の異議を

述べた場合に限り、本報告書の修正を求めることができる。 

5 前項に基づき、乙が本報告書の修正を請求した場合、甲は、速やかにこれを

修正して提出し、乙は、提出後の本報告書につき再度確認を行う。再確認につ

いては、本条第 3項および第 4項を準用する。 

＜ポイント＞ 

 スタートアップが担当する業務が本検証であることを定めている。 

 本モデル契約で想定している検証とは、一定のサンプルを用いて対象技術の導

入・適用による開発可否や妥当性の評価を行うことである。 

 一定の成果物を完成させる（請負型）のではなく、検証のための業務の実施を目

的としたもの（準委任）である。 

 

＜解説＞ 

 本報告書の提供後、いつまでも本検証の追加作業を依頼されることを防ぐため

に報告書の完了規定（3 項）を設けることがポイントとなる。 

 確認の期限は、本報告書の内容が別紙の項目を満たしているかを確認するため

の期間である。適切な期間は本検証の内容によっても異なるが、通常は 1 週間
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程度が妥当と考えられる。 

 

 4 条（委託料および費用） 

第 4条 本検証の委託料は●万円（税別）とし、本契約締結時から 10営業日以

内に全額を、甲が指定する金融機関の口座に振込送金する方法により支払う

ものとする。振込手数料は乙の負担とする。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約における業務の対価としての委託料の金額、支払時期および支払

方法を定める条項である。 

 委託料については、固定金額とする他に、人月単位または工数単位に基づく算

定方法のみ規定し、毎月の委託料を算定する方法とすること等が考えられる。 

 

＜解説＞ 

 委託料の支払方法としては、①一定の時期に一括して支払う方式、②着手時お

よび本報告書提出時等に分割して支払う方式、③一定の業務時間に達するごと

に当該業務時間分の対価を支払う方式等、様々な方式がある。 

 本モデル契約では、スタートアップの資金繰りも考慮し①の方式を採用している。 

 

 5 条（甲の義務） 

第 5条 甲は、善良なる管理者の注意をもって本検証を遂行する義務を負う。 

ただし、前条の委託料の支払を受けるまでは、甲は本検証に着手する義務、お

よびこれによる責めを負わない。 

2 甲は、本検証に基づく何らかの成果の達成や特定の結果等を保証するもので

はない。 

＜ポイント＞ 

 本検証を履行するに際してのスタートアップの法的義務および結果に対する非保

証を定めた条項である。 

 本モデル契約の法的性質は準委任契約であることから、スタートアップが善管注

意義務を負うことを確認している。 

 検証段階という性質に鑑み、スタートアップが完成義務を負うものではないことも

明確にしている。 
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 6 条（共同研究開発契約の締結） 

第 6 条 甲および乙は、本検証から研究開発段階への移行および共同研究開発

契約の締結に向けて最大限努力し、乙は、本契約第 3 条第 3 項に定める本報

告書の確認が完了した日から 2 ヶ月以内に、甲に対して共同研究開発契約を

締結するか否かを通知するものとする。 

＜ポイント＞ 

 共同研究開発契約への移行についての規定である。 

 

＜解説＞ 

 ＰｏＣは、共同研究開発契約移行のための実証段階という性質を有していること

から、当事者に共同研究開発契約締結の努力義務を課している。 

 ＰｏＣ後に次のステップに進むかどうか未確定なままで時間が経過することを避

けるため、事業会社に対し一定期間内に共同研究開発契約を締結するか否か

の通知義務を課している。 

 共同研究開発契約の締結を促すとともに、本モデル契約の委託料が研究開発段

階に至らずＰｏＣ段階で終了する場合の対価であることをより明確化する観点か

ら、以下のような規定とすることも考えられる。 

 

【変更オプション条項：共同研究開発契約を締結しない場合の追加委託料】 

 甲および乙が、本契約第 3条第 3項に定める本報告書の確認が完了した日から

4ヶ月以内に、共同研究開発契約を締結しなかった場合は、乙は、甲に対し、本

検証の追加の委託料として、本報告書確認完了から 5ヶ月以内に●万円（税別）

支払うものとする。 

＜解説＞ 

 事業会社としては、ＰｏＣ段階があくまで共同研究開発段階の前提であるため、

委託料を低額に抑えるという判断になることも多い。 
 スタートアップとしては、共同研究開発に進めるのであれば、PoC 段階では低額

な委託料に甘んじるという方針もあり得る。 
 そこで、これらの思惑の調整規定として、共同研究開発契約が締結されなかった

場合は、PoC 費用の追加分の支払義務を規定している。 
 契約交渉においては、ＰｏＣ段階後、必ずしも共同研究開発段階に進まないこと

も多いことから、本条と委託料を関連付けて交渉することが望ましい。 
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 7 条（乙が甲に提供する資料等） 

第 7条 乙は、甲に対し、本検証に合理的に必要な資料、データ、機器、設備等

の提供、開示、貸与等その他本検証に必要な協力を行うものとする。 

＜ポイント＞ 

 本検証に際して、事業会社による資料等の提供その他の協力義務、および提供

された資料等に起因する責任について取り決めた規定（追加オプションの 2 項お

よび 3 項）である。 

 

＜解説＞ 

 本検証において、事業会社がスタートアップに対して提供する資料等が重要な位

置づけとなる場合には、以下の通り、当該資料等の開示権限の有無・適法性に

ついて事業会社の表明保証を定めたり、その内容に誤りがあったり、提供等が遅

延したために、本検証の遅延や本報告書に瑕疵等が生じた場合にスタートアップ

が責任を負わない旨を定めることも考えられる。 

 

【追加オプション条項：乙提供資料等についての責任】 

2 乙は、甲に対し、前項に定める資料、データ、機器、設備等を甲に提供等す

ることについて、正当な権限があること、および、かかる提供等が法令に違反

するものではないことを保証する。 

3 乙が甲に対し提供等を行った資料およびデータの内容に誤りがあった場合、

またはかかる提供等を遅延した場合、これにより生じた本検証の遅延、本報告

書の瑕疵（法律上の契約不適合を含む。）等の結果について、甲は責任を負わ

ない。 

 

 8 条（秘密情報、データおよび素材等の取扱い） 

第 8条 甲および乙は、本検証の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体その

他開示等の方法ならびに媒体を問わず、また、本契約の締結前後に関わらず、

甲または乙が相手方（以下「受領者」という。）に開示等した一切の情報およ

びデータ、素材、機器およびその他有体物ならびに本検証によって得られた情

報（本報告書に記載された情報を含む。）（別紙●●に列挙のものを含む。以下
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「秘密情報等」という。）を秘密として保持し、秘密情報等の開示等した者（以

下「開示者」という。）の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等ま

たは漏えいしてはならないものとする。 

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報について

は、秘密情報に該当しない。 

① 開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの 

② 開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったも

の 

③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等され

たもの 

④ 開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの 

⑤ 開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得し、又は創出し

たもの 

3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、

本検証の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本検証

遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるも

のとする。 

4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密

情報等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。 

5 受領者は、秘密情報等を、本検証の遂行のために知る必要のある自己の役員

および従業員（以下「役員等」という。）に限り開示等するものとし、この場

合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該

役員等に退職後も含め課すものとする。 

6 本条第 1項および同条第 3項ないし第 5項の定めにかかわらず、受領者は、

次の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情

報等を開示等することができるものとする。 

① 法令の定めに基づき開示等すべき場合 

② 裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに基づく開示等の

要求がある場合 

③ 受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律

上負担する者に相談する必要がある場合 

7 本条第 1項および同条第 3項ないし第 5項の定めにかかわらず、甲および乙
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は、相手方の事前の承諾なく、以下の事実を第三者に公表することができるも

のとする。 

  甲乙間で、本検証が開始された事実 

8 本検証が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があっ

た場合、受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報等（その複製物および改

変物を含む。）が記録された媒体、ならびに、未使用の素材、機器およびその

他有体物を破棄もしくは開示者に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁

的記録媒体から削除するものとする。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報

等の破棄または削除について、証明する文書の提出を求めることができる。 

9 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等により、開示

者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。 

10 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であ

り、本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案、およびその

他の連絡事項の全てに取って代わる。 

11 本条の規定は、本契約が終了した日より 5年間有効に存続するものとする。 

＜ポイント＞ 

 相手から提供を受けた秘密情報等の管理方法に関する条項である。 

 

＜解説＞ 

秘密情報の定義 

 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象と

する場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、簡易迅速に

行うことが多いＰｏＣ段階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリス

クを避けるため、前者の規定を原則とした。 

 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして

有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう（秘密情報とは保護に値する

情報を意味すると限定解釈される。）リスクが発生する。このリスクを排除するた

めには、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 

 なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関す

る考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているた

め、そちらを参考にされたい。 
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【コラム】秘密情報管理の詳細については以下も参照されたい。 

 秘密情報の保護ハンドブックのてびき 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/170607_hb

tebiki.pdf  

 秘密情報の保護ハンドブック 

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/full.pdf 

 知財を使った企業連携 4 つのポイント 

 https://ipbase.go.jp/public/point.pdf 

 

技術検証が開始された事実の公表 

 スタートアップにとって重要な条項となるのが本条第 7 項である。スタートアップに

とって、自社技術が事業会社への導入の技術検証のフェーズまで進んだとの事

実は、投資家やユーザーに対する効果的な PR 材料になる場合が多く、スタート

アップがかかる事実の公表を望むケースが多い。 

 しかし、本条 7 項のような規定が入っていない場合、秘密情報の定義の内容によ

っては、かかる事実の第三者への公表が守秘義務違反を構成するか否かが曖

昧なケースも存在し、スタートアップが公表に踏み切れないケースや、事業会社

に事前に許可を求め、社内決裁等の関係で発表すべきタイミングに発表できな

いケースも散見される。 

 そこで、本モデル契約においては、検証が開始された事実は公表しても問題ない

と合意できたと想定し、公表を積極的に許可する規定を設けることで、かかる弊

害を回避することとした。 

 

秘密保持契約と PoC 契約内の秘密保持条項の関係 

 秘密保持契約に引き続いて PoC 契約を締結する場合、秘密保持契約と PoC 契

約内の秘密保持条項の関係が問題となる。 

 PoC 契約において秘密保持条項を設けず前者が引き続き適用されるとすること

もあるが、本モデル契約においては、秘密保持契約の締結時点よりも、秘密情報

の対象について具体的な情報整理が進んでいると想定し、本PoC契約内の秘密
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保持条項が、すでに締結されている秘密保持契約を上書きすることを 10 項で明

記している。 

 この点について、すでに締結した秘密保持契約の内容を本 PoC 契約で上書きす

ることで齟齬が生じないか、十分に注意して規定する必要がある。 

 

新たな秘密保持条項の必要性 

 PoC 段階など、相手方から提供を受けた秘密情報と並んで、検証結果などの成

果物情報が存在する場合、これらの成果物情報（いわゆるフォアグラウンド情報）

も秘密保持の対象とする必要がある。すでに秘密保持契約を締結している場合

も多いと思われるが、秘密保持契約では秘密情報の定義上、フォアグラウンド情

報が含まれるかどうかが曖昧なケースが多いため、別途 PoC 契約で秘密保持契

約条項を設ける必要がある。 

 PoC 契約で新たに秘密保持条項を設ける場合、秘密保持契約を全て上書きする

場合（上記の条項案の例）と、秘密保持契約の条項を活かしつつ、追加で必要な

条項のみ追加する場合がありうる。PoC 契約締結までの契約交渉を簡便にする

という観点からは、後者の方法に依ることも考えられる。 

 

 9 条（本報告書等の知的財産権） 

第 9 条 本報告書および本検証遂行に伴い生じた知的財産権は、乙または第三

者が従前から保有しているものを除き、甲に帰属するものとする。 

2 甲は、乙に対し、乙が本検証の遂行の目的のために必要な範囲に限って、乙

自身が本報告書を使用、複製および改変することを許諾するものとし、著作者

人格権を行使しないものとする。 

＜ポイント＞ 

 本報告書であるレポート等の著作権その他の知的財産権の取扱いおよび利用

条件について取り決めている。 

 

＜解説＞ 

本報告書および本検証遂行に伴い生じた知的財産権の帰属 

 本報告書であるレポートや、その他本検証の過程で生じる知的財産権の取扱い

については、スタートアップ・事業会社間で争いが生じることがあるので、契約に

おいて規定しておくことが重要である。 
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 本モデル契約では本検証の作業主体がスタートアップであることを前提として、

知的財産権はすべてスタートアップに帰属することと規定している。 

 スタートアップに帰属する知的財産権の出願は、秘密保持契約等他の条項に抵

触しない限りにおいてスタートアップが自由に行うことができるが、事業会社が従

前から保有していた知的財産権等（バックグラウンドＩＰ）との関係で紛争が起こる

ことを回避するため、以下の【追加オプション：出願の事前通知】に記載するよう

にスタートアップの出願前に事業会社への通知義務を設定することも考えられる。 

 なお、本報告書の利用が第三者の知的財産権を侵害しないことの保証を求めら

れる場合もあるが、本モデル契約では、PoC 段階では、完成させるべき成果物が

定まっていないことから、第三者の知的財産権の侵害の有無を判断する前提と

なる事実関係が固まっておらず、侵害の有無の確認が困難であること等を踏ま

え、保証条項は設けないこととした。 

 

技術検証段階におけるスタートアップと事業会社の関係性 

 事業会社としては、委託料を払っている以上、本報告書を含むすべての知的財

産権は事業会社に帰属すべきと考えるかもしれない。しかしながら、PoC 契約に

おける委託料は原則としてスタートアップの検証作業に対する対価であり、これ

により発生した知的財産権の譲渡を受けるためには、別途それに見合った対価

を支払う必要がある。 

 なお、本来避けるべきであるが、万が一、スタートアップおよび事業会社に共有

帰属にせざるを得ない状況では、第三者への利用許諾を含め独立して知的財産

権を行使すること（サブライセンスフリー）に事前同意する旨を定めることは不可

欠である。 

 事業会社は、オープンイノベーションを通じて自社の事業を加速させるという観点

から、スタートアップとの間で適切な知的財産権の分配を行うというスタンスの重

要性を意識した上で、PoC 段階において最も重要なのは共同開発の実現に向け

た報告書の内容であり、その知的財産権の帰属ではないことを認識されたい。 

 

【追加オプション条項：出願の事前通知】 

 甲は、本条第 1項の知的財産権のうち、特許権、実用新案権、回路配置利用権、

意匠権および商標権について出願をしようとするときは、予め乙にその概要を

文書で通知するものとする。 

- 78-



15 
 

 

＜解説＞ 

 仮に本条第 1項の知的財産権（本報告書および本検証遂行に伴い生じた知的財

産権）がスタートアップに単独に帰属するとしても、スタートアップには守秘義務が

あることから、事業会社の秘密情報を含めた形で特許出願をしてはならないこと

は自明である。 

 事業会社からすると、スタートアップの出願に伴い、本検証を通じてスタートアッ

プが得た事業会社の秘密情報が対外的に開示等されることは大きなリスクであ

るから、少なくとも本条のような事前の通知を要望することが多い。 

 

【追加オプション条項：フィードバック規定】 

 本検証遂行の過程で、乙が甲に対し、本検証に関して何らかの提案や助言を行

った場合、甲はそれを無償で、甲の今後の製品の改善のために利用することがで

きるものとする。 

＜解説＞ 

 本検証において、事業会社からスタートアップに対し提案や助言（フィードバック）

が行われることも多いが、フィードバックの権利性で後にトラブルが発生しないよ

うにする観点から、これらの利用について上記のように規定することも考えられる。 

 

 10 条（損害賠償） 

第 10条 甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方が契約上の義務に違反し

または違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反行為の差止めまた

は予防および原状回復の請求とともに損害賠償を請求することができる。 

2 甲が乙に対して負担する損害賠償は、故意または重大な過失に基づくもので

ある場合を除き、本契約の委託料を限度とする。 

＜ポイント＞ 

 契約の履行に関して契約違反が生じた場合の違反行為の停止等および損害賠

償責任に関する条項である。 

 

＜解説＞ 

 損害賠償責任の範囲・金額・請求期間についてどのように定めるかについては、

本検証の内容やコストの負担、委託料の額等を考慮してスタートアップ・事業会
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社の合意により決められるケースもあるが、本条案では具体的な損害賠償額は

定めず、以下のとおりその上限のみ定めた。 

 本モデル契約では、スタートアップの損害賠償の範囲について、何を請求原因と

するのかにかかわらず、損害賠償額の上限は委託料を限度とすることを定めて

いる。 

 但し、故意・重過失の場合には、上限規定は適用されないものとしている。損害

発生の原因が故意による場合には、免責・責任制限に関する条項は無効になる

と解釈されるおそれがあり、故意に準ずる重過失の場合（例えば、重大な情報の

漏洩等）にも同様に無効とするのが有力な考え方であることから、このような規定

を設けた。 

 本モデル契約は、損害立証が困難な秘密情報を取り扱うものであり、かつ、収益

性が不明確な研究・開発段階の契約であることから、違反行為による損害の発

生を事前に予防、あるいは損害が発生しつつある場合にはそれを最小限に留め

ることに越したことはない。そこで本条では、損害賠償以外にも違反行為の停止

または予防および原状回復の請求が行えることとしている。具体的には、特定の

行為を求める仮処分や訴訟手続きなどを行うこととなる。 

 

 11 条（解除） 

第 11条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた

場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除すること

ができる。 

① 本契約の条項について重大な違反を犯した場合 

② 支払いの停止があった場合、または競売、破産手続開始、民事再生手続開

始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

④ 本報告書および本検証遂行に伴い生じた知的財産権の有効性を争った場合 

⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場

合 

2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定め

てなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部

または一部を解除することができる。 

＜ポイント＞ 
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 契約解除に関する一般的規定である。 

 

＜解説＞ 

 4 号においては、本報告書および本検証遂行に伴い生じた知的財産権の有効性

を争った場合には、契約を解除できることとしている（いわゆる不争条項）。 

 スタートアップとしては、以下のようないわゆるチェンジオブコントロール条項

（COC 条項）等により、Ｍ＆Ａが本モデル契約の解除事由として定められると、Ｍ

＆Ａに先立つデューデリジェンスにおいてリスクとして評価されうる。 

 

【解除事由としての COC 条項の例】 

他の法人と合併、企業提携あるいは持ち株の大幅な変動により、経営権が実質的

に第三者に移動したと認められた場合 

 かかる条項が解除事由に含まれている場合は、これらの支障を説明した上で削

除を求めることも検討を要する。 

 事業会社より、スタートアップが競合企業に吸収合併されて秘密情報が競合にわ

たってしまうことを懸念してＣＯＣ条項の導入が求められる場合も考えられる。 

 その場合には、当該懸念を解消するべく、解除事由となる経営権の移転先を競

合会社（具体的に会社名を列挙することも考えられる。）に限定した上でＣＯＣ条

項を導入することも考えられる。 

 

 12 条（期間） 

第 12条 本契約は、本契約の締結日から 6ヶ月、または、第 3条第 3項に定め

る確認が完了する日のいずれか早い日まで効力を有するものとする。 

＜ポイント＞ 

 契約の有効期間を定めた一般的条項である。 

 

＜解説＞ 

 本モデル契約では、本報告書の提出期限（3 条 2 項）を基準に有効期間を定める

こととしつつも、事業会社が確認をしない限り、いつまでも技術検証契約が続い

てしまうことが想定されることから、最長でも 6 ヶ月を超えないこととしている。 
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 13 条（存続条項） 

第 13条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても本契約第

5条第 2項（甲の義務）、第 6条（共同研究開発契約の締結）、第 7 条（乙が甲

に提供する資料等）第 2 項および第 3 項、第 8 条（秘密情報、データおよび

素材等の取扱い）から第 10条（損害賠償）、本条、第 14条（準拠法管轄裁判

所）ならびに第 15条（誠実協議義務）の定めは有効に存続する。 

＜ポイント＞ 

 契約終了後も効力が存続すべき条項に関する一般的規定である。 

 

 14 条（準拠法および管轄裁判所） 

第 14条 本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜ポイント＞ 

 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 

 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄

を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。 

 

【変更オプション条項 1：知財調停】 

第 14条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準

拠法とし、まず［東京・大阪］地方裁判所における知財調停の申立てをしなけ

ればならない。 

2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

3 第 1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続きを

含む。）については、日本国法を準拠法とし、第 1項に定める地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜解説＞ 

 紛争解決手段について、どの裁判管轄ないし紛争解決手段が適切かは一概に

- 82-



19 
 

は決められず、当事者の話し合いで決定するのが望ましい。話し合いによる解決

を目指す場合、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において創設された知

財調停を利用することが考えられる。 

 「知財調停」は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争を取り扱う制

度であり、仲裁手続き同様、非公開・迅速などのメリットがあるだけでなく、専門的

知見を有する調停委員会の助言や見解に基づく解決を行うことができ、当事者

間の交渉の進展・円滑化を図ることができるというメリットがある。 

 運用面では、原則として、3 回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示

することにより、迅速な紛争解決の実現を目指すとされており、迅速に解決でき、

コストや負担を軽減できる可能性がある。 

 知財調停を利用するためには、東京地方裁判所または大阪地方裁判所いずれ

かを，合意により調停事件の管轄裁判所とする必要がある。 

 知財調停は、当事者双方が話合いによる解決を図る制度であるため、当事者が

合意できず調停不成立となった場合は、訴訟等の手続きにより別途紛争解決が

図られることとなる。 

 また、仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、ス

タートアップのような事案では、本条に変えて下記のような仲裁条項に変えるとい

う選択肢もある。 

 

【変更オプション条項：2 仲裁条項例】 

本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、（仲裁機関名）

の仲裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるものと

する。 

＜ポイント＞ 

 紛争解決手続きとして仲裁を指定する条項である。 

 

＜解説＞ 

 仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、スタート

アップのような事案では、本条に変えて仲裁条項に変えるという選択肢もある。 

 

 15 条（協議解決） 

第 15条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、協議の
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上解決する。 

＜ポイント＞ 

 紛争発生時の一般的な協議解決の条項である。 

 

 その他の追加オプション条項  

 再委託 

第●条 甲は、乙が書面によって事前に承認した場合、本検証の一部を第三者

（以下「委託先」という。）に再委託することができるものとする。なお、乙

が上記の承諾を拒否するには、合理的な理由を要するものとする。 

2 前項の定めに従い委託先に本検証の遂行を委託するこの場合、甲は、本契約

における自己の義務と同等の義務を、当該委託先に課すものとする。 

3 甲は、委託先による業務の遂行について、乙に帰責事由がある場合を除き、

自ら業務を遂行した場合と同様の責任を負うものとする。ただし、乙の指定し

た委託先による業務の遂行については、甲に故意または重過失がある場合を

除き、責任を負わない。 

＜ポイント＞ 

 本検証の遂行に際しての再委託の可否および再委託が行われた場合のスタート

アップの責任内容について定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 再委託の可否については、再委託について事業会社の事前承諾を要するパター

ンと再委託先の選定について原則としてスタートアップの裁量により行えるパタ

ーンが考えられる。 

 技術の導入検証においては、スタートアップの技術力に着目して契約が締結され

ることや、事業会社が提供する資料等の取扱いについて事業会社のコントロー

ルを及ぼすという観点から、本モデル契約においては事業会社の同意を取得す

ることとしている。 

 

 契約内容の変更 

第●条 本検証の進捗状況等に応じて、検証事項が想定外に拡大した等の事情

により、検証期間、委託料等の契約条件の変更が必要となった場合、甲または

乙は、その旨を記載した書面をもって相手方に申し入れるものとする。当該申
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し出があった場合、甲および乙は、速やかに契約条件の変更の要否について協

議するものとする。 

2 前項の協議に基づき、本契約の内容の一部変更をする場合、甲および乙は、

当該変更内容が記載された、変更契約を締結するものとする。 

＜ポイント＞ 

 契約の内容に変更が生じた場合における、契約変更の手続について定めた規定

である。 

 

 権利義務の譲渡の禁止 

第●条 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約

上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もし

くは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならない。 

＜ポイント＞ 

 契約上の地位については相手方の承諾なく譲渡できないとする一般的規定であ

る。 

 

本契約締結の証として、本書 2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自 1通を保

有する。 

 

    年  月  日 

 

甲 

 

乙 
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（別紙●●）第 2 条 1 項関連 

本検証にかかるプロセスは概ね以下のとおりとする。なお、本別紙と本

モデル契約が矛盾抵触する場合、本別紙が優先する。 

 

①  乙は甲に対して、本検証の対象となる製品（ヘッドライトカバー）

に関する図面、仕様に関する情報、本検証において期待される放熱性

能を含めた目標スペック、その他本検証を甲が進めるにあたり必要と

なる情報を提供する。 

 

②  甲は乙から提供された情報を基に、本検証にかかる詳細計画・スケ

ジュールを提示する。詳細計画は以下を含む。 

 αを添加したヘッドライトカバーの材料を成形して製造される試験

片の形状・寸法などの詳細 

 試験片に対して行われる試験項目（放熱特性の他、機械的強度や疲

労特性などを含む。） 

 その他、乙により特に要望された事項が存する場合、当該事項 

 

③  甲は当該計画に沿って本検証を行い、乙に対して本報告書を納品す

る。乙は本報告書を速やかに確認し、以下の事項を含む通知を相当な

期間内に行う。 

(i) 共同開発に移行するかどうかの結論 

(ii) 放熱特性を含む以下の項目に関する生データを含めた乙の評価結果 

 (a) ・・・ 

 (b) ・・・ 

(iii) 共同開発に移行しない場合はその理由 

（改善すべき特性の指摘など、具体的な事柄を明記すること。） 

 

④ 甲乙は評価結果が当初想定されたレベルの場合、原則として共同開発

契約に移行することとし、そのための措置を速やかに採る。 

 

＜解説＞ 

 すでに、秘密保持契約段階で①、②が終了している場合は、詳細計画・スケジュ
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ールを別紙として添付することとする。 
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共同研究契約逐条解説4  

 
4 経済産業省ウェブサイト 
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html 
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共同研究開発契約書 

（新素材） 

 

 想定シーン  

1. 自動車部品メーカーY 社は、X 社（樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発し

た大学発スタートアップ）から本素材の性能および耐久性に関する検証レポートを受

領した後、社内検討を行い、正式に X 社との共同研究開発を行うことが決定した。 

2. 契約交渉においては、双方の意向として、以下の点が挙げられた。 

① X 社としては、資金調達の観点からも Y 社との共同研究開発を開始した時点、

および、一定の成果が出た時点で、それぞれ公表したい。 

② Y 社としては、研究開発の結果生まれた成果物にかかる知的財産権は自社の

帰属としたい。 

③ 他方、X社としても、(1)上場審査やM&Aに先立つデューデリジェンスにおいてマ

イナス評価を受けないために、また、(2)自由度を確保して多数の企業とのアラ

イアンスを実施し市場を拡大して売上を増加させるために、研究開発の結果生

まれた成果物にかかる知的財産権は自社の単独帰属としたい。ただし、その場

合であってもＹ社による成果物利用の用途を限定して、当該用途以外の成果物

の他社への展開が阻害されない形であれば、当該用途においては成果物を Y

社のみが使用できるようにすることはやむを得ないと考えている。 

④ 協議の結果、単独発明による成果物にかかる知的財産権は当該発明を行った

当事者に単独帰属、共同研究開発の成果物にかかる知的財産権は X 社に単

独帰属させた上で、Ｙ社に対して、一定期間・一定の領域において独占権を認

める無償の通常実施権を設定することとした。 

⑤ 研究開発の進め方としては、次のとおりとする。X 社が技術者を Y 社に派遣し、

X 社および Y 社の技術者が共同で Y 社の設備を用いて、本素材をポリカーボネ

ート樹脂組成物（量産品を念頭においた組成物）に配合し、ヘッドライトカバーの

試作品を作成する。X 社の技術者の立会いのもと、Y 社は当該試作品について、

性能検査や耐久試験を行う。そして、性能検査や耐久試験の結果をもとに、X
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社は、当該素材の表面処理を調整し、再度、ポリカーボネート樹脂組成物への

配合、試作品の製造、検査を行う。 

⑥ 試作品が製品としての目処がついた時点で、Y 社は量産化のための原料の調

達、量産ラインの準備等の作業を行う。 

3. 上記については、両社特段異論はなかったが、最大の争点は研究費の負担や研究

成果に対する報酬の有無および支払条件であった。X 社としては、共同研究開発の

成果としての知的財産権について一定期間・一定の領域で無償独占的通常実施権

を設定するのであれば、Y 社が当該共同研究開発にかかる実費や人件費に加えて、

事業化に至る前段階で、研究成果に対する報酬も支払ってもらいたいと主張した。 

4. これに対し、Y 社としては、最終的に共同研究開発の成果を事業化した場合は何ら

かの報酬は払うこととするが、事業化に至る前段階の共同研究開発フェーズにおい

ては実費および人件費のみの支払いとしたいとの意向を伝えてきた。 

5. 協議の結果、実費および人件費については、Y 社が負担することとした。一方、研究

成果に対する報酬については、研究成果が出てから事業化に至るまでに、Y 社内で

の協議検討や商流の調整等で相当程度の時間を要する反面、事業化に至った場合

にどの程度の収益が上がるか不透明な状況であった。そこで、研究成果に対する報

酬については、事業化に至る前であっても、研究成果が出た時点で頭金として相当

価格を支払うこととし、その後についても、商品販売までのロードマップを策定し、そ

の過程にメルクマールを設定し、各時点において研究成果への対価を支払うことを

取り決めた。 
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 前文 

X 社（以下「甲」という。）と Y 社（以下「乙」という。）は、本製品（第 1 条で定

義する。）の研究開発および製品化を共同で実施することについて、次のとおり合

意したので共同研究開発契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

 1 条（目的） 

第 1 条 甲および乙は、共同して下記の研究開発（以下「本研究」という｡）を行

う。 

記 

① 本研究のテーマ：甲が開発した技術を適用した、窒化アルミニウムを主体とす

る高熱伝導性を有するウイスカーおよび当該ウイスカーを配合した樹脂組成物

（以下「本素材」という。）を成形してなるヘッドライトカバー（以下「本製品」

という。）の開発 

② 本研究の目的（以下「本目的」という。」） ：本製品の開発および製品化 

＜ポイント＞ 

 共同研究開発（本研究）のテーマおよび目的に関する規定である。 

 

＜解説＞ 

共同研究開発のテーマ（本条 1 号） 

 共同研究開発のテーマの記載の抽象度 

 共同研究開発のテーマは、抽象的に規定し過ぎると双方の認識に齟齬が生じや

すい。一方、具体的に規定し過ぎると拡張や変更の度に契約修正の必要が生じ

る。 

 そこで、本条 1 号のように、ある程度の幅を持たせつつ抽象的過ぎず、かつ、具

体的過ぎない記載とするのが良い。 

 共同研究開発のテーマの広狭 

 共同研究開発のテーマの定義は、知的財産権等の取扱いや、競業避止の範囲

などに影響する。 

 例えば、共同研究開発のテーマの定義が広すぎると、自社固有の研究成果（知

的財産権等）が共同研究開発（本研究）の成果と解釈され、本契約に従って知的
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財産権の帰属や成果物の利用関係が規律される（双方が活用可能なものとなる）

リスクがある。さらに、不当に広範囲の競業避止義務が課されることにもつなが

り、本来は自由に研究できるべき研究領域について活動の制限が発生する危険

もある。 

 他方、共同開発のテーマの定義が狭すぎると、実際は共同研究の成果であるに

もかかわらず、本契約書の枠外とされてしまい、当該成果に関して勝手に特許

出願をされてしまう、または本来禁止したい範囲の競業行為を規制できない等の

弊害を生じる可能性がある。さらに、研究のスコープがピボットするたびに、本契

約の範囲から逸脱してしまい、再交渉を余儀なくされるリスクもある。 

 そこで、共同研究開発のテーマは、広すぎず狭すぎない実態に即したものとすべ

きである。 

 

共同研究開発の目的（本条②） 

 共同研究開発の目的は、両当事者の秘密保持義務の内容および範囲を画するもの

としても重要である。 

 秘密保持義務条項では、両当事者は共同研究開発の目的以外の目的で秘密情報

を使用してはならないとの条件が設けられることが一般的である（本契約では 11 条

3 項）。 

 秘密保持義務の内容および範囲を確定する際に、本条で定める共同研究開発の目

的が参照されることになる。 

 

 2 条（定義） 

第 2条 本契約において使用される用語の定義は次のとおりとする。 

① バックグラウンド情報 

  本契約締結日に各当事者が所有しており、本契約締結後 30 日以内に、当該当

事者が他の当事者に対して書面で、その概要が特定された、本研究に関連して当

該当事者が必要とみなす知見、データおよびノウハウ等の技術情報を意味する。 

② 本単独発明 

  特許またはその他の知的財産権の取得が可能であるか否かを問わず、本研究の

実施の過程で各当事者が、相手方から提供された情報に依拠せずに独自に創作し
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た発明、発見、改良、考案その他の技術的成果を意味する。 

③ 本発明 

  特許またはその他の知的財産権の取得が可能であるか否かを問わず、本研究の

実施の過程で開発または取得した発明、発見、改良、考案その他の技術的成果で

あって、前号に定める本単独発明に該当しないものを意味する。 

＜ポイント＞ 

 本契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 

 

＜解説＞ 

バックグラウンド情報（本条①） 

 共同開発を始めるにあたり、最も重要な事柄の一つがバックグランド情報（共同研究

開発契約締結時にすでに保有していた技術情報）の管理である。 

 この管理を怠ると、契約締結前に保有していた情報と契約締結後に新たに生じた情

報が混在することにより、バックグランド情報であることの主張立証が困難となり、各

情報に関する知的財産権の帰属が曖昧になってしまう。 

 そうなると、本来単独の特許として出願できたはずのバックグランド情報が、共同研

究開発上の成果物とされてしまい、共有特許や相手方の単独特許となってしまうリ

スク（コンタミネーションリスク）が生じる。 

 このリスクを極小化するため、本モデル契約では、共同研究開発の開始時点におい

て既に各自が保有しているバックグラウンド情報をリストにして開示・交換することの

他、以下のような管理を行うことがある。 

(i) 特許出願になじむ技術情報（例：ノウハウ・データ・ソースコード以外のもの）につ

いては特許出願をしておく。 

(ii) (i)以外の技術情報については、公証制度やタイムスタンプサービスの利用によ

り、共同開発契約締結時に既に保有していたという証拠化を図る。 

 また、相手方による必要以上の技術情報の開示要求リスクを回避するため、本条で

はバックグラウンド情報を「自らが必要とみなす」ものとの定義し、開示するバックグ

ラウンド情報の範囲を自ら決定できることとしている。 

 このように、(i)開示するバックグランド情報の範囲を自ら決定できるようにしておくこと、

(ii)開示したバックグランド情報の相手方における扱い（例：秘密保持義務、目的外使
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用禁止義務、特許出願禁止義務等）を定めておくことが重要である（本モデル契約で

は第 11 条第 1 項の「秘密情報」の定義にバックグラウンド情報を含めることでこの点

に対処している）。 

 

「本単独発明」および「本発明」（本条②③） 

 本モデル契約では第 7 条において、「本単独発明」に関する知的財産権は当該発明

を創出した者に帰属し、「本発明」についてはスタートアップに帰属する旨規定してい

るため、「本単独発明」と「本発明」の区別は極めて重要である。 

 ここでいう「本発明」とは、「本単独発明」に該当しない発明等と定義されているが、実

質的には共同でなされた発明のことを指している。 

 

 3 条（役割分担） 

第 3条 甲および乙は、本契約に規定の諸条件に従い、本研究のテーマについて、

次に掲げる分担に基づき本研究を誠実に実施しなければならない。 

① 乙の担当：本素材を用いた本製品の設計、製作および本製品の特性の評価 

② 甲の担当：技術者の派遣。乙の前号の評価の結果を基にした、本素材の表面処理

の調整および配合量の検討。本製品の特性の評価への立会い 

＜ポイント＞ 

 両当事者の役割分担（担当業務）を定めた規定である。 

 共同研究開発契約は、基本的にはそれぞれの役割分担（担当業務）の範囲内で、誠

実に研究開発を行い、その成果を報告し合う義務を相互に負う、準委任契約である

という考えが有力である。請負ではないので、契約中に特記事項がない限り、一定

の成果を求められることはない。 

 

＜解説＞ 

役割分担の範囲の考え方 
 役割分担は、双方の認識の齟齬を回避すべく、当事者間で認識のすり合わせをして

おく必要がある。これを怠ると、ある役割については双方ともに全く着手がなされて

いないということになりかねない。 
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 もっとも、共同研究開発が未実施あるいは開始直後の段階では詳細な役割分担を

決めることが困難である。また、共同研究開発の進行に伴って発生する新たな役割

（作業）が不明であることからも、詳細な役割分担を定めることは困難であろう。 

 そのような場合においても、本条のように、役割分担の大きな枠組みについてだけで

も規定しておくことが望ましい。双方が合意した「枠組み」があれば、後に役割分担の

詳細を協議する際もスムーズだからである。 

 

 4 条（スケジュールの作成） 

第 4条 甲および乙は、本契約締結後速やかに、前条に定める役割分担に従い、本

研究テーマに関する自らのスケジュールをそれぞれ作成し、両社協議の上これを

決定する。 

2 甲および乙は、前項のスケジュールに従い開発を進めるものとし、進捗状況を

逐次相互に報告する。また担当する業務について遅延するおそれが生じた場合

は、速やかに他の当事者に報告し対応策を協議し、必要なときは計画の変更を行

うものとする。 

＜ポイント＞ 

 共同研究開発（本研究）の具体的内容として、スケジュールの定め方を規定する条

項である。 

 

＜解説＞ 

 どのようなタイミングで両者が協議し、具体的なスケジュールや研究テーマ等をどの

ように確定し、どのように本研究遂行中の問題を解決していくかを決めておくことが

重要である。 

 本条では、本契約の締結後速やかにスケジュールを定めることとなっているが、契

約締結時に詳細なスケジュールを定めることは困難である場合も多い。そのような

場合は、契約締結時に大まかなスケジュールだけでも定めておき、研究開発の進行

に応じ、その都度スケジュールを具体的なものにアップデートしていくことが望ましい。 

 事業会社の稟議の都合などで、スタートアップがイメージしているよりも報告書や成

果物の納品時期が早く、想定外にスケジュールがタイトとなることがある。そのような
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事態を回避するためにも、大まかなスケジュールだけでも事前に合意しておくべきで

ある。 

 

 5 条（経費負担） 

第 5条 乙は、本研究を行うにあたって生じた経費（甲が費消した研究開発にかか

る実費および人件費を含む。）を、書面によって別途合意されない限り、全て負担

しなければならない。 

＜ポイント＞ 

 本研究に必要な経費を誰が負担するかを定める条項である。共同開発の費用負担

は各自がそれぞれの分担範囲で行うというのが我が国の長らくの商慣習であった。

しかし、近年のオープンイノベーションの流れに鑑み、本条のように、資金力の豊か

な当事者が費用を負担するというケースも散見される。 

 共同研究開発の実施場所、研究・開発担当者、購入した設備の所有権等が契約終

了後どちらの当事者に帰属するかについての規定を定めることも考えられる。 

 

＜解説＞ 

研究開発の経費と知的財産権の帰属 

 スタートアップが提供する素材や技術情報が本研究や本製品の開発において重要

な意味を持ち、他方、スタートアップの役割分担に要する費用が高額な場合は、本条

のように事業会社が全費用を負担するということもある。 

 事業会社としては、研究開発の経費の多くを負担する場合、実質的には共同研究開

発契約ではなく、研究委託契約であるとの理解の下、本研究の結果創出されたすべ

ての知的財産権は事業会社に帰属すべきという主張をしがちである。 

 しかし、研究開発の費用負担は、スタートアップが開発に携わる人を出していること

に対応する負担であり、当該費用を負担していることが直ちに成果物の知的財産権

の帰属主体となることを正当化するものではない。 

 他方、共同研究開発の結果生じた知的財産権の取得のための対価は、成果物創出

への貢献度等を踏まえて定められるべきものである。通常、かかる知的財産権を発

明者でない者が獲得するためには、別途それに見合った対価を支払う必要がある。 
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スタートアップが知的財産権を保有する重要性 
 事業会社としては、研究成果に係る知的財産権を取得できずとも、研究成果を（一定

の範囲で）独占的に利用できれば事業戦略上支障はないはずである。 

 そこで、双方が研究成果に係る事業を成功させるべく、スタートアップが自社で知的

財産権を保有することの重要性にも配慮し、スタートアップに知的財産権を帰属させ

つつ、事業会社に事業領域や期間等の面で一定の限定を付した独占的利用権を設

定することで調整することが、創出された発明の最大活用の観点からは望ましい。 

 スタートアップが自社で知的財産権を保有する重要性とは、 

 ①知的財産権を単独で保有することで事業基盤が強固になり、利益を創出する

力が高まる点、および 

 ②資金調達の際に、投資家に対して、知的財産権の単独保有を通じて事業上

の強みを高める旨の説明ができる点 

にある。 

 事業会社がスタートアップと対等なパートナーとして付き合う姿勢があれば、スタート

アップのコミュニティにおいてもそれが認知され、他のスタートアップからコンタクトさ

れることが期待でき、さらなるイノベーションへのアクセスが容易となる。 

 事業会社は、自社の事業戦略上の必要性を超えた要求をしていないかを常に確認

し、スタートアップと Win-Win となる条件で契約を締結することが、結果として、新たな

イノベーションへのアクセスを高め、それにより長期的な繁栄（Sustainability）がもた

らされるということを忘れてはならない。 

 

【変更オプション条項：各自負担】 

甲および乙は、本研究を行うにあたって自己に生じた経費を、書面によって別途合

意しない限り、甲乙各自が負担しなければならない。 

 

 6 条（情報の開示） 

第 6 条 甲および乙は、本契約締結後 30 日以内に、各自のバックグラウンド情報

（もしくはその概要）を書面で相手方に開示し、特定しなければならない。 
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2 甲および乙は、本契約の有効期間中、自己が担当する業務から得られた技術情

報を速やかに相手方当事者に開示する。ただし、第三者との契約により当該開示

を禁止されているものについては、この限りではない。 

＜ポイント＞ 

 両当事者がバックグラウンド情報と各自の担当業務から得られた技術的情報を相手

方に開示する規定である。 

 

＜解説＞ 

 バックグラウンド情報のうち、特許出願等に馴染むものについては、コンタミ防止の

観点から、相手方に開示する前に特許出願等を済ませておくことが望ましい。 

 ただし、特許出願等を済ませていたとしても、特許出願等の内容が公開前の場合は、

相手方に開示するかどうかを慎重に判断する必要がある。 

 また、バックグラウンド情報は、「本研究に関連して当該当事者が必要とみなす知見

…」であるから、これに該当しない情報、つまり、本研究に関連しない情報や本研究

に必要でない情報まで開示しないように注意する必要がある。 

 

 7 条（知的財産権等の帰属および成果物の利用） 

第 7条 本単独発明にかかる知的財産権は、その発明等をなした当事者に帰属する

ものとする。甲および乙は、相手方に対し、各自の本単独発明にかかる知的財産

権に基づき、相手方が本製品の設計・製造・販売行為をすることを許諾する。許

諾の条件は別途協議の上定める。 

2 甲は、乙に対し、下記の条件で乙が本研究の開始以前から甲が保有する別紙 

●●に定める特許権に係る発明を実施することを許諾する。 

記 

  ライセンスの対象 ：本製品の設計・製造・販売行為 

  ライセンスの種類 ：非独占的通常実施権を設定 

  ライセンス期間  ：本契約締結日から～●年●月●日。ただし、期間が満了

する 60 日前までに、いずれかの当事者が合理的な理由

（ライセンスの必要性が消失した場合を含むが、これに

限られないものとする）に基づき更新しない旨を書面で
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通知しない限り、1 年間の更新期間で、同条件で自動的

に更新されるものとする。 

  サブライセンス  ：原則不可。ただし、［グループ会社名等］に対するサブラ

イセンスは可能 

  ライセンス料   ：ライセンス期間中に乙が販売するすべての本製品の正味

販売価格の●％（外税） 

  地理的範囲    ：全世界 

3 乙は、甲に対し、前項のライセンス料の計算のため、本契約締結日以降、［期間］

毎に、当該期間の販売状況（販売個数・単価、その他ライセンス料の計算に必要

な情報を含む。）を当該期間の末日から 15日以内に書面で報告するとともに、同

30日以内に当該期間に発生したライセンス料を支払うものとする。 

4 乙は第 2 項のライセンス料を甲が指定する銀行口座に振込送金する方法により

支払う。振込手数料は乙が負担する。 

5 本条のライセンス料の遅延損害金は年 14.6％とする。 

6 本発明にかかる知的財産権は、甲に帰属する。ただし、甲が本契約 16 条 1 項 2

号および 3号のいずれかに該当した場合には、乙は、甲に対し、当該知的財産権

を乙または乙の指定する第三者に対して無償で譲渡することを求めることがで

きる。 

7 甲は、乙に対し、下記の条件で乙が本発明を実施することを許諾する。 

記 

  ライセンスの対象：本製品の設計・製造・販売行為 

  ライセンスの種類：本契約締結後●年間は独占的通常実施権を設定し、その後

は非独占的通常実施権を設定する。ただし、本契約締結後

●年間を経過する前であっても、正当な理由なく乙が本発

明を 1 年間実施しない場合には当該期間の満了時より、ま

たは、乙が本発明を乙の事業に実施しないことを決定した

場合には当該決定時より、非独占的通常実施権を設定する。 

  ライセンス期間 ：本契約締結日～●年●月●日は独占的ライセンス 

           ●年●月●日～本発明にかかる知的財産権の有効期間満

了日までは非独占的ライセンス 
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  サブライセンス ：原則不可。ただし、［グループ会社名等］に対するサブライ

センスは可能 

  ライセンス料  ：無償 

  地理的範囲   ：全世界 

8 甲および乙は、本研究の遂行の過程で発明等を取得した場合は、速やかに相手

方にその旨を通知しなければならない。相手方に通知した発明が本単独発明に該

当すると考える当事者は、相手方に対して、その旨を理由とともに通知するもの

とする。ただし、本素材を配合したポリカーボネート樹脂組成物またはヘッドラ

イトカバーに関する発明については、本発明であると推定されるものとする。 

9 甲は、自らの費用と裁量により、本発明について特許出願を行うことができる。

ただし、乙のみが本発明のうちの特定の発明について、または特定の国について

特許出願を希望する場合、乙がその費用を負担し、乙の名義で当該発明について

または当該国について当該特許出願をなすことにつき、乙は協議を求めることが

できる。 

10 前項ただし書により乙が特許出願を行った場合においては、乙は、甲に対し、

出願後●年間、当該発明の独占的許諾権および再実施許諾権を無償で設定するも

のとし、その後は無償の非独占的通常実施権を設定するものとする。 

11 甲および乙は、相手方の同意なくして、相手方から開示等を受けた技術情報（バ

ックグラウンド情報を含む。）およびサンプル、本研究の遂行の過程で相手方が

創作した本単独発明、考案またはその他の相手方が取得した技術情報もしくはノ

ウハウについて、日本を含めたいかなる国にも特許、実用新案、商標、著作権ま

たはその他のいかなる知的財産権も出願または登録してはならず、いずれかの当

事者がこれに違反した場合は、その違反した当事者に当該出願または登録に関す

る権利またはその持分を無償で譲渡すべき旨を請求することができる。 

12 甲および乙は、本発明または本研究の開始以前から甲が保有する別紙●●に定

める特許権に係る発明に改良、改善等がなされた場合、その旨を相手方に対して

速やかに通知した上で、本条の定めを適用して当該改良、改善等に係る成果を取

り扱うものとする。 
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＜ポイント＞ 

 本共同開発に関わる知的財産権等の帰属や成果物の利用について定めた規定で

ある。本モデル契約では、本共同研究以降のスムーズな製造・販売への移行が見

通せる状況を想定した上で、共同研究の発明等の成果をスタートアップ側に権利帰

属させることについて事業会社からの理解を得るため、本発明にかかる知的財産権

の権利の帰属と同時に、その後のライセンス条件についても定める内容としている。 

 他方、素材分野では、共同開発後にも製品販売までに長期を要するケースも多い。

その際は、特許権等のライセンスにかかる詳細な取り決めは、別途ライセンス契約と

して締結することで、共同研究開発の契約をシンプルにすることも選択肢である。 

 ライセンス料率を決定するためには、スタートアップが提供する特許等の希少性や

重要性、本製品の市場規模、販売価格や製品寿命、あるいは本製品の付加価値に

おける当該特許等の貢献度など、個別のケースに応じた幅広な検討が必要である。 

 

＜解説＞ 

知的財産権の帰属の考え方 

 知的財産権の帰属の決定方法は、 

 ①誰が発明したかを問わず、いずれかの当事者に単独帰属させる、 

 ②全て当事者間の共有、 

 ③当該知的財産等を発明した当事者に帰属、 

 ④当事者間で都度協議、 

に大別できるが、共同で開発した知的財産権については、創出された発明の最大活

用の観点から、スタートアップに単独帰属させることを積極的に検討することが期待

される。 

 現状では、知的財産権の共有は、次の点からスタートアップにとって好ましくない。 

 特許権を共有にする場合、日本法の下では、当該特許発明の実施は、契約で

特段の制限をかけなければ各共有者が自由に実施できる（特許法 73 条 2 項）も

のの、当該特許の第三者へのライセンスは共有者の許諾がなければ原則として

なし得ない（特許法 73 条 3 項）。 

 したがって、例えば、ものづくり系のスタートアップが、第三者に自社プロダクトの

製造・量産を依頼するにあたり当該第三者に共有特許をライセンスする必要が
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ある場合、事業会社からライセンスの許可をとらなければならない。しかし、事業

会社の社内決裁に時間を要することで事業のスピードが低下したり、そもそもラ

イセンスの許可が下りず、計画が頓挫するといった可能性も否定できない。 

 また、共有特許に係る共有持分の譲渡についても、共有者の同意が必要になる

（特許法 73 条 1 項）。例えば、スタートアップが M&A による EXIT を目指す場合、

M&A のスキームによっては当該特許の共有持分を個別に買主である企業に譲

渡する必要が出てくる場合があり、事業会社の許諾が必要となる。そして、当該

許諾を適時に得られなければ、当該 M&A に対する支障となる。 

 以上は日本法を前提とする。共有特許制度に関する法律の内容は国によっても

まちまちであり、グローバルビジネスにおいては、各国の法制に沿って対応する

必要があるが、スタートアップにとってこれも大きな負担となる。 

 結論として、オープンイノベーションを成功させるためには、研究成果についての知

的財産権の共有は極力避けることが望ましい。仮に共有にせざるを得ない場合であ

っても、上記弊害が生じないよう、予め、第三者に対するライセンスについての同意

条項を規定するなどの配慮をする必要がある。 

 

成果の利用についての考え方 

 研究成果についての権利をスタートアップに単独帰属させる場合は、共同研究開発

契約締結時に、事業会社に当該権利について一定の範囲での独占的な利用権の

設定を含むライセンス条件の設定を予めしておくことなどにより、両当事者の納得が

得られる整理を模索すべきである。 

 本モデル契約では、本発明にかかる知的財産権について、本条 6 項で甲に帰属さ

せ、同 7 項で事業会社に対して本製品を販売等する範囲で独占的通常実施権を設

定している。 

 もっとも、事業会社が本製品を販売等するためには、その他のスタートアップの知的

財産権（具体的には、スタートアップによる単独発明にかかる知的財産権や本研究

の開始以前からスタートアップが有している知的財産権）の利用権もあわせて設定し

なければならないことがある。 

 そこで、本モデル契約では、単独発明にかかる知的財産権の処理については別途

協議するとし（本条 1 項）、本研究の開始以前からスタートアップが有している知的財
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産権のライセンスについては、ランニングロイヤルティの方式でライセンス料を計算

している（本条 2 項～5 項。なお、ライセンスすべき知的財産権は特許権しかないこと

を前提としている）。 

 このように個別にライセンス料を設定する方法の他にも、10条の「研究成果に対する

対価」の中に同ライセンス料を含ませる方式もある。この場合には、10 条の「研究成

果に対する対価」の金額に、ライセンス料を加味した額を設定することとなる。 

 本条においては、本発明のライセンス料を無償としているが、10 条に定める研

究成果への対価の額や、本発明の汎用性や実用性などを加味し、これを有償

にすることも考えられる。 

 また、本条では事業会社に「独占的通常実施権」を設定しており、スタートアップ

自身が実施することも確保されているが、「専用実施権」（特許法 77条）を設定し

た場合には、特段の定めをしない限りスタートアップ自身が対象発明を実施でき

なくなる。両者の違いに注意が必要である。 

 上記の実施権の設定に加えて、本発明に係る知的財産権をスタートアップに単独帰

属させた場合、状況に応じて、事業会社に当該知的財産権買取の交渉オプションを

与える、あるいは、独占的通常実施権の独占期間の延長を協議に基づき認める条

項等を入れることで、事業会社に配慮するケースもあろう。 

 さらに 13条で、一定期間の競業避止義務を定めることで、知的財産権をスタートアッ

プに帰属させることによる事業会社の懸念にも配慮している。 

 本条では、「競業する事業」の範囲が明確とならないという問題も生じ得ることから、

具体的な企業名や製品の特徴を列挙することも検討すべきである。 

 なお、ライセンス期間について、本件では素材が最終的に製品化されて市場で流通

するようになるまでに相当期間を要し、当初設定したライセンス期間では、ライセンス

に基づき実際に最終製品を販売できる期間が極めて短くなってしまうおそれがあり、

事業会社に不都合である。そのため、一定のライセンス期間を確保する要請がある。 

 他方、徒にライセンス期間を長期化させると、製品化を断念した場合等、ライセンス

の必要がない場合にもライセンスが残存することとなり、スタートアップに不都合であ

る。 

 そこで、ライセンス期間は契約締結から一定期間（●年間）としつつも、合理的な理

由に基づき更新拒絶をしない限り、ライセンスが自動更新されるものとした。このよう
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な建付けにすることにより、契約締結後に判明するライセンスの継続の必要性等を

加味しながら、ライセンス期間を柔軟に設定することができる。 

 

スタートアップの事業継続性リスク 

 スタートアップに権利を単独帰属させる場合、事業会社としては、スタートアップが事

業に失敗し、破産等、事業継続が困難になった場合、本研究の成果に係る知的財産

権が事業会社に対して本条所定のとおりにライセンスされず、本製品の製造等に支

障を来すのではないかという懸念を持ちがちである。 

 そこで、本条では、スタートアップに経済的不安が生じた場合には、スタートアップか

ら研究成果に係る知的財産権の譲渡を受けることができるようにした（「事業会社の

指定する第三者」は、事業会社のグループ会社や知財管理会社に帰属させる場合

を想定している）。 

 ただし、スタートアップが破綻に瀕している状況下での知的財産権の譲受は詐害行

為取消（倒産手続上は否認権行使）などのリスクがあることから、実際に知的財産権

の譲渡を受ける場合には、スタートアップにおいて事業再生手続などを利用するなど

して、債権者の一定の関与のもとで譲渡手続きを進めるのが適切といえる。 

 また、当該スタートアップの価値の大部分を知的財産権（およびこれを開発すること

のできる人材）が占めるのであれば、事業会社としては、知的財産権の譲受ではなく、

当該スタートアップ自体を買収することも検討に値する（無論、債権債務関係が承継

される点には留意が必要である）。 

 スタートアップ破綻時のリスクとして、事業会社に与えられた通常実施権が当該特許

権を取得した第三者に対抗できるかという点については、「通常実施権は、その発生

後にその特許権・・・を取得した者に対しても、その効力を有する。」と規定する当然

対抗制度（特許法 99条）の対抗力の範囲の問題となるが、現時点では、判例の蓄積

が存在しない。よって、差止請求権の不行使およびその対価という、通常実施権に

関する主たる法律関係はともかく、独占特約、実施報告義務などの付随的な法律関

係についてまで当然に対抗できるかどうかは、議論の余地がある。 
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【コラム】製造委託の際の実施許諾 

 自ら量産設備を揃えることが資金的に困難なスタートアップにとって、自社プロダクト

の量産を第三者に委託することが時として必須となる。 

 ここで注意しなければならないのは、第三者に特許製品の製造を委託する行為が特

許法第 73 条第 3 項により他の共有者の同意を要する行為に該当するとされること

があるということである。 

 この点、過去の裁判例から、製造委託に関しては、第三者に対する実施許諾には該

当しないとして、特許権が共有の場合であっても他の共有者の同意なく、これを行う

ことが可能な場合がある。 

 ただし、その要件として、①スタートアップから受託者に関する指揮監督、②委託者

（スタートアップ）による製造物の全量引取りなどを具備する必要がある。 

 なお、上記要件において特許の共有者の同意なく製造委託が可能であることは、日

本独自の取り決めであり、日本国外においては、一般的になんらかの許諾が必要で

ある。 

 

【コラム】知的財産権の帰属バリエーション 

 本条では本発明にかかる知的財産権は全てスタートアップに帰属と規定しているが、

その他、以下のようなバリエーションがある。 

① 発明者主義：発明をした発明者が在籍する主体に知的財産権が帰属する。スタ

ートアップと事業会社の従業員が共同で発明をしたら、双方共有の知的財産権と

なる。知的財産権法のデフォルトルールに沿っており、直感的にフェアな条件で

あり、合意しやすい。 

② すべて共有：発明者が誰であろうと、本発明にかかる全ての知的財産権をスター

トアップと事業会社の共有とする（持分割合について、等分にする場合や貢献度

に応じて定める場合がある）。知的財産権法のデフォルトルールからすると、実

際に開発業務を行ったスタートアップの従業員が発明者となるケースが多いと思

われるが、事業会社が共同研究開発にかかる費用を支払っていることに鑑みる

と、事業会社が支払う額によっては「すべて共有」とすることも妥当な落としどころ

となる場合もある。ただし、知的財産権を共有とした場合、各自の権利行使につ

いて原則として共有者の承諾が必要となるというデメリットが発生することから、
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第三者への利用許諾を含め、単独で知的財産権を行使できるよう事前の同意を

得ておくことが望ましい。 

③ 分野を決めてそれぞれ単独帰属とする方法 

共有にかかる知的財産権は活用が難しい。特に、スタートアップとしては、自社

の技術を横展開していろいろな企業に使って欲しいのに、共有にかかる特許権

を第三者ライセンスすることにつき、事業会社の同意が得られないケースも存在

する。そこで、本件においても、多くの用途に適用しうる新素材の汎用的な発明

はスタートアップに単独帰属、本製品（ヘッドライトカバー）に特有の発明は事業

会社に単独帰属、とする整理も考え得る。 

 

 8 条（ライセンス料の不返還） 

第 8条 乙は、本契約に基づき甲に対して支払ったライセンス料に関し、計算の過

誤による過払いを除き、本特許権等の無効審決が確定した場合（出願中のものに

ついては拒絶査定または拒絶審決が確定した場合）を含むいかなる事由による場

合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払い

を理由とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面により行うものとし、その

後は理由の如何を問わず請求できない。 

＜ポイント＞ 

 支払われたライセンス料についての不返還を定めた条項である。 

 

 9 条（第三者の権利侵害に関する担保責任） 

第 9条 甲は、乙に対し、本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売が第三

者の特許権、実用新案権、意匠権等の権利を侵害しないことを保証しない。 

2 本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売に関し、乙が第三者から前項

に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合（訴訟を提起された場合

を含むが、これに限らない。）には、乙は、甲に対し、当該事実を通知するものと

し、甲は、乙の要求に応じて当該訴訟の防禦活動に必要な情報を提供するよう努

めるものとする。 

3 乙は、本特許権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害の

事実を甲に対して通知するものとする。 
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＜ポイント＞ 

 ライセンス対象となる特許権等の非保証を定めた規定である。 

 1 項の特許非保証を前提として、2 項は、ライセンシーが第三者から訴訟提起された

場合のライセンサーの協力義務を定めたものである。 

 

＜解説＞ 

 ライセンスの対象となる特許等については、第三者の権利侵害がないことを保証す

る（いわゆる「特許保証」）のが当然だという考え方になりがちである。 

 しかし、特許保証を行うことは、ライセンサーのリスクが非常に高い。スタートアップと

事業会社の間の適切なリスク分配という観点からは、特許保証までは行わないとい

う前提で他の条件を定めることが適切である。仮に、特許保証をするにしても、「甲

が知る限り権利侵害はない」「甲は権利侵害の通知をこれまで受けたことはない」こ

との表明にとどめるべきである。 

 

 10 条（研究成果に対する対価） 

第 10 条 本研究が所期の目的を達成した時は、乙は、甲に対し、下記の定めに従

って研究成果に対する対価を支払うものとする。 

 

記 

① 本製品が別紙●●所定の性能を達成した時：●円 

② 本製品を用いたヘッドライトの試作品が完成した時点： 

   甲乙別途協議した金額（ただし、●円を下回らないものとする。） 

③ 本研究の成果を利用した商品の販売が開始した時点： 

   甲乙別途協議した金額（ただし、●円を下回らないものとする。） 

＜ポイント＞ 

 本研究の完了後、事業化に至るまでにおける、研究成果に対する報酬の支払を定

める規定である。 
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＜解説＞ 

研究成果の対価交渉の方針・考え方 

 「想定シーン」で述べたように、研究成果が出てから事業化に至るまでに、事業会社

の社内での最終製品の開発・生産準備や商流の調整等で相当程度の時間を要する

上に、事業化に至った場合にどの程度の収益が上がるか不透明である場合が少な

くない。 

 そこで、研究成果に対する報酬については、事業化に至る前であっても、研究成果

が出た時点で頭金として相当価格を支払うこととし（本条①）、その後についても、商

品販売までのロードマップを策定し、その過程にメルクマールを設定し、各時点にお

いて研究成果への対価を支払うことを取り決め、ただしその額について別途協議の

上定めるものとした（本条②③）。 

 この②や③の対価の額の交渉に時間を要することも考えられるが、あくまでも金額

が合意できてから作業を開始するのが原則であるから、スタートアップとしてはその

交渉期間中に②や③に係る作業だけを進めること（特に、その成果を事業会社側に

共有すること）は、程度問題ではあるが、避けたい。 

 そのため、②や③の対価に係る交渉は、収益性等の考慮事項の数値が見えてきた

段階で、早めに始めておくことが望ましい。 

 

研究成果に対する報酬発生有無および報酬額 

 研究成果に対する報酬の有無およびその支払額は、 

 a.共同開発した知財の帰属、 

 b.実施権の許諾範囲、 

 c.競業避止の範囲、 

 d.納品物とその利用範囲、および 

 e.製品のターゲット市場の規模や期待収益 

などを考慮して交渉・決定されるべきものである。 

 本モデル契約では、「① 本製品が別紙●●所定の性能を達成した時」に頭金を支

払うこととしている。この金額の設定においては、 

 研究開発で発生する経費（実費＋人件費）は事業会社が負担する形としている

点、 
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 共同開発された知財はスタートアップの単独帰属としている点、 

 事業会社は共有知財について一定期間・一定の領域で無償独占的通常実施権

の設定を受ける点、 

などを踏まえつつ、事業化に至った際の製品の市場性や利益率等などの経済性、

本製品の付加価値における当該特許等の貢献度、そしてライセンスフィーとのバラ

ンスなど、個別のケースに応じた幅広な検討が必要である。 

 他にも、例えば共同研究開発を開始してすぐにスタートアップから開発における重要

度の高い知財が事業会社に提供される場合、研究の成否を問わず、契約締結のタ

イミングで一時金の支払いを設定するという選択肢もあり得るだろう。 

 

【コラム】 マイルストーン方式 

 上例のように、オープンイノベーションにおいて、事業会社の事業の進捗に応じて、

スタートアップに対して、段階的に対価を支払う形式をマイルストーン方式といい、そ

の場合の対価をマイルストーン・ペイメントと呼ぶ。 

 本条では、研究成果に対する報酬の支払条件を定めるにあたってマイルストーン方

式を採用している。 

 この点、創薬の分野では、特許等のライセンス料の支払条件を定めるにあたり、マイ

ルストーン方式が広く採用されているが、他の分野ではほとんど実績がない。 

 しかし、研究成果に対する報酬をマイルストーン方式で支払うことは、資金調達を常

に実現しなくてはならないスタートアップ側の事情と、事業の見通しが不確定な状況

では多額の対価を支払いたくない事業会社側の事情とを調整する、一つの有効な方

法ではないかと期待されており、今後、オープンイノベーションを進めるにあたり、他

分野でも導入を検討すべきである。 

 創薬の分野でマイルストーン方式の採用が進んだ背景としては、マイルストーンの

指標として、治験の進行度に合わせたフェーズ（1～4 まである）や、各国の行政機関

（例：日本では PMDA）による薬事認証が存在するので、マイルストーン達成の客観

性が担保されている点が指摘できる。 

 他の分野においてもマイルストーン方式を導入する際は、マイルストーンの指標につ

いて、その達成（支払条件の具備）につき客観性を担保できるようにしておくことが重

要である。 
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 本モデル契約においては、頭金●円の支払が発生する条件を「①本製品が別紙●

●所定の性能を達成した時」と定め、マイルストーンの指標を客観的に定めようとし

ている。 

 

 11 条（秘密情報、データおよび素材等の取扱い） 

第 11条 甲および乙は、本研究の遂行のため（以下「本目的」という。）、文書、 

口頭、電磁的記録媒体その他開示および提供（以下「開示等」という。）の方法 

および媒体を問わず、また、本契約締結の前後にかかわらず、甲または乙が相手

方（以下「受領者」という。）に開示等した一切の情報およびデータ、素材、機器

およびその他有体物、本研究のテーマ、本研究の内容および本研究によって得ら

れた情報（別紙●●に列挙のものおよびバックグラウンド情報を含む。以下「秘

密情報等」という。）を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者（以下 

「開示者」という。）の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等または 

漏えいしてはならない。 

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、

秘密情報に該当しない。 

① 開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの 

② 開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの 

③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等されたも

の 

④ 開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの 

⑤ 開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得し、又は創出した

もの 

3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、本

目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本目的のために合理的に

必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。 

4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密情報

等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。 

5 受領者は、秘密情報等を、本目的のために知る必要のある自己の役員および従

業員（以下「役員等」という。）に限り開示等するものとし、この場合、本条に基
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づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該役員等に退職後

も含め課すものとする。 

6 本条第 1 項および同条第 3 項ないし第 5 項の定めにかかわらず、受領者は、次

の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情報等

を開示等することができる。 

①  法令の定めに基づき開示等すべき場合 

②  裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに基づく開示等の要

求がある場合 

③  受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上

負担する者に相談する必要がある場合 

7 本研究が完了し、もしくは本契約が終了した場合または開示者の指示があった

場合、受領者は、開示者の指示に従って、秘密情報等（その複製物および改変物

を含む。）が記録された媒体、ならびに、未使用の素材、機器およびその他の有体

物を破棄もしくは開示者に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁的記録媒

体から削除するものとする。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報等の破棄ま

たは削除について、証明する文書の提出を求めることができる。 

8 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等により、開示者の

知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。 

9 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であり、

本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案その他の連絡事項

の全てに取って代わる。 

10 本条の規定は、本契約が終了した日からさらに 5 年間有効に存続するものとす

る。 

＜ポイント＞ 

 相手から開示提供等を受けた秘密情報等の管理方法に関する条項である。 

 

＜解説＞ 

従前に締結した秘密保持条項との関係整理 
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 秘密保持契約やＰｏＣ契約に引き続いて共同研究開発契約を締結する場合、共同研

究開発契約よりも前に締結した契約における秘密保持条項と共同研究開発契約に

おける秘密保持条項の関係が問題となる。 

 共同研究開発契約においては新たな秘密保持条項を設けずに既存の（従前の契約

で定めた）秘密保持条項が引き続き適用されるとすることもあるが、本モデル契約に

おいては共同研究開発契約で新たに定める秘密保持条項が、既存の秘密保持条項

を上書きすることとしている（本条 9 項）。 

 共同研究開発契約において、既存の秘密保持条項とは異なる内容の秘密保持条項

を設ける場合は、特にそれらの優先関係に留意しなければならない。 

 

秘密情報の定義（秘密である旨の特定の要否） 

 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象とする場合

と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、本モデル契約では、様々な

情報、データ、素材等がやりとりされることが多い共同研究開発段階において、秘密

である旨の特定を忘れることによるリスクが大きいと考え、秘密である旨の特定を要

さない前者を採用している。 

 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして有

効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう（秘密情報とは保護に値する情報

を意味すると限定解釈される）リスクが発生する。このリスクを排除するためには、

「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 

 なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関する

考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているため、そ

ちらも参考にされたい。 

 

秘密情報の定義（秘密情報に有体物を含めるか否か） 

 共同研究開発では、無体物である情報やデータに加え、有体物である素材それ自

体がやり取りされることが多いところ、この素材は、当事者にとっては秘密情報と同

様の重要性を持つものである。そこで、本モデル契約では、素材を含む有体物をも

保護することとし、有体物を含む保護の対象全体を「秘密情報等」と整理している。 
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 また、本モデル契約では、秘密情報等に「別紙●●に列挙のもの・・・を含む」という

文言を入れることで、特に秘密情報等として保護すべきものが（別紙に列挙すること

で）秘密情報等の範囲から漏れることを防止できる立て付けにしている。 

 さらに、本モデル契約では、「本契約締結の前後にかかわらず」の文言を入れること

で、締結前の秘密情報も保護の対象となることを明らかにしている。 

 

 12 条（成果の公表） 

第 12条 甲および乙は、第 11条で規定する秘密保持義務を遵守した上で、本研究

開始の事実として、別紙●●に定める内容を開示、発表または公開することがで

きる。 

2 甲および乙は、第 11条で規定する秘密保持義務および次項の規定を遵守した上

で、本研究の成果を開示、発表または公開すること（以下「成果の公表等」とい

う。）ができる。 

3 前項の場合、甲または乙（以下「公表希望当事者」という。）は、成果の公表等

を行おうとする日の 30 日前までに本研究の成果を書面にて相手方に通知し、甲

および乙は協議により当該成果の公表等の内容および方法を決定する。 

＜ポイント＞ 

 共同研究開発の開始および成果の公表の手続きについて定める規定である。 

 

＜解説＞  

 まず、共同研究開発を開始した事実については、契約締結の時点で具体的な公表

内容を合意し、それを記載した別紙を契約書に添付しておくことが望ましい。 

 共同研究開発の成果の公表については、秘密保持義務を遵守することはもちろん、

成果について事前通知の上、公表内容について協議を行うべきこととした。 

 スタートアップは、資金調達などの観点からピッチイベントなどを行うことが多い。こ

のようなピッチイベントにおいて研究の開始や成果についてプレゼンすることも本条

の「公表」に該当するため、本条の手続きに則って進める必要がある。 

 

 

 

- 114-



 27 

 13 条（第三者との競合開発の禁止） 

第 13 条 甲および乙は、本契約の期間中、相手方の文書による事前の同意を得る

ことなく、本製品と同一または類似の製品（本素材を配合した樹脂組成物からな

る自動車用のライトカバーを含む。）について、本研究以外に独自に研究開発を

してはならず、かつ、第三者と共同開発をし、または第三者に開発を委託し、も

しくは第三者から開発を受託してはならない。 

＜ポイント＞ 

 いわゆる競業避止義務を定める条項であり、具体的には、本モデル契約の期間中

の第三者との競合開発を禁止する規定である。 

 

＜解説＞ 

 本モデル契約の期間中に、競業他社とも類似の共同研究開発がされ、そちらで成果

物を特許出願されてしまうリスクがあるため、本条を定めることは重要である。 

 

【コラム】競業避止の範囲 

 競業避止の範囲について、本モデル契約では「本製品と同一または類似の製品」と

しているが、「本研究と同一または類似のテーマ」などと定められることもある。 

 「本製品」や「本研究のテーマ」の定義が曖昧であると、広汎な研究領域が競業避止

の名の下に禁止されてしまい、当事者によっては大きなリスクとなる。他方、「本製品」

や「本研究のテーマ」の定義が狭すぎると、本来禁止したい領域が禁止できないとい

うリスクが生じる。 

 競業避止義務違反に関する紛争においては、上記の「類似」の範囲が問題となるこ

とが多い。したがって、別紙等で「類似」の範囲をより具体的に定める（「①○○、②

△△、③□□を全て備える製品は本製品と類似しているものとする」など）ことも検討

すべきである。 

 さらに、禁止の範囲を「類似」（技術的に近似していること）に限定すべきかという論

点もある。たとえば、技術的には異なっていても、同じ市場にあり競合する製品（例：

白熱電球と LED）も競合避止の範囲に含めるべきか、という問題である。 
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 14 条（第三者との間の紛争） 

第 14条 本研究に起因して、第三者との間で権利侵害（知的財産権侵害を含む。）

および製造物責任その他の紛争が生じたときは、甲および乙は協力して処理解決

を図るものとする。 

2 甲および乙は、第三者との間で前項に定める紛争を認識した場合には速やかに

他方に通知するものとする。 

3 第 1項の紛争処理に要する費用の負担は以下のとおりとする。 

① 紛争の原因が、専ら一方当事者に起因し、他方当事者に過失が認められない場

合は当該一方当事者の負担とする。 

② 紛争が当事者双方の過失に基づくときは、その程度により甲乙協議の上その負

担割合を定める。 

③ 上記各号のいずれにも該当しない場合、甲乙協議の上その負担割合を定める。 

＜ポイント＞ 

 研究開発時に起こりうる第三者との主なトラブルは、知的財産権等の権利の侵害ま

たは製造物責任に関するものである。本条はこのようなトラブルが発生した場合の

両当事者の責任と費用負担について定めた規定である。 

 

＜解説＞ 

 開発委託の場合には、開発者側に、成果物が第三者の知的財産権を侵害しないこ

との表明保証を求める場合も少なくないが、本件は両当事者の知見を合わせて成果

物の創出に向けて取り組む共同研究開発であるから、第三者の知的財産権の侵害

が発覚した場合には、両者協力して処理解決することとし、紛争を認識した場合は

他方に速やかに通知することとしている。 

 責任と費用は、紛争の原因がある当事者の負担とし、当事者双方の過失による場

合には過失の度合いにより協議の上負担する旨規定している。 

 

 15 条（権利義務譲渡の禁止） 

第 15 条 甲および乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約

上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは

一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならない。 
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 16 条（解除） 

第 16 条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場

合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができ

る。 

① 本契約の条項について重大な違反を犯した場合 

② 支払いの停止があった場合、または競売、破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

④ 本単独発明または本発明に関する知的財産権の有効性を争った場合 

⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合 

2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて

なした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部また

は一部を解除することができる。 

＜ポイント＞ 

 契約解除に関する一般的な規定である。 

 4 号においては、ライセンス対象となっている本発明に関する知的財産権およびライ

センス対象となりうる本単独発明に関する知的財産権の有効性を争った場合には、

本モデル契約を解除できることとしている（いわゆる不争条項）。 

 

＜解説＞ 

 以下のように、いわゆるチェンジオブコントロール（COC）が解除事由として定められ

ることがある。しかし、そうすると、M＆A が解除事由となりかねず、上場審査やデュ

ーデリジェンスにおいてリスクと評価され得る。 

 したがって、スタートアップとしては、解除事由に COC が含まれている場合、それに

よる支障を説明し、削除を求めることを検討すべきである。 

 

【解除事由として定められる COC の例】 

他の法人と合併、企業提携あるいは持ち株の大幅な変動により、経営権が実質的に

第三者に移動したと認められた場合 
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 17 条（期間） 

第 17 条 本契約の有効期限は本契約締結日から 1 年間とする。本契約は、当初期

間や更新期間の満了する 60 日前までにいずれかの当事者が更新しない旨を書面

で通知しない限り、さらに 1年間、同条件で自動的に更新される。 

2 乙は、本研究が技術的に見て成功する可能性が低いと合理的に判断されるまた

は事業環境が変化し本研究の事業化が困難であると合理的に判断される等の合

理的理由がない限り、前項に定める更新を拒絶することができない。 

＜ポイント＞ 

 契約の有効期間を定めた一般的条項である。 

 

＜解説＞ 

 共同研究開発契約の有効期間は、「1 年間」などの具体的な期間を定めるケースや

開発の進捗を終了条件として定めるケースなどがあるが、いずれのケースにおいて

も契約の終了時期が明確に分かることが重要である。 

 本条 2 項は、事業会社が更新を拒絶できる場合を、本研究の成功や事業化が困難

と判断されるような合理的理由がある場合に限定している。事業会社との共同研究

開発が継続していることが、スタートアップの資金調達における VC 側の考慮要素と

なり得るため、事業会社側からの合理性のない更新拒絶を防止する趣旨である。 

 このような「合理的理由」は、様々なものが考えられるため契約締結時点で一義的に

定めることは困難である。もっとも、研究テーマによっては更新拒絶を可能とすべき

具体的な数値基準を定めることもできよう。当事者間のトラブルを避ける観点からは、

可能であれば、そのような具体的な基準を定めておく方が望ましい。 

 

 18 条（存続条項） 

第 18 条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても第 7 条（知

的財産権等の帰属および成果物の利用）ないし第 12 条（成果の公表）、第 14 条

（第三者との間の紛争）、19 条（損害賠償）、第 20 条（通知）、第 21 条（準拠法

および紛争解決手続き）および第 22条（協議解決）の定めは有効に存続する。 
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＜ポイント＞ 

 契約終了後も効力が存続すべき条項に関する一般的規定である。 

 

 19 条（損害賠償） 

第 19 条 甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方が契約上の義務に違反しま

たは違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反行為の停止または予防

および原状回復の請求とともに損害賠償を請求することができる。 

＜ポイント＞ 

 契約違反が生じた場合に違反行為の停止等および損害賠償請求ができることを規

定している条項である。 

 

＜解説＞ 

 損害賠償責任の範囲・金額・請求期間は、本研究の内容やコストの負担、委託料の

額等を考慮してスタートアップと事業会社の合意により決められる。例えば、損害賠

償額の上限を、研究成果に対する報酬の総額とすることが考えられる。 

 本研究は、損害立証が困難な秘密情報を取り扱うものであり、かつ、収益性が不明

確な研究開発段階の契約であることから、本条では、損害賠償請求だけでなく違反

行為の停止または予防および原状回復の請求が行えることとしている。具体的には、

特定の行為を求める仮処分や訴訟手続きなどを行うこととなる。 

 

 20 条（通知） 

第 20 条 本契約に基づく他の当事者に対する通知は、本契約に別段の規定がない

限り、すべて、他方当事者に書面または各種記録媒体（半導体記録媒体、光記録

媒体および磁気記録媒体を含むが、これらに限らない。）を直接交付し、郵便を送

付し、または他方当事者が予め了承する電子メールもしくはメッセージングアプ

リを利用して電磁的記録を送信することにより行うものとする。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約における通知方法の原則を定めた規定である。書面だけでなく USB メ

モリなどの媒体によるやり取りも可能とし、また、郵便やファックスに加え、相手方が

了承すれば電子メールやメッセージングアプリでの通知も認める規定としている。 
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 21 条（準拠法および紛争解決手続き） 

第 21 条 本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜ポイント＞ 

 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 

 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄を

定める他、各種仲裁によるとする場合がある。 

 

【変更オプション条項 1：知財調停】 

第 21 条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準拠

法とし、まず［東京・大阪］地方裁判所における知財調停の申立てをしなければ

ならない。 

2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

3 第 1 項に定める紛争を除く本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法

とし、第 1項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜解説＞ 

 紛争解決手段について、どの裁判管轄ないし紛争解決手段が適切かは一概には決

められず、当事者の話し合いで決定するのが望ましい。話し合いによる解決を目指

す場合、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において創設された知財調停を利

用することが考えられる。 

 「知財調停」は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争を取り扱う制度で

あり、仲裁手続き同様、非公開・迅速などのメリットがあるだけでなく、専門的知見を

有する調停委員会の助言や見解に基づく解決を行うことができ、当事者間の交渉の

進展・円滑化を図ることができるというメリットがある。 

 運用面では、原則として、3 回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示する
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ことにより、迅速な紛争解決の実現を目指すとされており、迅速に解決でき、コストや

負担を軽減できる可能性がある。 

 知財調停を利用するためには、東京地方裁判所または大阪地方裁判所いずれかを，

合意により調停事件の管轄裁判所とする必要がある。 

 知財調停は、当事者双方が話合いによる解決を図る制度であるため、当事者が合

意できず調停不成立となった場合は、訴訟等の手続きにより別途紛争解決が図られ

ることとなる。 

 また、仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、スタート

アップのような事案では、本条に変えて下記のような仲裁条項に変えるという選択肢も

ある。 

 

【変更オプション条項 2：仲裁】 

本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、（仲裁機関名）の仲

裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるものとする。 

＜ポイント＞ 

 紛争解決手続きとして仲裁を指定する条項である。 

 

＜解説＞ 

 仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、スタートアッ

プのような事案では、本条に変えて仲裁条項に変えるという選択肢もある。 

 

 22 条（協議解決） 

第 22 条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙誠実

に協議の上解決する。 

 

 その他のオプション条項  

 

 協議会の設置 
1 甲および乙は、本研究の効率化および甲乙間の合意形成を容易にするため、甲

乙各々から選ばれた委員からなる協議会を設ける。 
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2 甲および乙は、自らが選任した協議会の委員の変更・追加・削減を行う場合は、

その変更・追加・削減に関わる委員の名前と共にその旨を相手方当事者に連絡す

る。 

3 協議会での決定は、全委員の合意により行われる。協議会において全委員の合

意が得られず決定ができなかった問題は、甲および乙の最高責任者間の協議によ

り決められる。 

4 協議会は、次の事項について決定を行う。 

（1）本研究の具体的な遂行方法 

（2）各当事者への担当業務の進捗状況 

（3）本研究の遂行方法またはスケジュールの変更 

（4）本研究が事業化した際の当事者の権利 

（5）本研究の内容変更または中止 

（6）その他協議会が定める事項 

5 甲および乙は、本契約の目的を達成するために、定期的に（少なくとも 3 ヵ月

に 1回）または必要に応じて、協議会を開催して、甲および乙が行う本研究の成

果の報告を受けると共に、前項に挙げられた事項について協議決定する。 

6 協議会の議事は、その都度、議事録その他の書面により合意する。 

7 第 3 項によっても協議が調わない場合、各当事者は、書面によって相手方に相

当期間を定めて通知することにより、本契約を将来に向かって解除することがで

きる。この場合、両当事者は当該解除までの担当業務の報告を行う。 

＜ポイント＞ 

 当事者同士の協業を円滑にするために、情報交換や進捗方法の調整を行うための

会議の開催について定める規定である。 

 

＜解説＞ 

 オープンイノベーションにあたっては、慎重に進めたい事業会社側のスピード感と手

元資金が尽きるまでの限られた期間の中で迅速に進めたいスタートアップ側のスピ

ード感が合わず、アライアンスがうまくいかないケースが少なくない。 
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 この課題を解決するために、協議会への出席者について、（特に事業会社側におい

て）本研究について一定の決裁権をもったメンバーを入れることを義務化することも

考えられる。 
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ライセンス契約逐条解説5  

 
5 経済産業省ウェブサイト 
https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture.html 
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ライセンス契約書 

（新素材） 

 

 想定シーン  

1. X 社（樹脂に添加可能な放熱に関する新素材を開発した大学発スタートアップ）と

Y 社（自動車部品メーカー）の共同研究開発は順調に進み、研究成果として、樹

脂に対して本素材を特定量配合してなる透明性樹脂組成物、その成形体および

それからなるライトカバーについて、共同研究契約に基づきX社単独名義で特許

出願がなされた。 

2. また、本素材を用いた樹脂により形成されるヘッドライトカバーの量産化の目処

もついたことから、X 社から Y 社に対するライセンスの内容や事業化後の両社の

権利関係を協議することとなった。  

3. また、共同研究開発の結果、Y 社においては、当初想定していた製品（ポリカー

ボネート樹脂組成物からなるヘッドライトカバー。以下「当初製品」という。）以外

の製品（アクリル系樹脂組成物からなるテールランプカバー。以下「応用製品」と

いう。）にも研究成果を活用できると考えたため、Y 社は、X 社に対し、応用製品

についても研究成果の利用許諾を得たいと考えるに至り、本ライセンス契約を締

結することとした。 

4. ライセンスの条件の概要は以下のとおりである。 

① バックグラウンド技術のライセンスは、共同研究開発契約において当初製品

について定めたものと同様に、非独占的通常実施権により行うこと。 

② 研究成果は汎用性が高く、X 社の利用の自由度を確保しておくため、応用製

品については、非独占的通常実施権を設定すること。 

③ X 社は、本素材の技術力をブランディングするために取得した登録商標

「XXX」を、ヘッドライトカバーとテールランプカバーの PR に使用してもらうこ

とを希望し、Y 社もこの点を了承していること。 
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 前文 

 X社（以下「甲」という。）と Y社（以下「乙」という。）とは、甲乙間で●

年●月●日付で締結した共同研究開発契約に基づいて甲に単独帰属した特許権

等の応用製品に関する実施許諾の条件等を定めるため、次のとおりライセンス

契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約は、以下の各ライセンスをスタートアップから事業会社に対して行う

ための契約である。 

① 研究開発着手時に想定していなかった製品（応用製品）に、研究成果ならび

に共同研究開発に着手する前にスタートアップが保有していた特許権を利用

することについてのライセンス 

② 本素材についてスタートアップが保有する技術をブランディングするために保

有している商標権のライセンス 

 前提理解のため、知財等と対象用途、規定する契約種別の整理を以下に示す。 

対象  

 

知財等 

本製品 1 

（当初製品、共同研究開発契約で

対象としたヘッドライトカバー） 

本製品 2 

（応用製品、本ライセンス契約で

対象とするテールランプカバー） 

共同研究開発にて、

各々が単独で開発・

取得した知財等 

使用しない 使用しない 

共同研究開発の成果

として共同で発明さ

れた知財等 

共同研究開発契約にて規定 

（本モデル契約でも第 2 条で引用） 

・●年間は独占的通常実施権 

・ライセンス料：無償  など 

本ライセンス契約にて規定 

・非独占的通常実施権 

・ライセンス料：有償  など 

共同研究開発に着手

する前にスタートアッ

プが保有していた知

財等 

共同研究開発契約にて規定。 

（本モデル契約でも第 2 条で引用） 

・非独占的通常実施権 

・ライセンス料：有償  など 

本ライセンス契約にて規定 

・上記と同条件 

本商標 本ライセンス契約にて規定 

 ・非独占的通常使用権 

 ・無償 
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＜解説＞ 

 共同研究開発契約では、共同研究開発に着手する前にスタートアップが保有し

ていた特許権等（以下「本バックグラウンド特許権」という。）および研究成果に

かかる発明に関して、研究開発時に想定していた製品（「ヘッドライトカバー」）

の製造等についてライセンスする旨の条項を設けている。 

 一方、共同研究開発終了後における、スタートアップの本バックグラウンド特許

権や研究成果にかかる発明に関する、応用製品の製造等についてのライセン

スは、共同研究開発の結果によってその要否および内容が異なるため、同契

約書には規定されていない。 

 そこで、本モデル契約は、応用製品の製造等について、①バックグラウンド特

許権および②研究成果に関するライセンスを行うものである。 

 本モデル契約（ライセンス契約）においては、許諾条件（独占・非独占の別、許

諾範囲、ライセンス料等）、技術情報の提供の有無、改良技術の取扱い等が交

渉のポイントとなる。 

 

 1 条（定義） 

第 1 条 本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意味

を有する。 

① 本製品 1 

  別紙製品目録 1記載のヘッドライトカバーをいう。 

② 本製品 2 

  別紙製品目録 2記載のテールランプカバーをいう。 

③ 本製品 

  本製品 1および本製品 2を総称したものをいう。 

④ 本特許権 

  甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権または特許出願をいい、これ

には甲乙間で●年●月●日付で締結した共同研究開発契約第 2 条第 3 号に定

める本発明の全部または一部に基づく特許権または特許出願が含まれる。 

⑤ 本バックグラウンド特許権 

  甲乙間で●年●月●日付で締結した共同研究開発契約第 2 条第 1 号に定め

るバックグラウンド情報（以下「バックグラウンド情報」という。）の全部ま

たは一部に基づき取得された、甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権
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または特許出願をいう。 

⑥ 本商標 

  甲が有する別紙「知的財産目録」記載の各商標（商標出願および商標登録の

有無を問わないものとする。）をいう。 

⑦ 本特許権等 

  本特許権、本バックグラウンド特許権および本商標に係る商標権をいう。 

⑧ 本地域 

  全世界をいう。 

⑨ 改良技術 

  特許を受けられるか否かに拘わらず、本製品または本製品の製造もしくは

使用方法に関するすべての改良、修正および変更をいう。 

⑩ 関連会社 

  別紙関連会社目録に記載の会社をいう。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約で使われる主要な用語の定義に関する規定である。 

 

＜解説＞ 

本製品の定義 

 「本製品」の定義によって、権利許諾の範囲が確定することとなるため、記載の

仕方には注意が必要である。ここでは「本製品 1」が共同研究開発の際に想定し

ていた当初製品、「本製品 2」が応用製品を指している。 

 本製品の定義を、「自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」または

「自動車用テールランプカバー」とだけ記載した場合、本特許権を実施しない製品

についてもライセンス対象製品に含まれ、ライセンス料の計算に算入されてしまう。 

 一方、「本特許権を実施する自動車用の樹脂により形成されるヘッドライトカバー」

等と「本特許権を実施する」という要件も含めて定義した場合、スタートアップは、

本製品 2 に本特許権にかかる特許発明が実施されていることを確認できない限

り、本来ライセンス対象となるべき製品の売上等をライセンス料の計算に算入で

きない。 

 そこで、本モデル契約においては、ライセンスを受ける製品を別紙製品目録にお

いて定めることとした。同目録においては、製品名や製品番号等で対象製品を特

定することが考えられる。 
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特許権の定義 

 「本特許権」には、共同研究成果にかかる特許出願または特許権、「本バックグ

ラウンド特許権」には、共同研究開発に着手する前にスタートアップが保有してい

た特許権等が含まれるよう、これらを別紙「知的財産目録」に記載する必要があ

る。 

 このように「本特許権」と「本バックグラウンド特許権」を分けて定義するのは、本

製品 1 において、「本特許権」については共同研究契約に基づく独占的実施許諾

が、「本バックグラウンド特許権」については本モデル契約に基づく非独占的実施

許諾がなされており、さらに実施許諾地域も異なるなど、実施許諾条件が異なる

ためである。 

 

本地域の定義 

 「本地域」の定義は、権利許諾の範囲を定めるものである。本条では全世界とし

ているが、特許権は国ごとに発生するものであり、当該発生国においてのみ特許

権としての効力を有するので、対象国を列挙することもある（属地主義）。 

 本地域の範囲について、スタートアップが特許権を保有する範囲とすることも考

えられる。 

 

【追加オプション条項：技術情報】 

⑪「本技術情報」 

 本特許権にかかる特許発明を実施するにあたって必要となる設計図・仕様書・

図表などの資料および技術情報をいう。 

＜解説＞ 

 特許のライセンスのみでは事業会社が本製品の製造ができない場合は、技術情

報やノウハウ等も合わせてライセンスすることも考えられる。 

 その場合は、技術情報を定義するが、スタートアップとしては、上記の定義を採

用した場合には、自社がブラックボックス化しているノウハウ等の開示と利用許

諾を行う義務を負うことになるため、ノウハウの開示が不必要なケースにおいて

不用意にノウハウを含んだ技術情報のライセンスに応じるべきではない。 
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【コラム】本製品が事後的に改良された場合の扱い 

 上記のようにライセンスの対象となる製品（本製品）を別紙等で詳細に特定する

ことは通常行われる実務であるが、本製品が将来改良されて、別紙による特定

から逸脱することが想定される。 

 このような事態を防止するために、別紙による本製品の特定について、ある程度

上位概念的に記載するという方法と、「本製品」をある程度詳細に特定した上で、

定義規定にライセンスの対象製品として、「本製品（基本的な設計思想を同一に

する改良品を含む。）」というような表現にする、という方法がある。 

 いずれにせよ、ライセンス契約を起案する際には、製品には常に改良が伴いうる

ということを念頭に、ライセンス対象を特定する必要がある。 

 知的財産目録についても同様の問題がある。すなわち、後に一方当事者が単独

で取得した特許権についても、ライセンス範囲とするのかという論点である。 

 本製品の改良を前提としない場合、かかる論点は生じにくいが、そうでない場合

は上記と併せて考える必要がある。 

 

 2 条（権利の許諾） 

第 2 条 甲および乙は、本製品 1 の製造・販売のための本特許権の通常実施権

が、甲乙間で締結した●年●月●日付共同研究開発契約第 7 条 1 項および第

7項に記載の条件で設定されていることを確認する。 

2 甲および乙は、本製品 1の製造・販売のための本バックグラウンド特許権の

非独占的通常実施権が、甲乙間で締結した●年●月●日付共同研究開発契約

第 7 条第 2 項に記載の条件（ただし、ライセンス期間は本条第 6 項の定めが

優先するものとする。）で設定されていることを確認する。 

3 甲は、乙に対し、本地域内において、本製品 2の設計、製造・販売のために、

本特許権および本バックグラウンド特許権の非独占的通常実施権を許諾す

る。本特許権および本バックグラウンド特許権の対価は 4条で定める。 

4 乙は、前項所定の許諾地域外であっても、本製品 2を輸出することができる。 

5 乙は本製品に本商標を付すように努めるものとし、当該使用の限りにおい

て、甲は、乙に対し、本商標の非独占的通常使用権を無償で付与する。 

6 本条に定める実施権および使用権の許諾期間は、本契約の期間中または各権

利の存続期間満了までのいずれか早いほうとする。 

7 乙は、甲が、本特許権または本バックグラウンド特許権（日本の特許権およ

- 131-



8 
 

び日本の特許法第 127 条に相当する特許法がある外国の特許権を対象とす

る。）に関し、無効理由を解消させる目的で訂正審判請求または無効審判手続

における訂正請求を行う場合（以下「訂正等」という。）、甲が訂正等をするこ

とを予め承諾する。 

＜ポイント＞ 

 スタートアップから事業会社に対する本特許権、本バックグラウンド特許権および

本商標にかかる商標権のライセンスについて定めたものである。 

 

＜解説＞ 

特許権の整理 

 ①対象製品（本製品 1【当初製品】か本製品 2【応用製品】）か）および②共同研究

開発により創出された特許権（本特許権）の許諾か本バックグラウンド特許権の

許諾か、を記載する必要がある。これを整理したのが以下の表である。 

 

 本製品 1 本製品 2 

共同研究開発の

成果として共同で

発明された知財等 

本モデル契約第 2 条 1 項および共

同研究開発契約第 7条第 7 項に規

定 

・ ライセンス対象：本製品 1 の設

計・製造・販売 

・ ●年間は独占的通常実施権 

  その後は非独占的通常実施権 

・ ライセンス料：無償 

・ 地理的範囲：全世界 

・ ライセンス期間：本モデル契約

の期間中または各権利の存続期

間満了までのいずれか早いほう 

本モデル契約第 2 条 3 項、4 条に

規定 

・ ライセンス対象：本製品 2 の設

計・製造・販売 

・ 非独占的通常実施権 

・ ライセンス料：有償 

・ 地理的範囲：本地域（全世界） 

・ ライセンス期間：本モデル契約

の期間中または各権利の存続期

間のいずれか早いほう 

共同研究開発に

着手する前にスタ

ートアップが保有

していた知財等 

本モデル契約第 2 条 2 項および共

同研究開発契約第 7条 2 項に規定 

・ ライセンス対象：本製品 1 の設

計・製造・販売 

・ 非独占的通常実施権 

本モデル契約第 2 条 3 項、4 条に

規定 

内容は上記と同条件。 
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・ ライセンス料：有償（ライセンス期

間中に事業会社の販売するすべて

の本製品1の正味販売価格の●％

（外税）） 

・ 地理的範囲：全世界 

・ ライセンス期間：●年 

本商標 本ライセンス契約にて規定 

 ・非独占的通常使用権 

 ・無償 

 

 なお、本条では取り扱っていないものの、共同研究開発においてスタートアップま

たは事業会社の単独発明が生じた場合には、共同研究開発契約 7 条 1 項に基

づき、単独発明にかかる特許権等の知的財産権のライセンスの有無および条件

を別途協議の上定めることとなる。 

 ライセンスの条件については、同発明の重要性や本製品との関係性を考慮しな

がら、独占的ライセンスにするか否か、有償にするか否か、有償にする場合にい

かなる算定式でライセンス料を算定するか等を決定する必要がある。 

 

ライセンスの範囲 

 ライセンサー（実施許諾者）は、ライセンシー（実施権者）による想定外の実施を

防ぐため、ライセンス（許諾）の範囲を限定的に定める必要がある。本条ではライ

センスの対象を製品で限定している。 

 特に、スタートアップは、自社の競争優位性を保つ上で、特許 1 件あたりの重要

性が事業会社のそれに比して高いことが多いから、ライセンスの対象を過度に広

く設定しないよう留意すべきである。 

 逆に、事業会社は、真に自社事業に必要な範囲にライセンス対象を留めるよう配

慮することが、スタートアップとの中長期的な関係を築くために重要である。オー

プンイノベーションを通じて自社の事業を継続的に強化していくための秘訣のひ

とつであるといえよう。 
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専用実施権 

 本条では、1 条⑧号所定の本地域内において、本製品 2 の製造販売に関する非

独占的通常実施権を許諾している。専用実施権（特許法 77 条）が提案されること

もあるが、専用実施権を設定する場合、契約で別段の定めがなければ、特許権

者であるスタートアップ自身も実施ができない（通常実施権の場合は、スタートア

ップ自身も実施ができる。）。 

 事業会社にとって専用実施権を提案する最大のメリットは、事業会社自ら差止請

求権を有する、ということである。反面、差止請求権を行使した場合に抗弁的な

法的措置として一般的な特許無効審判は、ライセンサー（スタートアップ）自らが

対応しなければならない点には留意が必要である。 

 したがって、スタートアップとしては、専用実施権の設定は慎重に判断すべきであ

る。 

 なお、専用実施権制度はグローバルには普遍性を有する制度ではないので、こ

の点も留意する必要がある。 

 

商標等の許諾 

 本条では、スタートアップが保有する特許および技術のブランド化の観点から、

同技術等に関する商標権をスタートアップが保有していることを前提に、事業会

社に対して同商標権の使用許諾を行なっている。 

 スタートアップとしては、コアとなる技術のブランディングの観点から、当該技術の

名称等につき商標登録を行い、商標権を取得することも検討すべきである。 

 なお、本件の場合、スタートアップは事業会社に本商標を使用させるということを

超えて、より積極的に、ブランディングの観点から本商標を事業会社に使用させ

たいという意向があることを前提として、事業会社に対して、本製品に本商標を

付する努力義務を課している。 

 商標の使用許諾までは行わない、類似のブランディング方法としては、製品の説

明書やウエブサイトに「この製品は○○社のα技術を採用しております。」「この製

品は○○社と共同して開発した成果を利用しております。」との記述をしてもらう

ことである。このような記述がブランディングのみならず、資金調達等に及ぼすプ

ラスの影響は計り知れない。 
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訂正審判等の承諾 

 本条 7 項は、訂正審判等に関する事前承諾を定めたものである。 

 特許法 127条は、「特許権者は、専用実施権者、質権者または・・・通常実施権者

があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することが

できる。」と定めている。 

 そのため、訂正審判等の必要性を考え、上記条項を設けている。 

 

【コラム】独占的な実施権 

 独占的な実施権は、第三者に対する参入障壁となるので、実施権者に対して、い

わば「商圏を与える」という趣旨を持つ。 

 手元資金の厚さが企業存続に影響を及ぼすスタートアップは、時として、特許の

実施許諾と引き換えに一時金の獲得を目指すことがあるが、そのような場合には

独占的な実施権の付与を前提に、「年間△△万円のリターンが得られる商圏を

獲得するために一時金○○万円を支払う、設備投資のようなものですよ。独占期

間内の●年間で十分に回収可能です。」という提案をしていくことになる。 

 

 3 条（禁止事項） 

第 3 条 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、以下の各号に掲

げる行為をしてはならないものとする。 

① 第三者（乙の子会社または関連会社を除く）に前条に定める実施権および使

用権を再許諾すること。 

② 本契約に基づく権利を一部または全部を問わず第三者に譲渡、移転、担保設

定、リース、貸与または共有等すること。 

＜ポイント＞ 

 ライセンシーの禁止事項を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 本件では、事業会社が自ら製造を行うことを想定していることから、事業会社に

よる第三者へのサブライセンスを禁止している（本条 1 号）。 

 ただし、ライセンシーは自社の子会社や関連会社で製造販売を行うことも考えら

れるため、これらを第三者の範囲から除いている。 
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 しかし、「関連会社」の定義はあいまいであるため、「関連会社」という文言を使用

するときは、これを定義規定や別紙等で特定する必要がある（本モデル契約にお

いては別紙で特定する形式にしている（第 1 条第 10 号）。 

 なお、子会社または関連会社以外にサブライセンスの必要があることが契約締

結までに判明している場合は、別紙等で当該サブライセンス先を特定した上で、

サブライセンスを許可することもありえよう。 

 本条 2 号は、許諾された権利の譲渡、移転、担保設定等を禁止する一般的規定

である。 

 

 4 条（本製品 2 に関するライセンス料） 

第 4 条 乙は、甲に対し、本製品 2 に関する本特許権および本バックグラウン

ド特許権に係る発明の実施許諾の対価（以下「ライセンス料」という。）とし

て、以下の支払いを行う。 

 ① 本契約締結日から 1ヶ月以内に金●円（外税） 

 ② 本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品 2の正味販売価格の 

●％（以下「ランニングロイヤルティ」という。） 

2 乙は、甲に対し、ランニングロイヤルティの計算のため、本契約締結日以降、

［期間］毎に、当該期間の販売状況（販売個数・単価、その他ランニングロイ

ヤルティの計算に必要な情報を含む）を[●から●日以内に]書面で報告する

とともに、当該ランニングロイヤルティを当該期間の末日から●日以内に支

払うものとする。 

3 乙は前項のライセンス料を甲が指定する銀行口座振込送金の方法により支

払う。これにかかる振込手数料は乙が負担するものとする。 

4 本条で定めるライセンス料についての消費税は外税とする。 

5 本条のライセンス料の遅延損害金は年 14．6％とする。 

＜ポイント＞ 

 本モデル契約におけるライセンス（本製品 2 についての本特許権および本バック

グラウンド特許権の非独占ライセンス）の対価としてのライセンス料の金額、支払

時期および支払方法を定める条項である。 

 ライセンス料（率）を決定するためには、スタートアップが提供する特許等の希少

性や重要性、本製品の市場規模、販売価格や製品寿命、あるいは本製品の付
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加価値における当該特許等の貢献度など、個別のケースに応じた幅広な検討が

必要である。 

 また、上記条項では、ランニングロイヤルティの算定を本製品 2 の正味販売価格

（総販売価格から運賃や保険料および梱包費などの経費を控除した販売価格）

に基づき行っているが、販売価格を基準にすることもありうる。 

 

 

＜解説＞ 

ライセンス料設定の考え方 

 ライセンス料については、①ライセンス契約締結時にまとまった額を支払い（イニ

シャルフィー）、②その後は実施量に応じて定期的に支払う（ランニングロイヤル

ティ）のが一般的である。 

 交渉においては、イニシャルフィーとランニングロイヤルティの料率がトレードオフ

の関係になることがある。その際、ランニングロイヤルティに重きをおいてハイリ

スクハイリターンを狙うか、イニシャルフィーに重きを置いて足元のキャッシュフロ

ーを固めるか、という判断が必要になる。 

ランニングロイヤルティ ：ライセンス対象製品の製造販売量が少なければライセ

ンス料が少なくなるが、製造販売量が多ければライセンス料が多くなる。 

イニシャルフィー ：ライセンス対象製品の製造販売量に関わらず、契約締

結時点で一定のまとまった額が入ることとなる。 

 本件では独占的通常実施権を設定していないが、独占的通常実施権を設定する

場合においては、他社へライセンスできないことに対する補償として、対象製品

の製造販売の数量に関わらず、一定のライセンス料を最低額として（ミニマムギ

ャランティとして）設定した上でランニングロイヤルティを設定することもありうる。 

 ランニングロイヤルティは、年度ごとや、半期ごとの報告・支払いを義務付けるも

のが多いといえるが、四半期ごと、毎月というものも存在する。 

 ランニングロイヤルティを規定する場合、その支払い金額を裏付ける報告義務を

課すことが通常である。当該報告義務の対象は、ランニングロイヤルティを計算

するに必要最小限の範囲を定めることが原則となる。 

 逆に言うと、「ライセンス料の計算基準＝報告監査可能」という公式を満たすよう

に、ライセンス料の計算基準を決めることがセオリーとなる。 
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 5 条（監査） 

第 5 条 甲は、乙に対して、報告されたライセンス料に関連する製品の売掛台

帳、決算書、その他の経理書類・帳簿類を開示すべきことを請求することがで

きる。 

2 甲は、乙に対して、報告されたライセンス料に関して、公認会計士その他中

立な第三者による監査を請求することができる。 

3 前項の費用は甲が負担する。ただし、監査の結果、乙の報告したライセンス

料額が支払うべきライセンス料額よりも 10％以上少なかった場合、甲は乙に

対してその費用を求償することができる。 

4 甲は、本契約の各条項が遵守されているか否かを調査するため、乙に対し、

いつでも本商標を使用する乙の商品およびその包装、その商品に関する広告、

カタログ等の提出を要求し、これを自ら検査することができる。 

＜ポイント＞ 

 第 4 条のライセンス料の計算が正しいことを確認するための監査の方法を定め

た規定である。 

 

＜解説＞ 

 監査の費用については、原則はライセンサー（実施許諾者）が負担することを原

則としつつも、監査の結果、不正が発生した場合はライセンシー（実施権者）が負

担することとしている。ただし、不正の定義で争いが生じることもあるため、ライセ

ンス料の 10％以内の誤差は除くものとしている。 

 スタートアップがライセンサーの場合、監査費用の負担が困難なケースも少なく

なく、監査請求が実質的な解決策にならない場合もある。そのため、報告された

ライセンス料が正しいことについて、一定の手数料をスタートアップが負担するこ

とで、事業会社名義の意見書の提出を求めることができるようにする等、異なる

監督手段を設けることも考えられる。 

 ランニングロイヤリティの支払いが適正でなかった場合には、未払い分につき遅

延損害金年利 14．6％が発生することとなり（本モデル契約 4 条 5 項）、これが実

質的なペナルティとなっている。 
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 6 条（ライセンス料の不返還） 

第 6 条 乙は、本契約に基づき甲に対して支払ったライセンス料に関し、計算

の過誤による過払いを除き、本特許権等の無効審決が確定した場合（出願中の

ものについては拒絶査定または拒絶審決が確定した場合）を含むいかなる事

由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤

による過払いを理由とする返還の請求は、支払後 30日以内に書面により行う

ものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。 

＜ポイント＞ 

 支払われたライセンス料についての不返還を定めた条項である。 

 

＜解説＞ 

 支払済みの対価の返還については、出願中の特許に拒絶査定が出て特許が成

立しない、対象となる特許が無効審判により無効にされてしまった場合などに問

題が生じやすい。 

 本条を認める代わりに、以下のオプション条項のとおり、特許登録前後でライセ

ンス料率に差を設けるということも考えられる。オプション条項では出願中の特許

が 1 つであることを前提としている。出願中の特許が複数ある場合は、そのうち

の一部のみが特許として登録される可能性がある点に留意されたい。 

 

【第 4 条 1 項変更オプション条項：未登録特許のロイヤルティ】 

第 4 条 乙は、甲に対し、本特許権および本バックグラウンド特許権に係る発

明の実施許諾の対価（以下「ライセンス料」という。）として、以下の支払い

を行う。 

 ① 本契約締結日から 1ヶ月以内に金●円（外税） 

 ② 本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品 2 の正味販売価格につい

て以下の料率（以下「ランニングロイヤルティ」という。） 

 [出願中の特許]が特許として登録されるまでに乙が販売した本製品 2 に

ついては、本製品 2の正味販売価格の●％ 

 [出願中の特許]の特許登録後に乙が販売した本製品 2については、本製品

2の正味販売価格の●％ 

 

 

- 139-



16 
 

 7 条（改良技術） 

第 7条 甲は乙に対し、自己の裁量で、本契約期間中に、本特許権または本バッ

クグラウンド特許権にかかる発明に改良、改善等をした場合（本製品に関する

改良技術を開発した場合を含むが、これに限られないものとする）、その事実

を通知し、さらに、乙の書面による要請があるときは、当該改良技術を乙に開

示する。乙は、本契約第 2条に規定される条件に準じて、本地域において、か

かる改良技術に基づき本製品を製造、販売する非独占的権利を有する。 

2 甲が当該改良技術につき特許を取得した場合、乙は、本契約に規定される 

条件に従い、本地域において、当該特許にかかる発明を無償で実施する非独占

的権利を有する。 

3 乙は、本契約期間中に乙により開発されたすべての改良技術を、開発後直ち

に甲に開示し、当該改良技術につき、当該改良技術に基づき本製品を製造、使

用および販売する無期限、地域無限定、無償かつ非独占的な実施権を、再許諾

可能な権利と共に、甲に許諾する。 

4 乙が、いずれかの国において当該改良技術の特許出願または実用新案出願を

申請することを希望する場合、乙は甲に対し、かかる出願前に出願内容の詳細

を開示するものとする。 

 

＜ポイント＞ 

 当事者が、ライセンス対象の特許を基本特許として、応用・改良技術を開発した

場合の取り扱いを定めた規定である。これを整理したのが以下の表である。 

ラ イ セ ン サ ー

（スタートアッ

プ）による改良 

 通知義務無し、事業会社が要求した場合は開示義務あり 

 事業会社に非独占的権利を許諾、無償 

ラ イ セ ン シ ー

（事業会社）に

よる改良 

 通知義務あり、開示義務あり 

 スタートアップに非独占的権利を許諾、無償 

外国出願の取り

扱い 

 ライセンシー（事業会社）が特定の国への出願を希望した場

合、ライセンサー（スタートアップ）に対し、事前に出願内容

を開示 

 例えば、ライセンシーによる改良技術の取り扱いについて定めていなかった場合、

数年後、ライセンシーが基本特許の周辺に100件を超える応用・改良特許を出願
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し、これら改良特許のライセンスとのクロスライセンスを提案してくるということも

あるため、改良技術の取り扱いを定めておくことは重要である。 

 共同研究開発契約 7 条 12 項でも改良技術の取り決めがなされているが、同条

項のみでは、共同研究開発契約の契約期間満了後に改良結果が生じた場合に

対応できなくなるため、ライセンス契約において改めて改良技術が生じた場合の

取り決めを定めておく必要がある。 

 

＜解説＞ 

ライセンサーの改良技術 

 1 項および 2 項は、ライセンサー（スタートアップ）が改良技術を開発した場合の

規定である。本項では、ライセンサーに改良技術の通知の裁量を与えつつ、ライ

センシー（事業会社）が要請した場合には、本製品の製造販売についての非独

占的権利が許諾されるとしている。 

 2 項では、改良技術のライセンスについて特段追加のライセンス料を必要としな

いこととしているが、追加のライセンス料その他の条件の見直しについて定める

ことも考えられる。 

 なお、改良発明に関する事業会社による国外での出願について、スタートアップ

に対し、当該出願（または登録後の権利）の買取の優先交渉権を与えることも考

えられる。 

 

【追加オプション条項：ライセンス料等の見直し】 

3 前 2項の場合、甲乙は第 4条に定めるライセンス料その他の条件の変更に

ついて協議を行うものとする。 

＜ポイント＞ 

 本オプション条項を追加する場合、第 2 項の次に配置することになる。 

 

ライセンシーの改良技術 

 3 項以下は、ライセンシー（事業会社）が改良技術を開発した場合の規定である。 

 ライセンシーには、改良技術の通知義務を課すとともに、ライセンサーに対し、非

独占的権利を無償で許諾することとしている。また、ライセンシーの改良技術の

特許出願については、事前にライセンサーに対し出願内容の詳細を開示するとと

もに、当該特許の買い取りに関する優先交渉権を与えることとしている。 
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 8 条（本商標） 

第 8 条 乙は、第 2 条第 5 項の規定に基づき本商標を使用する場合、商標法そ

の他関連法規の規定を遵守するとともに、本商標の機能を損ない、権利の喪失

を招くことのないように努めなければならない。 

2 乙は、甲の事前の同意なしに、以下の各号に定める行為を行ってはならない。

ただし、甲乙間で協議の上、本契約に基づき使用可能な本商標に類する商標を

定めた場合は、当該商標を本製品に使用することができるものとする。 

（1）本商標を本製品に類似する商品に使用する行為 

（2）本商標に類似する商標を本製品に使用する行為 

（3）本商標に類似する商標を本製品に類似する商品に使用する行為 

3 乙は、本商標の使用に際し、その商品の品質の低下等により、本商標にすで

に化体されている業務上の信用を失墜させるような行為をしてはならない。 

＜ポイント＞ 

 ライセンサーが保有技術についての商標を有する場合に、この商標の使用方法

について定めた規定である。 

 商標法 53 条は、「専用使用権者または通常使用権者が指定商品もしくは指定役

務またはこれらに類似する商品もしくは役務についての登録商標またはこれに類

似する商標の使用であって商品の品質もしくは役務の質の誤認または他人の業

務に係る商品もしくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登

録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と定めているため、本

商標の登録の取消事由が発生することを防止するべく、2項の規定が設けられて

いる。 

 また、本商標のブランド価値の棄損を防止するべく、3 項では、商標の信用失墜

行為を禁止している。 

 

 9 条（第三者の権利侵害に関する担保責任） 

第 9条 甲は、乙に対し、本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売が第

三者の特許権、実用新案権、意匠権等の権利を侵害しないことを保証しない。 

2 本契約に基づく本製品の製造、使用もしくは販売に関し、乙が第三者から前

項に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合（訴訟を提起され

た場合を含むが、これに限らない。）には、乙は、甲に対し、当該事実を通知
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するものとし、甲は、乙の要求に応じて当該訴訟の防禦活動に必要な情報を提

供するよう努めるものとする。 

3 乙は、本特許権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害

の事実を甲に対して通知するものとする。 

＜ポイント＞ 

 ライセンス対象となる特許権等の非保証を定めた規定である。 

 1 項の特許非保証を前提として、2 項は、ライセンシーが第三者から訴訟提起さ

れた場合のライセンサーの協力義務を定めたものである。 

 

＜解説＞ 

 ライセンスの対象となる特許等については、第三者の権利侵害がないことを保証

する（いわゆる「特許保証」）のが当然だという考え方になりがちである。 

 しかし、特許保証を行うことは、下記コラムに記載のとおり、ライセンサーのリスク

が非常に高い。スタートアップと事業会社の間の適切なリスク分配という観点か

らは、特許保証までは行わないという前提で他の条件を定めることが適切である。

仮に、特許保証をするにしても、「甲が知る限り権利侵害はない」「甲は権利侵害

の通知をこれまで受けたことはない」ことの表明にとどめるべきである。 

 

【コラム】 特許保証をするとライセンサー（特許権者）のリスクが高い理由 

 特許紛争が生じた場合、特許保証を前提とすると、理屈上、ライセンサーは必ず

損をする（少なくとも得はしない）。 

 今、スタートアップが事業会社に対して特許ライセンスをして、事業会社が本製品

を 1 億円売り上げたとする。この場合、スタートアップが得るロイヤルティは、ライ

センス料率 3%とすると 300 万円である。他方、事業会社に対して、第三者がその

保有する特許に基づいて特許侵害を主張した場合、当該 1 億円の売り上げに対

する損害額は、 

① ライセンス料相当額（特許法 102 条 3 項参照）で計算して 300 万円、 

② 得べかりし利益（同 2 項）で計算して限界利益率を 10％と仮定すると

1000 万円、ということになる。 

 特許保証とは、これらの損害額についてライセンサーが保証すべきというものな

ので、ライセンサーはライセンス料として 300 万円獲得し、特許保証で 300 万円

または 1000 万円を支払うという計算になるから、理屈上得はしない。 
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 10 条（秘密情報、データおよび素材等の取扱い） 

第 10条 甲および乙は、本契約の遂行のため、文書、口頭、電磁的記録媒体そ

の他開示および提供（以下「開示等」という。）の方法ならびに媒体を問わず、

また、本契約の締結前後に関わらず、甲または乙が相手方（以下「受領者」と

いう。）に開示等した一切の情報およびデータならびに素材、機器およびその

他有体物、（別紙●●列挙のものおよびバックグラウンド情報を含む。以下「秘

密情報等」という。）を秘密として保持し、秘密情報等を開示等した者（以下

「開示者」という。）の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示等また

は漏えいしてはならないものとする。 

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報について

は、秘密情報に該当しない。 

① 開示者から開示等された時点で既に公知となっていたもの 

② 開示者から開示等された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となった

もの 

③ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示等提供

されたもの 

④ 開示者から開示等された時点で、既に適法に保有していたもの 

⑤ 開示者から開示等された情報を使用することなく独自に取得し、又は創出

したもの 

3 受領者は、秘密情報等について、事前に開示者から書面による承諾を得ずに、

本契約の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本契約

遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるも

のとする。 

4 受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面による同意なく、秘密

情報等の組成または構造を特定するための分析を行ってはならない。 

5 受領者は、秘密情報等を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員

および従業員（以下「役員等」という。）に限り開示等するものとし、この場

合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示等を受けた当該

役員等に退職後も含め課すものとする。 

6 本条第 1項および同条第 3項ないし第 5項の定めにかかわらず、受領者は、

次の各号に定める場合、可能な限り事前に開示者に通知した上で、当該秘密情
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報等を開示等することができるものとする。 

① 法令の定めに基づき開示等すべき場合 

② 裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに従った開示等の

要求がある場合 

③ 受領者が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律

上負担する者に相談する必要がある場合 

7 本契約が終了した場合または開示者の指示があった場合、受領者は、開示者

の指示に従って、秘密情報等（複製物および改変物を含む。）が記録された媒

体、ならびに、未使用の素材、機器およびその他有体物を破棄もしくは開示者

に返還し、また、受領者が管理する一切の電磁的記録媒体から削除するものと

する。なお、開示者は受領者に対し、秘密情報等の破棄または削除について、

証明する文書の提出を求めることができる。 

8 受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報等により、開示

者の知的財産権を譲渡、移転、利用許諾するものでないことを確認する。 

9 本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であ

り、本条の主題に関する両当事者間の書面または口頭による提案、およびその

他の連絡事項の全てに取って代わる。 

10 本条の規定は、本契約が終了した日よりさらに 5 年間有効に存続するもの

とする。 

＜ポイント＞ 

 相手から提供を受けた秘密情報等の管理方法に関する条項である。 

 

＜解説＞ 

従前に締結した秘密保持条項との関係整理 

 秘密保持契約、ＰｏＣ契約や共同研究開発契約に引き続いてライセンス契約を締

結する場合、ライセンス契約よりも前に締結した契約における秘密保持条項とラ

イセンス契約における秘密保持条項の関係が問題となる。 

 ライセンス契約において秘密保持条項を設けずに前者が引き続き適用されると

することもあるが、本モデル契約においてはライセンス契約内の秘密保持条項が、

すでに締結されている秘密保持条項を上書きすることを 9 項で明記している。 
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 なお、既存の秘密保持条項およびライセンス契約の秘密保持条項の内容次第で

は、既存の秘密保持条項よりも、ライセンス契約の秘密保持レベルが落ちる可能

性があるため、その点に留意した上で優先関係を定めることが望ましいであろう。 

 

秘密情報の定義（秘密である旨の特定の要否） 

 秘密情報の定義については、当事者間でやりとりされる情報を包括的に対象と

する場合と、個別に秘密である旨の特定を要求する場合があるが、技術情報提

供のために各種の情報、データ、素材等がやりとりされることがあるライセンス段

階において、秘密である旨の特定を忘れることによるリスクを避けるため、前者を

採用している。 

 他方で、秘密情報を「一切の情報」と包括的に定義すると、範囲が広過ぎるとして

有効性が争われ、逆に保護の範囲が狭まってしまう（秘密情報とは保護に値する

情報を意味すると限定解釈される）リスクが発生する。このリスクを排除するため

には、「秘密を指定」する条文を採用すればよい。 

 なお、「秘密を指定」する条文オプションとその背景となる秘密情報の範囲に関す

る考え方については、「秘密保持契約」のモデル契約書に詳細に解説しているた

め、そちらも参考にされたい。 

 

 11 条（期間） 

第 11条 本契約の有効期限は本契約締結日から●年間とする。本契約は、当初

期間や更新期間の満了する 60日前までに、いずれかの当事者が合理的な理由

に基づき更新しない旨を書面で通知しない限り、1年間の更新期間（以下、そ

れぞれ「更新期間」という。）で、同条件で自動的に更新されるものとする。 

＜ポイント＞ 

 契約の有効期間を定めた一般的条項である。 

 

＜解説＞ 

 ライセンシーの場合は、契約期間を「対象となる全ての特許が満了等により消滅

するまで」と規定し、更新時の再交渉を避けるというのがセオリーである。 

 もっとも、ライセンシーは特許権に係る発明を実施するために相当程度の額をか

けて設備投資をすることとなるため、合理的な理由なくして一定期間（●年間）で

ライセンスを含めた本モデル契約の有効期間が満了してしまうことは大きなリス
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クとなる。そこで、本条においては、契約期間を●年としつつ、更新拒絶がない限

り自動更新することとし、合理的な理由なくして更新拒絶できないこととした。 

 

 12 条（解除） 

第 12条 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた

場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除すること

ができる。 

① 本契約の条項について重大な違反を犯した場合 

② 支払いの停止があった場合、または競売、破産手続開始、民事再生手続開

始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合 

③ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

④ 本特許権または本バックグラウンド特許権の有効性を争った場合 

⑤ その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場

合 

2 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定め

てなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部

または一部を解除することができる。 

＜ポイント＞ 

 契約解除に関する一般的規定である。 

 4 号においては、ライセンス対象となっている本特許権および本バックグラウンド

特許権の有効性を争った場合には、契約を解除できることとしている（いわゆる

不争条項）。 

 

＜解説＞ 

 以下のように、いわゆるチェンジオブコントロール（COC）が解除事由として定めら

れることがある。しかし、そうすると、M＆A が解除事由となりかねず、上場審査や

デューデリジェンスにおいてリスクと評価され得る。 

 したがって、スタートアップとしては、解除事由に COC が含まれている場合、それ

による支障を説明し、削除を求めることを検討すべきである。 

 

【解除事由としての COC 条項の例】 

他の法人と合併、企業提携あるいは持ち株の大幅な変動により、経営権が実質的
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に第三者に移動したと認められた場合 

 

 13 条（契約終了後の措置） 

第 13条 乙は、本契約が前条に基づく甲の解除により終了した場合は直ちに、

期間満了または合意解除により終了した場合はその終了後 3 か月以降、以下

の義務を負う。 

① 本製品を販売し、またはその注文を受けてはならない。 

② 甲の指示により、本製品の在庫、見本・カタログを含む広告・宣伝材料等を

甲に引き渡し、または破棄する。 

＜ポイント＞ 

 本条は、契約終了時のライセンシーの義務を定めたものである。 

 

＜解説＞ 

 本条では、製品の販売等の禁止とともに、製品在庫その他の商材の引き渡し、

破棄義務を定めている。 

 

 14 条（損害賠償） 

第 14条 甲および乙は、本契約の履行に関し、相手方が契約上の義務に違反し

または違反するおそれがある場合、相手方に対し、当該違反行為の停止または

予防および原状回復の請求とともに損害賠償を請求することができる。 

＜ポイント＞ 

 契約違反が生じた場合に違反行為の停止等および損害賠償請求ができることを規

定している条項である。 

 

＜解説＞ 

 損害賠償責任の範囲・金額・請求期間は、ライセンスの内容やコストの負担、ライ

センス料の額等を考慮して当事者間の合意により決められる。 

 本モデル契約は、迅速な被害回復が必要とされる知的財産権に関する契約であ

ることから、本条では、損害賠償だけでなく違反行為の停止または予防および原

状回復の請求が行えることとしている。具体的には、特定の行為を求める仮処分

や訴訟手続きなどを行うこととなる。 
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 15 条（存続条項） 

第 15 条 本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても第 6 条

（ライセンス料の不返還）、第 9条（第三者の権利侵害に関する担保責任）、第

10 条（秘密保持、データおよび素材等の取扱い）、第 13 条（契約終了後の措

置）ないし第 17条（協議解決）の定めは有効に存続する。 

＜ポイント＞ 

 契約終了後も効力が存続すべき条項に関する一般的規定である。 

 

 16 条（準拠法および紛争解決手続き） 

第 16条 本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とし、●地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

＜ポイント＞ 

 準拠法および紛争解決手続きに関して裁判管轄を定める条項である。 

 

＜解説＞ 

 クロスボーダーの取引も想定し、準拠法を定めている。 

 紛争解決手段については、上記のように裁判手続きでの解決を前提に裁判管轄

を定める他、各種仲裁によるとする場合がある。 

 

【変更オプション条項 1：知財調停】 

第 16条 本契約に関する知的財産権についての紛争については、日本国法を準

拠法とし、まず［東京・大阪］地方裁判所における知財調停の申立てをしなけ

ればならない。 

2 前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

3 第 1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続きを

含む）については、日本国法を準拠法とし、第 1項に定める地方裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

＜解説＞ 

 紛争解決手段について、どの裁判管轄ないし紛争解決手段が適切かは一概に

は決められず、当事者の話し合いで決定するのが望ましい。話し合いによる解決
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を目指す場合、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において創設された知

財調停を利用することが考えられる。 

 「知財調停」は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争を取り扱う制

度であり、仲裁手続き同様、非公開・迅速などのメリットがあるだけでなく、専門的

知見を有する調停委員会の助言や見解に基づく解決を行うことができ、当事者

間の交渉の進展・円滑化を図ることができるというメリットがある。 

 運用面では、原則として、3 回程度の期日内で調停委員会の見解を口頭で開示

することにより、迅速な紛争解決の実現を目指すとされており、迅速に解決でき、

コストや負担を軽減できる可能性がある。 

 知財調停を利用するためには、東京地方裁判所または大阪地方裁判所いずれ

かを，合意により調停事件の管轄裁判所とする必要がある。 

 知財調停は、当事者双方が話合いによる解決を図る制度であるため、当事者が

合意できず調停不成立となった場合は、訴訟等の手続きにより別途紛争解決が

図られることとなる。 

 また、仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、ス

タートアップのような事案では、本条に変えて下記のような仲裁条項に変えるとい

う選択肢もある。 

 

【変更オプション条項 2：仲裁条項例】 

本契約に関する一切の紛争については、日本国法を準拠法とし、（仲裁機関名）

の仲裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるもの

とする。 

＜ポイント＞ 

 紛争解決手続きとして仲裁を指定する条項である。 

 

＜解説＞ 

 仲裁手続きは、裁判と比べて非公開・迅速などのメリットもあることから、スタート

アップのような事案では、本条に変えて仲裁条項に変えるという選択肢もある。 

 

 17 条（協議解決） 

第 17条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙誠

実に協議の上解決する。 

- 150-



27 
 

＜ポイント＞ 

 紛争発生時の一般的な協議解決の条項である。 
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別紙製品目録 1 

 

別紙製品目録 2 

 

別紙 

知的財産権目録 

 

1 特許権 

 

番号 出願番号 公開番号 登録番号 発明（考案）名称 存続期間満

了日 

      

      

 

 

2 商標権 

① 国内商標権 

番号 登録番号 商標 商標の区分 存続期間満了日 

     

     

 

 

 

② 外国商標権 

番号 登録番号 商標 商標の区分 存続期間満了日 
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  その他のオプション条項  

 

 本技術情報 

第●条 甲は、本契約締結後●日以内に、本技術情報を文書または電子媒体にて

乙に開示するものとする。 

2 乙は、本技術情報を受領したときは、速やかにその内容を確認しなければな

らない。乙が受領後●日以内に異議を述べない場合は、甲の本技術情報提供義

務は履行されたものとみなす。 

3 乙が、甲に対して、本製品の製造方法の助言と指導を書面により要請した場

合は、甲乙は有償による当該技術指導に関する契約の締結について協議する。 

4 乙は、甲から乙に対する本技術情報の開示が、現状有姿のものであることに

合意し、甲は乙が本技術情報を実施することから生じたいかなる責任または

損害（第三者の財産・身体・生命その他の権利の侵害、または、乙による得べ

かりし利益の補填も含む。）についてこれを負担せず、乙はこれらの責任、損

害について甲を免責することに同意する。 

5 前項の免責規定については、乙が本技術情報を実施することによって、第三

者の知的財産権を侵害した場合、および、そこから生じる損害についても同様

とする。 

＜ポイント＞ 

 特許のライセンスにおいては、ライセンサーからライセンシーに対して技術ノウハ

ウの提供も行うことがある。本条は、かかる技術ノウハウの提供に関して定めた

条項となる。 

 

＜解説＞ 

 技術情報の範囲については、本条では 1 条⑪号所定の「本技術情報」としつつ、

一定期間以内に異議を述べない場合、提供義務は履行されたものとみなすとし

ている。 

 これに対し、本技術情報の範囲に争いが生じないように、1 条⑪号の定義を修正

し別紙記載のものとして特定するという方法もある。 

 また、技術情報の提供方式は、「文書または電子媒体」とし、技術指導は含まれ

ていない。技術指導が必要な場合は以下のような条項を追加することが考えら

れる。 
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 本条 4 項および 5 項は、ライセンサーの技術情報についての免責規定である。 

 これに対し、ライセンサーの技術ノウハウについては、第三者の権利侵害がない

ことを保証するのが当然だという考え方がある。しかし、9 条の解説で述べたのと

同様に、特許や技術ノウハウについて権利非侵害の保証を行うことは、ライセン

サー側のリスクが非常に高く、オープンイノベーションの阻害要因となりかねない。

スタートアップと事業会社の間の適切なリスク分配という観点からは、かかる保

証までは行わないという前提で他の条件を定めることが適切である。 

 

【追加オプション条項：技術指導】 

第●条 甲もしくはその従業員は、乙の指定する場所に出向いて、本技術情報に

ついて指導を行う。当該指導は、甲がその所属する●名程度の技術者を●日程

度派遣することにより行い、乙は、それに要する交通費、宿泊費、および、別

途定める日当を支払うものとする。 

 技術情報の提供後も、ライセンシーとしてはライセンサーからの助言や指導が必

要なことも多い。その場合、技術情報の提供とは別に技術コンサルティング契約

を締結する場合がある。本条 3 項はこの点について定めている。 
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ガイドライン・パブリックコメント回答6 
（「スタートアップとの事業連携に関する指針（案）」に対する意⾒の概要とこれに対する考え⽅） 

 
 

 
6 経済産業省ウェブサイト 
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210329004/20210329004.html 

- 155-



１
 

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
に
関
す
る
指
針
」（
案
）
に
対
す
る
意
見
の
概
要
と
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

指
針
の
名
称

等
 

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
に
関
す
る
指
針
」
と
い
う
名
称
か
ら
す
る

と
、
連
携
事
業
者
に
対
す
る
規
制
の
よ
う
に
読
め
る
も
の
の
、
指
針
本
体
の
中
に

は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
す
る
注
意
喚
起
等
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、「
指
針
」

と
い
う
語
を
用
い
る
の
を
や
め
る
べ
き
で
あ
る
。
代
わ
り
に
「
中
小
規
模
の
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
が
事
業
連
携
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
」
と
い
う
用
語
又
は

「
中
小
規
模
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
事
業
連
携
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」
と
い
う
用
語
を
提
案
し
た
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ユ
ニ
コ
ー
ン
と
呼
ば

れ
る
企
業
も
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
一
種
で
あ
る
と
こ
ろ
、
十
分
な
法
務
的
知
見
、

交
渉
力
等
を
有
し
て
お
り
、
あ
え
て
本
指
針
に
よ
っ
て
公
取
委
に
よ
る
後
見
的
な

保
護
を
す
る
必
要
性
は
な
く
、
ユ
ニ
コ
ー
ン
を
対
象
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
明
示

す
べ
く
、「
中
小
規
模
の
」
と
い
う
表
現
を
追
加
し
た
。
 

（
個
人
）
 

本
指
針
は
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
事
例
と
い
っ

た
法
運
用
の
予
見
可
能
性
に
加
え
、
問
題
の
背
景
、
解
決
の
方
向
性
と
い
う
望
ま
し
い
契

約
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
併
せ
て
示
す
な
ど
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
が
効
果

的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の

留
意
点
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、指
針
と
し
て
い
ま
す
。

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
の
大
小
に
よ
り
、
法
務
体
制
や
連
携
事
業
者
と
の
交
渉
力

に
差
が
あ
る
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の

交
渉
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
だ
け
で
は
な
く
、
個
別
の
取
引
状
況

に
お
け
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
間
の
相
対
的
な
関
係
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
が
大
き
い
こ
と
の
み
を
も
っ
て
本
指

針
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
 

全
体
 

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
DX
を
加
速
さ
せ
て
い
く
な
か
、
日
本
経
済
の
成
長
の
原
動

力
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
活
躍
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が

国
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
だ
発
展
途
上
に
あ
り
、
各
企
業
で
こ
う
し

た
試
行
錯
誤
を
積
極
的
に
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
一
部
の
企
業

で
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
間
で
持
続
的
な
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を

形
成
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
な

ど
を
通
じ
て
、
我
が
国
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
成
熟
し
て
い
く
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
活
躍
で
き
る
環
境
整
備
し
て
い
く
た
め
、

国
と
し
て
も
規
制
改
革
・
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
整
備
・
公
共
調
達
の
改
革
、
な
ど
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
の
総
合
的
な
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。
オ

ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
も
そ
の
観
点
で
重
要
と
言
え
る
。
オ
ー
プ
ン
イ

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
共
有

さ
れ
る
べ
き
「
価
値
軸
」
や
知
財
・
法
務
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
し
た
上
で
、
相
互
に
価
値

を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
交
渉
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
意
識
し
た
連

携
の
継
続
こ
そ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
我
が
国
の
競
争
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
指
針
に
よ
っ
て
「
価
値
軸
」
を
基
に
し
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の

政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

別
紙
２
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ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
く
ま
で
も
民
間
企
業
同
士
の
自
発
的
な
協
業
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
含
め
、
過
度
な
介
入
に
よ
り
却
っ
て
健
全
な
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
発
展
を
阻
害
す
る
よ

う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
な
政
策
の
立
案
・
運
用
が
必
要
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

全
体
 

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
様
々
な
形
が
あ
り
、
各
企
業
で
も
試
行
錯

誤
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
一
律
に
類
型
化
す
る
こ
と
が
馴
染
み
に
く
い
点
も

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
独
占
禁
止
法
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た

点
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
慎
重
に
問
題
の
所
在
や
対
応
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
個
別
の
事
案
ご
と
の
実
態
把
握
が
重
要
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
も
、
過
度
な
介
入
を
想
起
さ
せ
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
の
機
運
が
却
っ
て
低
下
し
な
い
よ
う
、
丁
寧
な
記
載
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

（
団
体
）
 

本
指
針
は
、
事
業
連
携
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
間
で
の
望
ま
し
い
契
約
の
在
り
方
等
を
示
し
た
も
の
で

あ
り
、
本
指
針
に
基
づ
く
独
占
禁
止
法
の
運
用
に
関
す
る
御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
今
後
の

参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

全
体
 

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）
で
も
、
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
、
①
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
、
②
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
リ
テ

ラ
シ
ー
の
不
足
、
③
対
等
な
立
場
を
前
提
と
し
た
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を

推
進
す
る
上
で
望
ま
し
く
な
い
慣
習
の
存
在
、
の
３
つ
の
観
点
か
ら
整
理
を
図
っ

て
い
る
も
の
の
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
設
例
に
お
い
て
、
独
禁
法
で
対
処
す
べ
き
問

題
と
し
て
③
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
公
正
取
引
委
員
会
が

実
施
し
た
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
取
引
慣
行
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
大
企
業
・
出
資
者
・
経
済
団
体
の
意
見
も
併
記
す
る

な
ど
、
多
面
的
な
実
態
把
握
を
踏
ま
え
た
丁
寧
な
記
載
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
 

（
団
体
）
 

本
指
針
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
間
で
効
果
的
な
事
業
連
携
を
進
め
る

に
当
た
っ
て
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
や
望
ま
し
い
契
約
の
在
り
方
等
、
現
時
点
に
お

い
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
を
簡
明
に
取
り
ま
と
め
る
目
的
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
大

企
業
等
に
限
ら
ず
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
意
見
も
記
載
し
て
い
ま
せ
ん
。
 

全
体
 

独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
ケ
ー
ス
の
説
明
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
事
例
は
、
あ
く
ま
で
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
事
例
で
あ
り
、
具
体
的
な
行
為
が
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「
問
題
に
な
り
得
る
」
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
「
な
る
」
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
確

に
伝
わ
る
よ
う
、
記
載
上
の
配
慮
が
必
要
と
考
え
る
。
 

ま
た
、
本
指
針
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
合
理
的
か
つ
公
正
な
利

害
調
整
の
結
果
と
し
て
の
リ
ス
ク
・
リ
タ
ー
ン
分
配
の
合
意
を
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
合
意
の
形
は
技
術
分
野
や
市
場
の

状
況
、各
当
事
者
の
状
況
に
よ
り
千
差
万
別
で
あ
る
の
で
、「
原
則
と
し
て
問
題
と

な
ら
な
い
事
例
」
を
挙
げ
る
際
に
も
、
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
っ
て
、
他
の
選
択

肢
を
排
除
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
べ
き
と
考
え
る
。
 

（
事
業
者
）
 

問
題
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
独
占
禁
止
法
の
規
定
に
照
ら
し
て
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
必
ず
『
な
る
』」
と
の
御
懸
念
は
当
た
ら
な

い
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
う
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

全
体
 

本
指
針
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
定
義
が
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
取
引

慣
行
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
か
ら
の
引
用
で
定
義
さ
れ
て
お
り
、
指
針
と

し
て
制
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
定
義
と
い
う
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
指
針

本
文
に
お
い
て
明
確
に
記
載
し
て
ほ
し
い
。
大
企
業
に
つ
い
て
の
定
義
も
同
様
で

あ
る
。
ま
た
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
取
引
慣
行
に
関
す
る
実
態
調
査
報
告
書
」
に

定
義
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
大
企
業
の
子
会
社
で

あ
っ
た
り
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ

ル
か
ら
資
金
的
、
人
的
支
援
を
受
け
て
お
り
、
十
分
な
契
約
交
渉
力
や
法
的
リ
テ

ラ
シ
ー
が
あ
る
企
業
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
本
来
保
護
さ
れ
る
べ
き
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
（
例
え
ば
、
小
規
模
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
な
ど
）
を
対
象
と
し
て
限

定
的
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

本
指
針
で
は
、
主
と
し
て
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
、当
該
実
態
調
査
で
は
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に

つ
い
て
、成
長
産
業
領
域
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
の
う
ち
、①
創
業
10
年
程

度
で
あ
る
こ
と
、
②
未
上
場
企
業
で
あ
る
こ
と
と
定
義
し
て
い
る
。」
た
め
、
御
指
摘
を
踏

ま
え
、
本
指
針
に
も
同
様
に
追
記
し
ま
す
。
 

連
携
事
業
者
の
定
義
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
事
業
連
携
を
目
的
と
す
る
事
業
者
と
し
て

お
り
、
大
企
業
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
の
大
小
に
よ
り
、
法
務
体
制
や
連
携
事
業
者
と
の
交
渉
力

に
差
が
あ
る
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の

交
渉
に
お
い
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
だ
け
で
は
な
く
、
個
別
の
取
引
状
況
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に
お
け
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
間
の
相
対
的
な
関
係
も
重
要
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
企
業
規
模
が
大
き
い
こ
と
の
み
を
も
っ
て
本
指

針
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
 

全
体
 

本
指
針
案
で
は
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
」
の
定
義
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
連
携
事

業
者
」
の
定
義
も
不
明
確
で
あ
る
。
明
確
性
を
確
保
し
、
本
指
針
を
活
用
し
や
す

い
も
の
と
す
べ
く
、
全
体
的
に
こ
れ
ら
の
定
義
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。
 

な
お
、
そ
の
際
に
は
、
外
国
事
業
者
も
同
定
義
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。
 

（
団
体
）
 

本
指
針
で
は
、
主
と
し
て
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
、当
該
実
態
調
査
で
は
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に

つ
い
て
、成
長
産
業
領
域
に
お
い
て
事
業
活
動
を
行
う
事
業
者
の
う
ち
、①
創
業
10
年
程

度
で
あ
る
こ
と
、
②
未
上
場
企
業
で
あ
る
こ
と
と
定
義
し
て
い
る
。」
た
め
、
御
指
摘
を
踏

ま
え
、
本
指
針
に
も
同
様
に
追
記
し
ま
す
。
 

連
携
事
業
者
の
定
義
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
事
業
連
携
を
目
的
と
す
る
事
業
者
と
し
て

い
ま
す
。
 

独
占
禁
止
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
国
内
事
業
者
だ
け
で
な
く
外
国
事
業
者
も
対
象

と
な
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
及
び
連
携
事
業
者
に
は
、
外
国

事
業
者
が
含
ま
れ
、
…
」
と
追
記
し
ま
す
。
 

全
体
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
出
資
は
一
般
的
な
出
資
に
比
し
て
投
資
回
収
リ
ス
ク
の

高
い
取
引
で
あ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
出
資
す
る
目
的
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン

で
な
く
事
業
シ
ナ
ジ
ー
が
主
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
 

従
っ
て
、出
資
と
い
う
リ
ス
ク
に
見
合
う
リ
タ
ー
ン（
事
業
連
携
に
関
す
る
条
件
）

を
求
め
る
こ
と
は
正
常
な
商
慣
習
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
指
針
の

運
用
に
よ
る
優
越
的
地
位
の
濫
用
該
当
性
の
判
断
に
お
い
て
は
、
出
資
者
で
な
い

取
引
先
等
と
の
事
業
連
携
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
考
慮
が
な
さ

れ
る
、
す
な
わ
ち
出
資
と
出
資
に
伴
う
事
業
連
携
を
切
り
離
し
て
個
別
に
評
価
す

る
の
で
は
な
く
、
一
連
の
行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。
 

（
団
体
）

具
体
的
な
行
為
が
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
独
占
禁
止
法

の
規
定
に
照
ら
し
て
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
す
る
こ
と
と
な
り
、
出
資
を
伴
う
事
業
連

携
と
出
資
を
伴
わ
な
い
事
業
連
携
を
同
列
に
扱
う
か
否
か
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
報
告
書
で
は
、「
出
資
条

件
は
、
あ
く
ま
で
事
業
計
画
等
を
踏
ま
え
、
リ
ス
ク
と
リ
タ
ー
ン
の
兼
合
い
に
よ
り
適
切

に
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
」
と
の
考
え
方
を
示
し
て
お
り
、
出
資
と
い
う
リ
ス
ク
に
見

合
う
リ
タ
ー
ン
を
求
め
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
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全
体
 

大
企
業
の
み
な
ら
ず
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
い
て
こ
そ
、法
的
リ
テ
ラ
シ
ー（
外

部
弁
護
士
と
の
連
携
強
化
、
社
内
法
務
部
門
の
強
化
を
含
む
）
の
向
上
が
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
こ
と
を
周
知
し
て
ほ
し
い
。
 

（
団
体
）
 

御
指
摘
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
周
知
活
動
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

全
体
（
独
占

禁
止
法
上
の

考
え
方
）
 

本
指
針
で
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
優
越
的
地
位
」
に
あ
る
か
の
判
断
基
準
は
示

さ
れ
て
い
な
い
。
優
越
的
地
位
に
あ
る
か
の
判
断
は
従
来
の
公
正
取
引
委
員
会

『
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
』
に
よ
る
と
理
解
し

て
い
る
が
、
優
越
的
地
位
に
あ
る
こ
と
の
判
断
基
準
を
本
指
針
内
に
記
載
し
た
方

が
、
一
覧
性
の
あ
る
よ
り
有
用
な
も
の
と
な
る
。
 

（
団
体
）
 

御
指
摘
の
と
お
り
、「
優
越
的
地
位
の
判
断
基
準
」
に
つ
い
て
は
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用

に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」
に
記
載
の
と
お
り
で
す
が
、
本
指
針
は
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
間
で
効
果
的
な
事
業
連
携
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
独
占

禁
止
法
上
の
考
え
方
や
望
ま
し
い
契
約
の
在
り
方
等
、
現
時
点
に
お
い
て
必
要
と
考
え
ら

れ
る
事
項
を
簡
明
に
取
り
ま
と
め
る
目
的
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
原
案
の
と
お
り
と
し
ま

す
。
な
お
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」
は
、
本
指
針
の

「
第
３
 
参
考
情
報
」に
本
指
針
に
関
連
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
記
載
し
て
い
ま
す
。

全
体
（
独
占

禁
止
法
上
の

考
え
方
）
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
事
業
連
携
相
手
（
大
企
業
）
へ
の
取
引
依
存
度
が
瞬
間
的
に

高
く
な
る
の
は
必
然
で
あ
り
、
今
後
、
依
存
度
を
下
げ
て
い
く
過
程
に
あ
る
に
過

ぎ
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
時
点
を
基
準
に
、
優

越
的
地
位
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
濫
用
行
為
が
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
判
断

を
行
う
の
か
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

優
越
的
地
位
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
上

の
考
え
方
」
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
り
、
優
越
的
地
位
に
あ
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ

て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
連
携
事
業
者
に
対
す
る
取
引
依
存
度
の
み
な
ら
ず
、
連
携
事

業
者
の
市
場
に
お
け
る
地
位
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
と
っ
て
の
取
引
先
変
更
の
可
能
性
、

そ
の
他
連
携
事
業
者
と
取
引
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
示
す
具
体
的
事
実
が
総
合
的
に
考
慮

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
般
的
に
は
、
不
利
益
行
為
を
し
た
と
き
に
優
越
的
地
位
に
あ
っ
た

か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

全
体
（
独
占

禁
止
法
上
の

考
え
方
）
 

２
頁
の
注
釈
５
に
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
等
と
し
て
問
題
に
な
る
か
は
個
別
の
事

案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
注
釈
で
は
な
く
本
文
に
こ
の
よ
う

な
趣
旨
を
明
記
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

本
指
針
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
と
の
間
で
効
果
的
な
事
業
連
携
を
進
め
る

に
当
た
っ
て
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
や
望
ま
し
い
契
約
の
在
り
方
等
、
現
時
点
に
お

い
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
を
簡
明
に
取
り
ま
と
め
る
目
的
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
原

案
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
 

全
体
（
独
占

禁
止
法
上
問

題
と
な
り
得

全
体
的
に
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
事
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
事
業
者
の

予
測
可
能
性
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
独
占
禁
止
法
上
許
容
さ
れ
る
事
例
に
つ

い
て
も
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
 

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
に
お
い

て
は
、
公
正
競
争
阻
害
性
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
と
な
り
得
る
場
合
の
要
件
を
示
す
と
と
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６
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

る
事
例
）
 

（
団
体
）
 

も
に
、
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
の
「
正
当
な
理
由
」
の
例
を
示
す
な
ど
に
よ
り
、
予
見
可

能
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
ま
す
。
 

全
体
（
独
占

禁
止
法
上
問

題
と
な
り
得

る
事
例
）
 

独
占
禁
止
法
上
の
問
題
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
事
例
や
考
え
方
を
示
す
だ
け
で
は
、

事
業
連
携
に
対
し
て
委
縮
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
上
問
題
が
無
い
事

例
や
考
え
方
に
つ
い
て
も
同
様
に
本
指
針
に
盛
り
込
ん
で
ほ
し
い
。
 

（
事
業
者
）
 

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
に
お
い

て
は
、
公
正
競
争
阻
害
性
を
は
じ
め
と
す
る
問
題
と
な
り
得
る
場
合
の
要
件
を
示
す
と
と

も
に
、
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
の
「
正
当
な
理
由
」
の
例
を
示
す
な
ど
に
よ
り
、
予
見
可

能
性
の
確
保
を
図
っ
て
い
ま
す
。
 

全
体
（
優
越

的
地
位
の
濫

用
と
し
て
問

題
と
な
り
得

る
事
例
、
排

他
条
件
付
取

引
又
は
拘
束

条
件
付
取
引

と
し
て
問
題

と
な
り
得
る

事
例
、
拘
束

条
件
付
取
引

と
し
て
問
題

と
な
り
得
る

事
例
）
 

事
例
の「
主
語
」が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
な
っ
て
い
る
が
、連
携
事
業
者
側
を「
主

語
」
と
し
た
事
例
も
掲
載
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
新
規
に
関
係

を
構
築
す
る
場
合
、
外
か
ら
知
る
こ
と
が
困
難
な
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
事
情
を

調
査
す
る
義
務
を
連
携
事
業
者
側
に
実
質
的
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い

か
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。ま
た
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
」に
つ
い
て
、「
優
越
的
地
位
の
濫
用
へ
の
該
当
性
を
検
討
す
べ
き
事

例
」な
ど
と
表
現
を
工
夫
す
べ
き
で
は
な
い
か
。さ
ら
に
、い
く
つ
か
の
事
例（
例

え
ば
、
事
例
４
、
事
例
５
、
事
例
14
、
事
例
16
か
ら
事
例
18
、
事
例
20
、
事

例
23
か
ら
事
例
25
、
事
例
27
か
ら
事
例
29
、
事
例
36
、
事
例
38
か
ら
事
例

40
）
に
つ
い
て
、
個
別
具
体
的
な
事
情
も
追
記
し
た
、
よ
り
問
題
と
な
る
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
事
例
を
列
挙
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
団
体
）
 

事
例
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
す
る
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
記
載
し
て
い
る
た
め
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
主
語
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
は
、
連
携
事
業

者
が
主
語
と
な
っ
て
い
ま
す
。
御
指
摘
の
事
例
は
、
連
携
事
業
者
に
御
指
摘
の
よ
う
な
調

査
を
求
め
る
趣
旨
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

事
例
は
、
あ
く
ま
で
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
事
例
で
あ
り
、
具
体
的
な
行
為
が

優
越
的
地
位
の
濫
用
等
と
し
て
問
題
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
独
占
禁
止
法
の
規
定
に
照
ら

し
て
個
別
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
 

全
体
（
②
問

題
の
背
景
及

び
解
決
の
方

本
指
針
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
を
前
提
と
し
た
記
載

と
な
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
備
え
る
べ
き
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
何

か
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
向
上
が
図
ら
れ
る
の
か
な
ど
の
観

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
継
続
的
に
知
財
・
契
約
の
リ
テ
ラ
シ
ー
や
対
応
ノ
ウ
ハ
ウ
の
向
上
を

図
る
た
め
に
、
連
携
事
業
者
が
当
然
と
る
で
あ
ろ
う
交
渉
ス
タ
ン
ス
を
理
解
し
た
上
で
、

自
社
の
要
求
を
摺
り
合
わ
せ
る
よ
う
な
契
約
条
件
の
交
渉
を
す
る
作
法
を
身
に
つ
け
る
た
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７
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

向
性
の
整

理
）
 

点
か
ら
の
言
及
も
必
要
と
考
え
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
事
業
連
携
に

当
た
っ
て
は
、
前
提
と
し
て
、
ま
ず
は
民
法
そ
の
他
の
法
令
と
の
関
係
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
言
及
す
べ
き
で
あ
る
。
規
制
当
局
が
過
剰

に
関
与
す
る
よ
う
な
指
針
の
内
容
と
な
ら
な
い
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
 

（
団
体
）
 

め
に
専
門
家
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
り
、
本
指
針
第
３
の
項
に
記
載
し
た
各
種
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
や
モ
デ
ル
契
約
書
を
参
照
す
る
な
ど
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。

そ
の
た
め
に
政
府
と
し
ま
し
て
は
、
作
成
し
た
各
種
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
モ
デ
ル
契
約
書
の

周
知
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
継
続
的
に
実
施
し
て
参
り
ま
す
。
 

全
体
（
②
解

決
の
方
向

性
）
 

「
解
決
の
方
向
性
」
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
を
手
厚
く
保
護
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
負
担
を
大
企
業
で
あ
る
事
業
連

携
者
側
の
み
に
一
方
的
に
押
し
つ
け
る
よ
う
な
内
容
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
「
指

針
」
が
公
正
取
引
委
員
会
お
よ
び
経
済
産
業
省
の
名
の
下
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
で

独
り
歩
き
し
て
し
ま
い
、
あ
た
か
も
提
案
さ
れ
て
い
る
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
み
が

唯
一
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
誤
解
さ
れ
た
り
、
経
験
に
乏
し
い
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
を
ミ
ス
リ
ー
ド
し
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
連
携
の
た
め
の
交
渉
が
硬

直
化
し
て
し
ま
っ
た
り
、
大
企
業
側
を
委
縮
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
危
惧
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
指
針
」
を
公
表
さ
れ
る
際
に
は
、
あ
ら
た
め
て
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
利
害
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
と
も
に
、
更
に
多
様
な
ア
レ

ン
ジ
メ
ン
ト
を
許
容
す
る
柔
軟
な
内
容
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

経
済
産
業
省
に
お
か
れ
て
は
、
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
う
土
壌
を
改
善
す
る
施
策

を
行
政
主
導
で
検
討
の
う
え
積
極
的
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
を
望
み
た
い
。
 

（
団
体
）
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
共
有

さ
れ
る
べ
き
「
価
値
軸
」
や
知
財
・
法
務
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
し
た
上
で
、
相
互
に
価
値

を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
交
渉
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
意
識
し
た
連

携
の
継
続
こ
そ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
我
が
国
の
競
争
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
指
針
に
よ
っ
て
「
価
値
軸
」
を
基
に
し
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の

政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

全
体
（
②
解

決
の
方
向

性
）
 

本
指
針
で
示
さ
れ
た
解
決
の
方
向
性
（
具
体
的
な
対
応
策
）
は
、
実
質
的
に
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
の
事
情
ば
か
り
を
考
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
指
針
が
日
本

に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も

っ
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
双
方
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
内
容
を

検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。
本
指
針
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
対
応
策
を
取
ら
な
け
れ

ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
独
占
禁
止
法
上
の
問
題
（
優
越
的
地
位
の
濫
用
や
不
公
正

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
共
有

さ
れ
る
べ
き
「
価
値
軸
」
や
知
財
・
法
務
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
し
た
上
で
、
相
互
に
価
値

を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
交
渉
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
意
識
し
た
連

携
の
継
続
こ
そ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
我
が
国
の
競
争
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
指
針
に
よ
っ
て
「
価
値
軸
」
を
基
に
し
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
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８
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

な
取
引
方
法
等
）
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
か
と
不
安
を
抱
き
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

と
の
連
携
に
躊
躇
す
る
会
社
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
逆
に

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
、
経
済
産
業
省
と
公
正
取
引
委
員
会
の
お
墨
付
き
を
得
た

対
応
策
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
条
件
変
更
を
認
め
な
い
結
果
、
交
渉
が
ま
と
ま
ら

ず
契
約
締
結
に
至
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
多
発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の
連
携
事

業
者
の
多
く
は
、
独
占
禁
止
法
違
反
と
い
う
社
会
的
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
に

非
常
に
ナ
ー
バ
ス
で
あ
り
、
本
指
針
を
そ
の
ま
ま
公
表
し
た
場
合
、
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
と
の
協
業
を
敬
遠
す
る
雰
囲
気
が
業
界
全
体
に
醸
成
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停
滞
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
考
え
る
。
問
題
を

本
質
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
潜
在
的
に
優
れ
た
技
術
を
有
す
る
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
を
早
期
に
抽
出
し
て
国
レ
ベ
ル
で
資
金
援
助
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
う
等
の
仕

組
み
を
も
っ
と
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
負
担
を
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ

ー
シ
ョ
ン
の
も
う
一
方
の
担
い
手
で
あ
る
連
携
事
業
者
側
に
押
し
付
け
る
よ
う

な
こ
と
は
す
べ
き
で
は
な
い
し
、
本
指
針
が
そ
れ
を
後
押
し
す
る
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
構
成
を
含
め
全
体
を
見
直
し
、
も
っ
と
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
双
方
に
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
た
内
容
と
な
る
よ
う
修

正
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

全
体
（
②
解

決
の
方
向

性
）
 

本
指
針
で
例
示
さ
れ
て
い
る
事
項
（
特
に
各
種
モ
デ
ル
契
約
書
）
は
あ
く
ま
で
例

示
で
あ
り
、
例
え
ば
モ
デ
ル
契
約
書
を
利
用
し
な
い
こ
と
が
独
占
禁
止
法
違
反
に

繋
が
る
な
ど
と
い
う
誤
解
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
明
確
化
し
て
ほ
し
い
。
 

（
団
体
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現
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９
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

全
体
（
②
解

決
の
方
向

性
）
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
社
内
に
弁
護
士
を
抱
え
る
こ
と
が
難
し
く
、
大
企
業
と
の
交

渉
に
お
い
て
、法
律
面
で
対
等
な
立
場
を
守
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。ま
た
、

大
企
業
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
シ
ス
テ
ム
が
盗
用
さ
れ
て
も
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

の
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
で
は
対
応
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
経
産
省
に

は
、
早
急
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
権
利
を
守
る
た
め
の
モ
デ
ル
規
定
の
整
備
に
注

力
し
て
ほ
し
い
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
１
の
１
 

規
制
に
よ
っ
て
エ
コ
シ
ス
テ
ム
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
理
由
を
、
他
国

と
の
比
較
を
踏
ま
え
た
EB
PM
の
観
点
か
ら
、本
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
の
合
理

性
に
つ
い
て
説
得
的
に
立
証
し
て
ほ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
指
針
を
作
る
よ
り
も
、

ど
う
し
て
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
や
中
国
の
深
圳
の
よ
う
な
エ
コ
シ
ス
テ
ム
が
日
本

に
で
き
な
い
の
か
を
考
え
て
、
必
要
な
産
業
政
策
を
行
う
方
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
１
の
１
 

本
件
の
よ
う
な
指
針
は
、そ
の
企
図
に
反
し
、契
約
交
渉
で
一
方
の
当
事
者
が「
指

針
で
推
奨
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
個
別
の
条
項
例
の
採
用

を
硬
直
的
に
求
め
て
く
る
事
態
と
な
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。そ
の
た
め
、「
実

際
の
事
業
連
携
に
当
た
っ
て
は
、
本
指
針
の
考
え
方
を
参
考
に
し
つ
つ
も
、
掲
載

さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、

望
ま
し
い
理
想
的
な
解
を
指
向
し
つ
つ
、
案
件
個
別
の
経
緯
な
ど
諸
事
情
を
十
分

勘
案
し
た
上
で
現
実
的
な
妥
協
点
を
当
事
者
が
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
事
業
連

携
の
実
現
に
は
肝
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
い
っ
た
趣
旨
の
文
章
を
冒
頭

に
明
記
さ
れ
た
い
。
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

- 164-



１
０
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

（
団
体
）
 

第
１
の
１
 

１
頁
の
「
１
 
本
指
針
の
必
要
性
」
に
お
い
て
、
名
称
が
「
指
針
」
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
記
載
し
て
い
る
た
め
「
本
指
針
」
に
修
正

す
べ
き
。
 

（
個
人
）

御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
本
指
針
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

第
１
の
１

（
脚
注
１
）
 
知
財
・
法
務
部
等
が
脆
弱
で
あ
る
の
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
経
営
資
源
を
ど
こ

に
割
く
か
と
い
う
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を

国
が
保
護
す
る
こ
と
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
名
乗
る
限
り
国
が
保
護
し
て
く
れ

る
と
い
う
「
甘
え
」
を
生
み
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
海
外

に
進
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
法
務
機
能
が
弱
く
、
か
つ
海
外
の
競
争
当
局
が
同
様

の
保
護
を
日
本
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
て
行
う
期
待
は
低
い
た
め
、
結
局
日

本
で
だ
け
強
い
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
を
生
み
出
す
だ
け
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い
る
。
 

（
個
人
）
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
共
有

さ
れ
る
べ
き
「
価
値
軸
」
や
知
財
・
法
務
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
し
た
上
で
、
相
互
に
価
値

を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
交
渉
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
意
識
し
た
連

携
の
継
続
こ
そ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
我
が
国
の
競
争
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
指
針
に
よ
っ
て
「
価
値
軸
」
を
基
に
し
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の

政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ア
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

営
業
秘
密
の
無
償
開
示
を
要
請
し
た
と
誤
解
さ
れ
た
り
、
後
日
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら

な
い
よ
う
、
連
携
事
業
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
工
夫
で
き
る
か
と
い
っ
た
連
携
事

業
者
側
の
視
点
で
の
記
載
も
行
う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
携
事
業
者
が
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
に
一
般
的
な
情
報
開
示
を
求
め
る
際
、N
DA
を
締
結
し
て
い
な
い
段

階
で
は
営
業
秘
密
を
開
示
す
る
必
要
は
な
い
旨
を
伝
え
て
い
た
場
合
に
は
、
結
果

と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
取
引
を
期
待
し
て
営
業
秘
密
を
開
示
し
た
と
し

て
も
、
自
主
的
な
開
示
と
い
え
、
通
常
、
優
越
的
地
位
を
濫
用
し
営
業
秘
密
の
無

償
開
示
を
要
請
し
た
と
は
い
え
な
い
、
と
い
っ
た
記
載
を
行
う
こ
と
も
一
案
で
は

な
い
か
。
 

（
団
体
）
 

御
指
摘
の
よ
う
な
「
自
主
的
な
開
示
」
は
、
こ
こ
で
の
「
営
業
秘
密
の
開
示
」
に
当
た
る

と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
の
は
、

公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
自
由
か
つ
自
主
的
な
判
断
に
よ

る
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
等
）が
生
じ
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、そ
の
旨
は
、本
指
針（
案
）

の
脚
注
12
に
記
載
し
て
い
ま
す
。
 

第
２
の
１

「
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」に
お
い
て
、「
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
「
解
決
の
方
向
性
」
で
示
し
て
い
る
と
お
り
、
双
方
が
秘
密
情
報
の
社
内
管
理
を
厳
格
化
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１
１
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

（
２
）
ア
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

に
優
越
し
て
い
る
連
携
事
業
者
が
、
営
業
秘
密
が
事
業
連
携
に
お
い
て
提
供
さ
れ

る
べ
き
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
他

の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
」
と
あ
る
が
、
連

携
事
業
者
か
ら
は
、
何
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
「
営
業
秘
密
」
な
の
か
（
何
が
実

際
に
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
）
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、「
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
い
」
の
「
他
の
」
の
文
意
が
分
か
り
に
く
い
た
め
、「
取
引
上

の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優
越
し
て
い
る
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
営
業
秘
密
が
事
業
連
携
に
お
い
て

提
供
さ
れ
る
べ
き
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
へ
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
取
引
の
相

手
方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、N
DA
を
締
結
し
な
い
ま
ま
営
業
秘
密
の

無
償
開
示
等
を
要
請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
、
事
業
連

携
を
打
ち
切
ら
れ
る
な
ど
の
今
後
の
取
引
に
与
え
る
影
響
等
を
懸
念
し
て
そ
れ

を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
」
と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。

（
事
業
者
）
 

し
、
お
互
い
が
開
示
し
よ
う
と
す
る
秘
密
情
報
の
使
用
目
的
・
対
象
・
範
囲
に
つ
い
て
共

通
認
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
す
。そ
の
中
で
、何
が
営
業
秘
密
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、

相
互
に
特
定
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

の
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、N
DA
を
締
結
し
な
い
ま
ま
営
業
秘
密
の
無
償
開
示
等
を
要
請
す
る
こ

と
が
、
必
ず
し
も
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

「
他
の
」の
意
味
が
不
明
で
あ
る
と
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
当
該
営
業
秘
密
に
係
る
支
払

以
外
の
支
払
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ア
、

イ
、
ウ
②
問

題
の
背
景
及

び
解
決
の
方

向
性
の
整

理
、
第
２
の

２
（
１
）
概

要
 

当
該
問
題
の
背
景
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
限
ら
ず
連
携
事
業
者
で
あ
っ
て
も
該

当
す
る
問
題
で
あ
り
、
当
事
者
の
一
方
の
み
に
過
剰
な
規
制
や
保
護
を
す
べ
き
で

は
な
い
。
あ
た
か
も
連
携
事
業
者
側
に
対
等
な
立
場
を
前
提
と
し
た
オ
ー
プ
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
上
で
望
ま
し
く
な
い
慣
習
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

な
記
載
と
な
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
実
務
対
応
と
異
な
り
誤
解
を
招
く
よ
う
な
記

載
は
改
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

（
団
体
）
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
共
有

さ
れ
る
べ
き
「
価
値
軸
」
や
知
財
・
法
務
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
し
た
上
で
、
相
互
に
価
値

を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
交
渉
を
行
う
姿
勢
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
を
意
識
し
た
連

携
の
継
続
こ
そ
が
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
我
が
国
の
競
争
力
を
更
に
向
上
さ
せ
る
こ
と

に
繋
が
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
指
針
に
よ
っ
て
「
価
値
軸
」
を
基
に
し
た
オ
ー
プ

ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の

政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

第
２
の
１
(2
) 
「
対
等
な
立
場
を
前
提
と
し
た
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
う
え
脚
注
13
に
記
載
の
と
お
り
、「
資
金
調
達
に
向
け
た
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
向
上
策
と
し
て
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１
２
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

②
問
題
の
背

景
及
び
解
決

の
方
向
性
の

整
理
 

で
望
ま
し
く
な
い
慣
習
の
存
在
」
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側

で
は
な
く
連
携
事
業
者
側
の
慣
習
に
よ
る
も
の
が
多
い
こ
と
か
ら
、「
ⅰ
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
不
足
」
の
表
記
と
同
様
に
「
連
携
事
業
者
側
に

お
け
る
対
等
な
立
場
を
前
提
と
し
た
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る

う
え
で
望
ま
し
く
な
い
慣
習
の
存
在
」
等
、
留
意
す
る
べ
き
も
の
の
立
場
を
明
示

す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

（
弁
護
士
）
 

連
携
事
例
を
希
求
す
る
」「
契
約
違
反
を
行
わ
れ
た
と
し
て
も
訴
訟
に
耐
え
る
資
本
を
有
し

な
い
」
等
、
多
く
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
抱
え
る
弱
み
を
認
識
し
た
上
で
、
連
携
事
業
者

が
法
令
・
契
約
に
違
反
す
る
ケ
ー
ス
や
過
度
な
権
利
主
張
を
行
う
ケ
ー
ス
が
該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
１
(2
) 

②
問
題
の
背

景
及
び
解
決

の
方
向
性
の

整
理
 

契
約
締
結
時
に
お
け
る
秘
密
の
特
定
が
難
し
い
場
合
も
多
い
た
め
、N
DA
締
結
後

の
運
用
に
お
い
て
、
秘
密
の
明
示
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
必
ず
明
示
す
る
、
会

議
等
に
お
い
て
口
頭
で
開
示
す
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
議
事
録
の
ひ
な
形

に
お
い
て
同
日
に
開
示
し
た
内
容
を
秘
密
に
す
る
旨
を
記
載
し
て
お
き
、
そ
れ
に

同
日
の
議
事
を
記
載
す
る
よ
う
に
運
用
を
徹
底
す
る
な
ど
、
運
用
面
で
の
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
に
も
言
及
さ
れ
た
い
。
 

（
弁
護
士
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P5
 脚
注
14
に
記
載
 

「
秘
密
保
持
に
お
け
る
情
報
管
理
の
運
用
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
等
を
参
照
。
 

・
モ
デ
ル
契
約
書
【
秘
密
保
持
契
約
書
（
新
素
材
）】
：
P8
【
コ
ラ
ム
】「
秘
密
で
あ
る
旨

を
明
示
」
す
る
こ
と
と
は
？
 

・
知
財
を
使
っ
た
企
業
連
携
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト
：
P6
 ①
秘
密
情
報
管
理
の
３
ス
テ
ッ

プ
」
 

第
２
の
１

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
連
携
事
業
者
双
方
が
自
社
の
技
術
情
報
等
を
、
開
示
レ
ベ

ル
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
最
低
限
の
整
理
と
し
て
、
①
ND
A

な
し
で
開
示
で
き
る
情
報
、②
ND
A
締
結
後
に
開
示
で
き
る
情
報
、③
い
か
な
る

状
況
で
あ
っ
て
も
開
示
す
る
べ
き
で
な
い
情
報
、
程
度
に
区
分
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。」
と
の
記
載
に
つ
い
て
、
区
分
の
方
法
、
ま
た
実
際
の
秘
密
情
報
の

授
受
に
あ
た
っ
て
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
も
記
載
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P5
 脚
注
14
に
記
載
 

「
秘
密
保
持
に
お
け
る
情
報
管
理
の
運
用
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
等
を
参
照
。
 

・
モ
デ
ル
契
約
書
【
秘
密
保
持
契
約
書
（
新
素
材
）】
：
P8
【
コ
ラ
ム
】「
秘
密
で
あ
る
旨

を
明
示
」
す
る
こ
と
と
は
？
 

・
知
財
を
使
っ
た
企
業
連
携
4
つ
の
ポ
イ
ン
ト
：
P6
 ①
秘
密
情
報
管
理
の
３
ス
テ
ッ

プ
」
 

第
２
の
１

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

秘
密
情
報
に
つ
い
て
使
用
目
的
制
限
を
課
す
か
ど
う
か
は
、
当
事
者
間
で
自
由
に

協
議
し
て
柔
軟
に
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
す
る

こ
と
を
要
望
す
る
。
 

「（
イ
）
秘
密
情
報
の
使
用
目
的
・
対
象
・
範
囲
を
明
確
に
し
た
ND
A
の
締
結
」

例
え
ば
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
一
環
と
し
て
秘
密
情
報
を
開
示
す
る
場
合
に
お
い

て
利
用
目
的
を
定
め
な
か
っ
た
場
合
、
受
領
者
が
当
該
秘
密
情
報
を
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
は
全
く
無
関
係
の
目
的
（
例
え
ば
受
領
者
自
身
の
事
業
や
技
術
開
発
目
的
）
に

利
用
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
許
容
す
る
ケ
ー
ス
は
極
め
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１
３
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

の
1行
目
～
2
行
目
は
、「
秘
密
情
報
の
開
示
者
は
、
開
示
す
る
秘
密
情
報
に
つ
い

て
使
用
目
的
を
定
め
る
場
合
に
は
、
情
報
の
想
定
外
の
利
用
を
防
ぐ
た
め
に
、
ビ

ジ
ネ
ス
に
整
合
す
る
最
小
限
度
の
内
容
と
な
る
よ
う
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
そ

の
使
用
目
的
を
定
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」
 

（
事
業
者
）

て
ま
れ
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
事
業
連
携
の
フ
ェ
ー
ズ
や
開
示
す
る
情

報
の
内
容
に
応
じ
て
利
用
目
的
が
広
い
範
囲
に
な
る
こ
と（
例
：「
両
当
事
者
の
協
業
の
可

能
性
を
検
討
す
る
た
め
」
等
）
は
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
利
用
目
的
を
全
く
定
め

な
い
と
予
期
せ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
秘
密
情
報
の
使
用
目

的
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と
は
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
案
の
と
お
り
と
し
ま

す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
自
身
で
さ
え
秘
密
管
理
が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
の
に
、
相
手

方
に
秘
密
管
理
を
求
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
な
考
え
方
は
許
さ
れ
る
べ
き

で
は
な
い
た
め
、「
例
え
ば
、
秘
密
情
報
管
理
体
制
が
不
十
分
な
場
合
は
、
秘
密
情

報
範
囲
を
広
く
定
め
る
方
が
リ
ス
ク
を
低
減
で
き
る
こ
と
も
あ
る
。（
モ
デ
ル
契

約
書
【
秘
密
保
持
契
約
書
（
新
素
材
）】
：
第
１
条
参
照
）」
と
い
う
記
述
は
削
除
し

て
い
た
だ
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

秘
密
情
報
の
範
囲
を
広
く
定
め
る
こ
と
で
、
秘
密
指
定
の
漏
れ
等
に
よ
る
意
図
せ
ぬ
情
報

漏
洩
の
リ
ス
ク
を
低
減
で
き
る
な
ど
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
で
検
討
可
能
な
対
策
の
一
例
を

示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
当
事
者
が
、
各
自
抱
え
る
リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
正
確
に
理

解
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
秘
匿
す
べ
き
情
報
を
整
理
し
、
双
方
合
意
の
上
で
、
秘
密
情
報

の
範
囲
を
設
定
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
原
案
の
と
お
り
と
し
ま

す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
柱

書
 

「
契
約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
ND
A」
に
つ
い
て
、実
務
上
は
契
約
期

間
で
は
な
く
、
個
別
事
情
に
応
じ
て
秘
密
保
持
契
約
の
期
間
は
異
な
り
、
自
動
更

新
に
つ
い
て
も
、
個
別
に
都
度
有
効
期
間
を
検
討
し
て
設
定
す
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
た
め
、
こ
の
点
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、N
DA
の
契

約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
に
対
し
、一
方
的
に
、契
約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
ND
A
の
締
結
を
要

請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
今
後
の
取
引
に
与
え
る
影
響
等
を
懸

念
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
 

実
務
上
ND
A
は
当
事
者
間
で
開
示
さ
れ
る
情
報
ご
と
に
適
し
た
秘
密
保
持
期
間

を
設
定
し
、
そ
れ
以
上
に
秘
密
保
持
期
間
が
長
期
化
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
自
動

更
新
は
定
め
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
自
動
更
新
の
定
め
が
な
い
こ
と
は
不
当
と

は
言
え
な
い
の
で
、
本
項
の
記
載
に
つ
き
再
検
討
頂
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、N
DA
の
契

約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
に
対
し
、一
方
的
に
、契
約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
ND
A
の
締
結
を
要

請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
今
後
の
取
引
に
与
え
る
影
響
等
を
懸

念
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
 

秘
密
保
持
義
務
を
一
定
期
間
残
存
さ
せ
る
等
の
手
当
は
通
常
取
り
得
る
の
で
、
契

約
期
間
の
長
短
、
更
新
の
有
無
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
動

優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、N
DA
の
契

約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー
ト
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１
４
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

更
新
を
置
く
こ
と
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
何
年
も
前
に
も
終
わ
っ
て
い
る
の

に
、
契
約
上
の
義
務
だ
け
が
長
期
間
残
り
続
け
る
な
ど
、
契
約
管
理
の
観
点
で
望

ま
し
く
な
い
場
合
も
あ
り
得
ま
す
。「
契
約
期
間
の
短
い
ND
A」
の
問
題
点
を
明

示
し
て
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

ア
ッ
プ
に
対
し
、一
方
的
に
、契
約
期
間
が
短
く
自
動
更
新
さ
れ
な
い
ND
A
の
締
結
を
要

請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
今
後
の
取
引
に
与
え
る
影
響
等
を
懸

念
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

「
自
社
の
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
不
足
し
て
い
る
か
な
ど
は
、
連
携
事
業
者
側

か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
連
携
事
業
者
と
し
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
側
の
リ
テ
ラ
シ
ー
不
足
に
付
け
込
む
意
思
等
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
後

的
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
リ
テ
ラ
シ
ー
不
足
で
あ
り
、
ひ
な
型
を
押
し
付
け
ら

れ
た
と
し
て
紛
争
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
べ
く
、「
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
と
い
う
文

言
に
例
示
等
を
加
え
、具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
か
明
確
に
す
べ
き
で
あ

る
。
 

（
団
体
）
 

「
一
方
的
に
、
片
務
的
な
ND
A
や
契
約
期
間
の
短
い
ND
A
の
締
結
を
要
請
す
る
」
こ
と

の
例
示
と
し
て
、「
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
な
く
自
社
の
ND
A
の
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」

こ
と
を
記
載
し
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
具
体
化
は
困
難
で
す
が
、
相
手
方
と
の
十
分
な
協

議
の
上
に
相
手
方
が
納
得
し
て
合
意
し
て
い
れ
ば
、「
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
な
く
自
社
の

ND
A
の
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
①

優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

事
例
４
に
つ
い
て
、
例
え
ば
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
す
る
委
託
研
究
の
よ
う
に
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
み
に
義
務
を
負
担
さ
せ
る
片
務
的
ND
A
が
合
理
的
な
ケ
ー

ス
も
あ
る
た
め
、「
D
社
は
、
連
携
事
業
者
の
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、
D
社
に
保

持
す
る
義
務
が
か
か
る
一
方
、
D
社
の
秘
密
情
報
に
つ
い
て
は
、
連
携
事
業
者
に

保
持
す
る
義
務
が
か
か
ら
な
い
ND
A
を
合
理
的
な
理
由
な
く
締
結
さ
せ
ら
れ

た
。」
と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

事
例
４
は
、
連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
双
方
が
相
手
方
に
秘
密
情
報
を
開
示
す

る
事
案
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
す
る
委
託
研
究
」
と
は
異
な
る
た

め
、
原
案
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
 

一
般
論
と
し
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
営
業
秘
密
が
連
携
事
業
者
に
開
示
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
片
務
的
な
ND
A
が
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
、
ND
A
期
間
内
に
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
営
業
秘
密
が
連
携
事
業
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、
又
は
第
三
者
に
流
出
し
て
当
該
第

三
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
い
こ
と
か
ら
、
通
常
は
「
取
引
の
相
手
方
に
不

利
益
と
な
る
よ
う
に
取
引
の
条
件
を
設
定
し
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
取
引
を
実
施
す

る
こ
と
」（
独
占
禁
止
法
第
２
条
第
９
項
第
５
号
ハ
）
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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１
５
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
②

解
決
の
方
向

性
 

片
務
的
ND
A
が
合
理
的
な
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
た
め
、「
連
携
の
目
的
達
成
の
た

め
に
相
互
に
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
れ
ば
契
約
の
前
提
と
し
て
、
一

方
だ
け
に
義
務
が
生
じ
る
の
で
は
な
く
」
と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う

か
。
 

（
事
業
者
）

片
務
的
な
ND
A
が
合
理
的
か
ど
う
か
は
双
方
の
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え

ま
す
。
両
者
の
コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン
ス
が
守
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
す
の
で
契
約
の
前
提
と

し
ま
し
て
は
原
案
の
と
お
り
と
し
ま
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
イ
②

解
決
の
方
向

性
 

契
約
期
間
6
か
月
が
「
短
い
」
例
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
守
秘
義
務
期
間

は
開
示
さ
れ
る
情
報
の
価
値
や
陳
腐
化
期
間
に
応
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
仮
に
6か

月
で
も
短
い
と
は
い
え
な
い
の
で
、
絶
対
的
数
値
を
挙
げ
て
「
短
い
」
と
す
る
記

載
に
つ
い
て
は
、
再
検
討
頂
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

契
約
期
間
の
み
な
ら
ず
、
契
約
期
間
終
了
後
に
ど
の
程
度
の
期
間
秘
密
保
持
義
務
を
負
担

す
る
か
に
つ
い
て
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
自
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
詳
細
な
ど
最
重

要
な
情
報
を
共
有
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
に
、「
残
存
条
項
を
設
定
せ
ず
に
、契
約
期
間
を

６
か
月
と
す
る
」等
情
報
の
性
質
に
見
合
わ
な
い
契
約
」期
間
で
ND
A
を
結
ん
で
し
ま
う

と
、
次
の
連
携
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
む
こ
と
な
く
締
結
先
か
ら
秘
密
情
報
が
流
出
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 

第
2
の
１

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

ND
A
違
反
の
行
為
を
独
占
禁
止
法
違
反
の
問
題
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
で
、契
約

交
渉
の
場
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
役
立
て
得
る
の
か
、
実
際
上
の
意
義
(実
益
)

を
説
明
し
て
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

ND
A
違
反
が
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
考

え
方
を
示
す
こ
と
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
公
正
か
つ
自
由
に
競
争
で
き
る
環
境
を
確
保

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
 

第
2
の
１

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

ND
A
違
反
が
あ
る
ケ
ー
ス
は
、契
約
上
の
義
務
違
反
あ
る
い
は
不
正
競
争
防
止
法

の
責
任
追
及
が
可
能
で
あ
る
た
め
、「
ND
A
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
営
業
秘

密
を
取
引
妨
害
の
た
め
に
用
い
る
よ
う
な
場
合
」
に
つ
い
て
独
占
禁
止
法
の
問
題

に
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
言
及
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

本
指
針
の
事
例
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
い
て
お
り
、
現
時
点
に

お
い
て
、「
ND
A
違
反
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
営
業
秘
密
を
取
引
妨
害
の
た
め
に
用
い
る

よ
う
な
場
合
」
を
具
体
的
に
想
定
し
、
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
を
指
針
と
し
て
示
す
こ

と
は
困
難
で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方

下
記
事
例
が
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
本
指
針
案
の
「
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
へ
の
追
加
を
御
検
討
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

事
例
：
連
携
事
業
者
C
社
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
D
社
に
対
し
て
、
Po
C
実

本
指
針
で
は
、「
営
業
秘
密
の
盗
用
は
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
間
で
相
互
に

情
報
の
秘
密
保
持
義
務
を
課
し
目
的
外
使
用
を
禁
止
す
る
ND
A
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
競
争
手
段
と
し
て
明
ら
か
に
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
連
携
事

業
者
が
、
ND
A
に
違
反
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
営
業
秘
密
を
盗
用
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
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１
６
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

及
び
競
争
者

に
対
す
る
取

引
妨
害
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

施
の
提
案
を
行
っ
た
。
C
社
と
D
社
は
過
去
に
も
Po
C
を
繰
り
返
し
実
施
し
た

も
の
の
、
Po
C
に
と
ど
ま
り
、
共
同
研
究
開
発
の
段
階
に
移
行
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
C
社
は
Po
C
を
通
じ
て
D
社
の
秘
密
情
報
を
把
握
し
て
い
る

状
況
で
あ
る
と
こ
ろ
、
新
た
に
立
ち
上
げ
る
サ
ー
ビ
ス
が
競
合
す
る
旨
を
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
企
業
に
認
識
さ
せ
て
、
Po
C
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
 

こ
の
事
例
を
追
加
す
る
理
由
と
し
て
は
、
連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

の
競
合
と
な
っ
た
場
合
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
顧
客
が
奪
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
に
な
り
得
る
と
危
惧
し
て
い
る
。ま
た
、「
新
た
に
立

ち
上
げ
る
サ
ー
ビ
ス
が
競
合
す
る
旨
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
に
認
識
さ
せ
て
、

Po
C
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
」
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
が
予
め
了
承
し

て
い
た
取
組
で
あ
り
、「
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
取
引
妨
害
で
は
な
か
っ
た
」と
説

明
す
る
た
め
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

企
業
の
知
見
・
経
験
不
足
に
つ
け
こ
ん
だ
手
法
に
対
し
て
ア
ラ
ー
ト
を
立
て
る
た

め
に
も
、
事
例
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

（
事
業
者
）

プ
の
取
引
先
に
対
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務
と
競
合
す
る
商
品
・
役
務
を
販

売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
そ
の
取
引
先
と
の
取
引
が
妨
害
さ
れ
る
場
合

に
は
、
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
考
え
方

を
示
し
て
い
ま
す
。
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
は
、
C
社
の
行
為
が
競
争
手
段
と
し
て
不
公

正
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
事
例
を

「
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
に
追
加
す
る
の
は
困
難

で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方

及
び
競
争
者

に
対
す
る
取

引
妨
害
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

下
記
事
例
が
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
本
指
針
案
の
「
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
へ
の
追
加
を
御
検
討
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

事
例
：
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
E
社
の
取
締
役
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
複
数

の
株
主
が
参
加
し
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
原
価
や
製
造
場
所
・
製
造
条
件
等
の
確
認
を

目
的
と
し
た
質
問
を
行
い
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
株
主
に
内
製

化
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
 

こ
の
事
例
を
追
加
す
る
理
由
と
し
て
は
、
株
主
に
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の

経
営
を
監
視
・
監
督
す
る
こ
と
や
、
大
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
提
供
し
て
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
企
業
を
支
援
す
る
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
り
、
取
締
役
会
へ
の
株
主
の
オ

本
指
針
で
は
、
連
携
事
業
者
が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
競
争
者
と
な
り
、
不
公
正
な
競
争

手
段
を
用
い
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
そ
の
取
引
先
と
の
取
引
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

事
例
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
「
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と

な
り
得
る
事
例
」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
は
、
株
主
と
E

社
と
の
競
争
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
事
例
を
「
競
争
者
に
対
す

る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
に
追
加
す
る
の
は
困
難
で
す
。
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１
７
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
に
つ
い
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
し
て
は
断
り
に
く
い
状

況
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
デ
ー
タ
等
の
秘

密
情
報
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
取
締
役
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
た
出

席
者
を
通
じ
て
株
主
に
漏
洩
す
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
将
来
的
に
株
主
が
内
製
化

し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
競
合
と
な
っ
て
顧
客
を
奪
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
に
な
り
得
る
と
危
惧
し
て
い
る
。
ま
た
、「
モ
デ
ル

契
約
書
ve
r1
.0
」
の
雛
形
と
し
て
出
資
契
約
書
に
盛
り
込
む
べ
き
秘
密
保
持
条
項

が
追
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
株
主
に
対
し
て
モ
デ
ル
契
約
書
を
提
示
し
、
交
渉
し
や

す
い
状
況
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
秘
密
情
報

の
帰
属
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
秘
密
情
報
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
取
締
役
会

に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
た
出
席
者
が
盗
用
し
使
用
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
た

め
の
条
項
」
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ND
A
違
反
、
取
引
妨
害
と
し
て
問

題
と
な
り
得
る
事
例
の
低
減
に
も
繋
が
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
だ
け
で
な
く

株
主
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
に
も
貢
献
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
 

（
事
業
者
）

第
２
の
１

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方

及
び
競
争
者

に
対
す
る
取

引
妨
害
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

下
記
事
例
が
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
本
指
針
案
の
「
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
へ
の
追
加
を
御
検
討
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

事
例
：
連
携
事
業
者
G
社
か
ら
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
H
社
は
出
向
者
を
受
け

入
れ
、
技
術
部
門
で
業
務
を
担
当
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
H
社
は
G
社

よ
り
、H
社
の
競
合
と
な
る
新
規
事
業
計
画
の
業
務
サ
ポ
ー
ト
に
関
す
る
Po
C
実

施
の
相
談
を
受
け
た
。新
規
事
業
計
画
の
根
幹
と
な
る
技
術
は
G
社
か
ら
の
出
向

者
が
担
当
し
て
い
た
技
術
領
域
そ
の
も
の
で
あ
り
、
Po
C
実
施
の
提
案
は
出
向
者

の
帰
任
3ヶ
月
前
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
事
例
を
追
加
す
る
理
由
と
し
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
・

本
指
針
で
は
、「
営
業
秘
密
の
盗
用
は
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
間
で
相
互
に

情
報
の
秘
密
保
持
義
務
を
課
し
目
的
外
使
用
を
禁
止
す
る
ND
A
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
競
争
手
段
と
し
て
明
ら
か
に
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
連
携
事

業
者
が
、
ND
A
に
違
反
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
営
業
秘
密
を
盗
用
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
取
引
先
に
対
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務
と
競
合
す
る
商
品
・
役
務
を
販

売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
そ
の
取
引
先
と
の
取
引
が
妨
害
さ
れ
る
場
合

に
は
、
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
考
え
方

を
示
し
て
い
ま
す
。
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
は
、
G
社
の
行
為
が
競
争
手
段
と
し
て
不
公

正
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
事
例
を

「
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
に
追
加
す
る
の
は
困
難
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１
８
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

デ
ー
タ
等
の
秘
密
情
報
が
出
向
者
を
通
じ
て
連
携
事
業
者
に
漏
洩
し
、
連
携
事
業

者
が
競
合
す
る
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
顧
客
が
奪
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
に
な
り
得
る
と
危
惧
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

出
向
者
が
連
携
事
業
者
に
帰
任
す
る
際
の
秘
密
保
持
契
約
に
つ
い
て
も
「
モ
デ
ル

契
約
書
ve
r1
.0
」
の
雛
形
に
追
加
さ
れ
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
秘
密
情

報
の
保
護
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、連
携
事
業
者
か
ら
の
出
向
者
に
対
し
て
ND
A

の
打
診
が
行
い
や
す
い
状
況
と
な
る
。
 

（
事
業
者
）

で
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
①

競
争
者
に
対

す
る
取
引
妨

害
と
し
て
問

題
と
な
り
得

る
事
例
 

下
記
事
例
が
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
本
指
針
案
の
「
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
へ
の
追
加
を
御
検
討
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

事
例
：
連
携
事
業
者
A
社
（
上
場
会
社
）
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
B
社
と
の
間

で
ND
A
を
締
結
し
て
、
B
社
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
秘
密
情
報
を
受
領
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
、
B
社
が
保
有
す
る
特
許
権
等
に
関
連
す
る
周
辺
技
術
を
活

用
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
、
B
社
の
競
合
相
手
と
な
っ
て
顧
客
を
奪
お
う
と
し

た
事
例
（
A
社
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
、
早
期
に
市
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ
た
た
め
、
消
費
者
の
安
全
性
が
考
慮
さ
れ
な
い
怪
我
や
死
亡

リ
ス
ク
の
可
能
性
の
あ
る
粗
悪
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
）
 

こ
の
事
例
を
追
加
す
る
理
由
と
し
て
は
、現
在
、連
携
事
業
者
に
対
し
て
ND
A
の

モ
デ
ル
契
約
書
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ND
A
の
モ
デ
ル
契
約
書
に
は
「
損
害

賠
償
責
任
の
範
囲
・
金
額
・
請
求
期
間
に
つ
い
て
予
め
定
め
る
旨
」
が
定
め
ら
れ

て
お
ら
ず
、
損
害
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
漏
洩
に
対
す
る
抑
止
効
果

が
低
く
、
秘
密
保
持
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
企
業
か
ら
連
携
事
業
者
に
対
し
て
「
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
・
金
額
・
請
求

期
間
に
つ
い
て
予
め
定
め
る
旨
」
を
含
む
ND
A
を
提
示
し
て
も
連
携
事
業
者
が

本
指
針
で
は
、「
営
業
秘
密
の
盗
用
は
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
間
で
相
互
に

情
報
の
秘
密
保
持
義
務
を
課
し
目
的
外
使
用
を
禁
止
す
る
ND
A
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
競
争
手
段
と
し
て
明
ら
か
に
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
連
携
事

業
者
が
、
ND
A
に
違
反
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
営
業
秘
密
を
盗
用
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
取
引
先
に
対
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務
と
競
合
す
る
商
品
・
役
務
を
販

売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
そ
の
取
引
先
と
の
取
引
が
妨
害
さ
れ
る
場
合

に
は
、
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
考
え
方

を
示
し
て
い
ま
す
。
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
は
、
A
社
と
B
社
の
間
の
ND
A
の
内
容
、
B

社
の
保
有
す
る
特
許
等
と
そ
れ
に
関
連
す
る
周
辺
技
術
の
関
係
等
が
不
明
で
あ
り
、
A
社

の
行
為
が
競
争
手
段
と
し
て
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い

こ
と
等
か
ら
、
御
指
摘
の
事
例
を
「
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得

る
事
例
」
に
追
加
す
る
の
は
困
難
で
す
。
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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１
９
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

受
け
付
け
な
い
ケ
ー
ス
が
大
半
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
モ
デ
ル
契
約
書
の
原
則
条

項
と
し
て
、「
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
・
金
額
・
請
求
期
間
に
つ
い
て
予
め
定
め
る

旨
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

問
題
の
背
景

及
び
解
決
の

方
向
性
の
整

理
 

出
資
を
受
け
入
れ
る
際
に
締
結
す
る
出
資
契
約
に
は
、
十
分
な
秘
密
保
持
義
務
が

定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、出
資
契
約
に
組
み
込
む
べ
き
秘
密
保
持
条
項
を
、「
モ

デ
ル
契
約
書
ve
r1
.0
」
に
追
加
さ
れ
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

本
指
針
は
、
連
携
事
業
者
と
の
取
引
を
対
象
と
し
て
お
り
、
出
資
者
と
の
取
引
は
対
象
と

し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

問
題
の
背
景

及
び
解
決
の

方
向
性
の
整

理
 

連
携
事
業
者
等
か
ら
の
出
向
者
が
連
携
事
業
者
等
に
帰
任
す
る
際
の
「
秘
密
保
持

契
約
」
に
つ
い
て
も
、「
モ
デ
ル
契
約
書
ve
r1
.0
」
へ
追
加
さ
れ
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

問
題
の
背
景
 

「
ま
た
、
ND
A
の
内
容
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
正
確
に
理
解
し
て
い
な
い
、

ND
A
に
お
け
る
秘
密
情
報
の
範
囲
に
応
じ
た
体
制
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
確

保
で
き
て
い
な
い
等
の
理
由
に
よ
っ
て
、N
DA
違
反
が
起
き
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。」
に
お
け
る
ND
A
違
反
は
連
携
事
業
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
意
味
が
良
く

分
か
ら
な
い
の
で
、
も
う
少
し
詳
細
に
解
説
し
て
も
ら
い
た
い
。
連
携
事
業
者
に

よ
る
ND
A
違
反
の
問
題
（
事
例
６
な
ど
）
と
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
ND
A
違
反

を
立
証
で
き
な
い
問
題
（
事
例
７
な
ど
、
実
際
に
は
ND
A
違
反
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
場
合
を
含
む
。）
が
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、き
ち
ん

と
分
け
て
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

例
え
ば
、
使
用
さ
れ
た
情
報
が
ND
A
に
お
け
る
「
秘
密
情
報
」
に
該
当
す
る
こ
と
の
立
証

や
、
被
害
を
受
け
た
側
が
ND
A
締
結
前
に
当
該
秘
密
情
報
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
の
立

証
が
困
難
で
泣
き
寝
入
り
す
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
」
も
少
な

く
な
い
。ま
た
、N
DA
の
内
容
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
正
確
に
理
解
し
て
い
な
い
、N
DA

に
お
け
る
秘
密
情
報
の
範
囲
に
応
じ
た
体
制
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
確
保
で
き
て
い
な

い
等
の
理
由
に
よ
っ
て
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
に
よ
る
」
ND
A
違
反
が
起
き
て
い
る
ケ

ー
ス
も
あ
る
。
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２
０
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

（
事
業
者
）
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

解
決
の
方
向
性
と
し
て
は
、
連
携
事
業
者
側
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
リ
テ

ラ
シ
ー
も
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
搾
取
を
し
て
い
る
企
業
は
、
悪
評

が
広
が
り
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
も
っ
と
強
調

す
べ
き
。
 

 
ま
た
、
解
決
の
方
向
性
と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
注
意
す
べ
き
こ
と
に
フ

ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
複
数
の
連
携
事
業
者
と
連
携

す
る
場
合
、
コ
ン
タ
ミ
の
問
題
が
発
生
す
る
。
人
数
が
限
ら
れ
て
い
る
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
で
コ
ン
タ
ミ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
は
、
連
携
事
業
者
が
認
め
た
く
な
る
、
複
数
社
と
付
き
合
っ
て
ス
パ
イ
ラ

ル
ア
ッ
プ
で
き
る
こ
と
を
強
み
と
し
て
主
張
で
き
る
よ
う
自
社
の
コ
ア
を
整
理

す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
 

（
事
業
者
）

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

単
に
秘
密
情
報
の
存
在
形
式
の
み
の
言
及
で
あ
れ
ば
、
上
記
②
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
が
ND
A
締
結
前
か
ら
当
該
情
報
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
を
立
証
」
す
る
上
で

の
有
効
な
手
当
て
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
直
上
の
➀
②
の
問
題

点
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
の
具
体
的
な
記
載
に
つ
い
て
例
示
を
御
教
示
頂
き
た
い

と
考
え
ま
す
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ND
A
に
向
け
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、御
参
考
ま
で
に
以
下
の
資
料
を
ご
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

秘
密
情
報
の
保
護
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
 
P2
21
～
P2
23
 

ht
tp
s:/
/w
ww
.m
et
i.g
o.
jp
/p
ol
icy
/e
co
no
m
y/
ch
iza
i/c
hi
te
ki/
pd
f/
ha
nd
bo
ok
/f
ul
l

.p
df
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

20
20
年
6
月
30
日
に
公
表
さ
れ
た
モ
デ
ル
契
約
書
ve
r1
.0
の
モ
デ
ル
契
約
書

【
秘
密
保
持
契
約
書
（
新
素
材
）】
の
第
８
条
（
損
害
賠
償
）
の
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン

条
項
「
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
・
金
額
・
請
求
期
間
に
つ
い
て
予
め
定
め
る
旨
」

を
、
秘
密
保
持
契
約
書
の
実
効
性
を
担
保
し
、
漏
洩
に
対
す
る
抑
止
効
果
を
高
め

る
た
め
に
、「
変
更
オ
プ
シ
ョ
ン
条
項
」
で
は
な
く
「
雛
形
の
条
項
」
と
し
て
定
め

る
こ
と
は
ど
う
か
。
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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２
１
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

（
事
業
者
）
 

第
２
の
１

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

「（
イ
）
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
」
の
4
行
か
ら
7
行
目
に
は
「
漏
洩
に
対
す
る

抑
止
効
果
を
高
め
る
目
的
で
、
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
・
金
額
・
請
求
期
間
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」と
か
、「
金
額
を
高
め
る
こ
と
で

情
報
漏
洩
の
抑
止
力
を
高
め
る
よ
う
な
金
額
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」
と

あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
連
携
事
業
者
が
応
じ
な
い
場
合
で
も
、
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害（
一
般
指
定
第
14
項
）や
優
越
的
地
位
の
濫
用（
独
占
禁
止

法
第
2
条
第
9
項
5
号
）
と
ま
で
は
言
え
な
い
旨
を
明
記
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
本
指
針
は
、
特
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
り
活
用
さ
れ
る
こ

と
が
予
期
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
指
針
（
案
）
が
指
摘
す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
」
を
前
提
と
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
、
本

条
件
（
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
）
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
お
墨
付
き
を
与
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
独
占
禁
止
法
を
盾
に
条
件
の
変
更
に
応
じ

ず
、
契
約
が
ま
と
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事

態
が
多
発
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停
滞
を
招
き

か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
本
指
針
は
で
き
る
だ
け
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
な
記
述
に

す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
 

一
般
論
と
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
の
規
定
に
つ
い
て
、
連
携
事
業
者
が
応
じ
な
い
こ
と
の

み
を
も
っ
て
、
直
ち
に
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
又
は
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問

題
と
な
る
と
ま
で
は
い
え
ま
せ
ん
。
 

第
２
の
２
 

無
償
作
業
に
つ
い
て
の
み
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
Po
C
段
階
で
あ
り
な
が
ら
、
一

方
的
に
事
業
提
携
者
側
の
ひ
な
形
を
利
用
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
、
知
的
財
産
権

が
移
行
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
例
が
あ
る
。
Po
C
の
目
的
が
技
術
検
証
で

あ
る
こ
と
か
ら
も
、
知
的
財
産
権
の
移
転
を
求
め
る
こ
と
は
双
方
の
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
を
促
進
す
る
目
的
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
行
わ
な
い
べ
き
で
あ
る

旨
注
意
を
促
さ
れ
た
い
。
 

（
弁
護
士
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
、
Po
C
段
階
に
お
け
る
報
告
書
の
著
作
権
、
知
的
財
産
権
の

取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
以
下
の
よ
う
に
修
正
し
ま
す
。

P1
3
脚
注
22
に
記
載
 

報
告
書
で
あ
る
レ
ポ
ー
ト
の
著
作
権
、
知
的
財
産
権
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
・
連
携
事
業
会
社
間
で
の
争
い
を
避
け
る
た
め
、
事
前
に
契
約
で
規
定
し
て
お
く
こ

と
も
重
要
と
な
る
。（
モ
デ
ル
契
約
書
【
技
術
検
証
（
Po
C）
契
約
書
（
新
素
材
）】
：
第
９

条
参
照
）
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２
２
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

第
２
の
２

（
１
）
概
要
 
Po
C
契
約
に
お
い
て
、
事
業
者
A
が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
含
む
複
数
の
事
業
者

を
Po
C
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
に
参
加
さ
せ
る
際
に
、当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が

事
業
者
Ａ
と
の
協
業
を
期
待
し
て
ほ
か
の
潜
在
的
な
取
引
先
を
出
し
抜
く
た
め

に
、当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
Po
C
の
対
価
を
低
く
設
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
時
、
事
業
者
A
が
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
コ
ン
ペ
に
参
加
さ
せ
た
こ

と
は
独
占
禁
止
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。ま
た
、そ
の
結
論
は
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
対
価
が
安
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
知
り
得
た
と
い
っ
た
主

観
に
よ
っ
て
変
化
し
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
そ
の
点
も
本
指
針
に
明
記
し

て
ほ
し
い
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
情
報
の
み
で
独
占
禁
止
法
上
の
評
価
を
す
る
の
は
困
難
で
す
が
、
優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
の
は
、公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ（
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
自
由
か
つ
自
主
的
な
判
断
に
よ
る
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
等
）
が
生
じ

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
旨
は
、
本
指
針
（
案
）
の
脚
注
12
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

第
２
の
２

（
２
）
ア
①

競
争
者
に
対

す
る
取
引
妨

害
と
し
て
問

題
と
な
り
得

る
事
例
 

下
記
事
例
が
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
た
め
、
本
指
針
案
の
「
競
争
者

に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」
へ
の
追
加
を
御
検
討
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
 

事
例
：
連
携
事
業
者
J社
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
K
社
が
共
同
事
業
開
発
を
前

提
と
し
た
Po
C
を
行
っ
た
際
に
、
K
社
は
各
種
デ
ー
タ
を
提
供
し
、
か
つ
新
た
に

創
出
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
J社
は
受
領
し
た
。過
去
の
Po
C
共
同
開
発
段
階
に
は
移

行
せ
ず
、保
留
状
態
と
な
っ
て
い
る
。P
oC
を
通
じ
て
得
た
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、

J社
は
K
社
の
サ
ー
ビ
ス
と
競
合
す
る
事
業
を
立
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
 

こ
の
事
例
を
追
加
す
る
理
由
と
し
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
連
携
事
業
者

が
Po
C
や
共
同
研
究
開
発
を
行
う
場
合
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
が
連
携
事
業
者

に
対
し
て
デ
ー
タ
を
開
示
す
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
が
連

携
事
業
者
に
提
供
す
る
デ
ー
タ
及
び
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
開
発
さ
れ
る
デ
ー

タ
の
保
護
を
担
保
す
る
条
項
」
が
契
約
書
に
必
要
な
状
況
で
あ
る
。
一
方
、
現
時

点
の
モ
デ
ル
契
約
書
で
は
連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
に
デ
ー
タ
を

開
示
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
か
ら
連
携
事
業
者

本
指
針
で
は
、「
営
業
秘
密
の
盗
用
は
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
間
で
相
互
に

情
報
の
秘
密
保
持
義
務
を
課
し
目
的
外
使
用
を
禁
止
す
る
ND
A
に
違
反
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
競
争
手
段
と
し
て
明
ら
か
に
不
公
正
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
踏
ま
え
、「
連
携
事

業
者
が
、
ND
A
に
違
反
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
営
業
秘
密
を
盗
用
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
の
取
引
先
に
対
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務
と
競
合
す
る
商
品
・
役
務
を
販

売
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
そ
の
取
引
先
と
の
取
引
が
妨
害
さ
れ
る
場
合

に
は
、
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
の
考
え
方

を
示
し
て
い
ま
す
。御
指
摘
の
情
報
の
み
で
は
、J
社
の
行
為
が
競
争
手
段
と
し
て
不
公
正

な
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
こ
と
等
か
ら
、御
指
摘
の
事
例
を「
競

争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
事
例
」に
追
加
す
る
の
は
困
難
で
す
。
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２
３
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

に
各
種
デ
ー
タ
を
開
示
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
モ
デ
ル
契
約
書
が
必
要
で
あ

る
。
 

（
事
業
者
）

第
２
の
２

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

20
19
年
12
月
に
経
済
産
業
省
が
リ
リ
ー
ス
し
た
「
AI
・
デ
ー
タ
の
利
用
に
関
す

る
契
約
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
1.
1版
（
デ
ー
タ
編
）」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
デ
ー
タ
提

供
型
契
約
」
な
ら
び
に
「
デ
ー
タ
創
出
型
契
約
」
の
内
容
を
「
モ
デ
ル
契
約
書

ve
r1
.0
」
へ
追
加
す
る
こ
と
を
検
討
さ
れ
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

御
指
摘
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
２
の
２

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

「（
ウ
）
共
同
研
究
開
発
へ
の
移
行
条
件
を
明
確
化
す
る
」
の
4
行
か
ら
10
行
目

に
、「
ま
た
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
し
て
共
同
研
究
開
発
に
進
む
確
度
が
高
い
Po
C

で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、正
式
な
契
約
に
基
づ
い
た
Po
C
の
実
施
を
優
先

し
、
Po
C
段
階
で
は
あ
え
て
低
額
な
委
託
料
と
し
て
連
携
事
業
者
と
の
交
渉
締
結

の
ス
ピ
ー
ド
を
確
保
す
る
と
い
う
方
針
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
ら
の
思
惑
の
調
整
規

定
と
し
て
は
、
共
同
研
究
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
Po
C
費
用
の
追

加
分
の
支
払
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。（
モ
デ
ル

契
約
書
【
技
術
検
証
（
Po
C)
 契
約
書
（
新
素
材
）】
：
第
6条
参
照
）」
と
あ
る
が
、

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
連
携
事
業
者
が
応
じ
な
い
場
合
で
も
、
競
争
者
に
対
す
る

取
引
妨
害（
一
般
指
定
第
14
項
）や
優
越
的
地
位
の
濫
用（
独
占
禁
止
法
第
2
条

第
9
項
5号
）
と
ま
で
は
言
え
な
い
旨
を
明
記
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

そ
の
理
由
と
し
て
、
本
指
針
は
、
特
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
り
活
用
さ
れ
る
こ

と
が
予
期
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
指
針
（
案
）
が
指
摘
す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
」
を
前
提
と
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
、
本

条
件
（
Po
C
費
用
の
追
加
支
払
い
の
規
定
）
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
お
墨
付

き
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
独
占
禁
止
法
を
盾
に
条
件
の
変

更
に
応
じ
ず
、
契
約
が
ま
と
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
 

一
般
論
と
し
て
、
Po
C
費
用
の
追
加
分
の
支
払
義
務
の
規
定
に
つ
い
て
、
連
携
事
業
者
が

応
じ
な
い
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
直
ち
に
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
又
は
優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
と
ま
で
は
い
え
ま
せ
ん
。
 

- 178-



２
４
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

よ
う
な
事
態
が
多
発
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停

滞
を
招
き
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
本
指
針
は
で
き
る
だ
け
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う

な
記
述
に
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
共
同
研
究
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

に
、
Po
C
費
用
の
追
加
分
の
支
払
義
務
を
規
定
す
る
と
い
う
が
、
こ
れ
が
何
に
対

す
る
対
価
な
の
か
良
く
分
か
ら
な
い
。
正
当
な
理
由
が
な
い
支
払
い
を
行
う
こ
と

は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
公
平
で
良
好
な
関
係
の
構
築
を
目
指
す
連
携
事
業
者

で
あ
っ
て
も
で
き
な
い
。
 

（
事
業
者
）
 

第
２
の
２

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

本
指
針
に
お
い
て
「
Po
C
に
お
い
て
一
定
の
成
果
保
証
等
を
す
る
も
の
で
は
な

い
」と
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
。P
oC
で
は
Co
nc
ep
tを
証
明
す
る
と
い
う
成

果
は
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Po
C
を
超
え
て
結
果
を
求
め
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

検
証
段
階
と
い
う
性
質
に
鑑
み
、
契
約
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
完
成
義
務
を
負
う

も
の
で
は
な
く（
請
負
型
）、
検
証
の
た
め
の
業
務
の
実
施
が
目
的
で
あ
る
こ
と（
準
委
任
）

を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
で
す
。
頂
い
た
御
指
摘
を
踏
ま
え
原
案
を
以
下
の
よ
う
に
修
正

し
ま
す
。
 

ま
た
、
Po
C
の
実
質
は
合
意
し
た
検
証
を
行
い
、
レ
ポ
ー
ト
等
の
資
料
を
前
提
と
し
た
報

告
書
を
作
成
す
る
こ
と
を
業
務
と
す
る
業
務
委
託
契
約
（
準
委
任
契
約
）
で
あ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
Po
C
に
「
お
け
る
何
ら
か
の
成
果
の
達
成
や
特
定
の
結
果
等

を
保
証
」す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、何
を
検
証
作
業
と
し
て
行
う
か
、

何
が
報
告
さ
れ
れ
ば
業
務
が
完
了
か
を
一
定
程
度
詳
細
に
特
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

第
２
の
３

（
２
）
ア
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

独
占
禁
止
法
の
考
え
方
に
お
い
て
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
双
方
が

共
同
研
究
に
貢
献
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
貢
献
度
を
超
え
て
、
共
同
研
究

の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
が
連
携
事
業
者
の
み
に
帰
属
す
る
場
合
に
は
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
そ
の
成
果
を
享
受
で
き
ず
、
連
携
事
業
者
の
み
が
そ
の
成
果
を

享
受
す
る
こ
と
と
な
る
。
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優
越
し
て
い
る

連
携
事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
が
事
業
連
携
に
お
い
て
連
携
事
業
者
に
帰
属
す
る

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
貢
献
度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の

他
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
取
引
の
相
手

連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
知
的
財
産
権
の
実
施
権
を
許
諾
す
る
こ
と
を
も
っ

て
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
共
同
研
究
の
成
果
を
必
ず
し
も
享
受
で
き
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

「
他
の
」の
意
味
が
不
明
で
あ
る
と
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
当
該
知
的
財
産
権
に
係
る
支

払
以
外
の
支
払
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

- 179-



２
５
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権

の
無
償
提
供
等
を
要
請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
が
、
知
的
財
産
権
が
連
携

事
業
者
の
み
に
帰
属
し
て
も
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
実
施
権
の
許
諾
等
が
な
さ
れ

て
い
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
そ
の
成
果
を
享
受
で
き
る
。
ま
た
、「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
い
」
の
「
他
の
」
の
文
意
が
分
か
り
に
く
い
た
め
、「
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
双
方
が
共
同
研
究
に
貢
献
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
貢
献
度
を
超
え
て
、
共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
が
連
携

事
業
者
の
み
に
帰
属
し
、
実
施
権
の
許
諾
等
も
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
は
そ
の
成
果
を
享
受
で
き
ず
、
連
携
事
業
者
の
み
が
そ
の
成
果
を
享
受

す
る
こ
と
と
な
る
。
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優
越
し
て
い
る
連
携

事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
が
事
業
連
携
に
お
い
て
連
携
事
業
者
に
帰
属
す
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
、
貢
献
度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
支
払

に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
の
無
償
提

供
等
を
要
請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
」
と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
を
し
て
は
ど
う

か
。
 

（
事
業
者
）

第
２
の
３

（
２
）
ア
①

優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

事
例
15
に
つ
い
て
、「
知
的
財
産
権
の
無
償
提
供
」
に
お
け
る
「
知
的
財
産
権
」

と
は
、共
同
研
究
を
開
始
す
る
前
か
ら
O
社
が
保
有
し
て
い
た
知
的
財
産
権
を
指

す
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
事
例
15
の
「
知
的
財
産
権
」
と
は
、
本
指
針
に
お
い
て
は
「
共
同
研
究
の
成
果

に
基
づ
く
知
的
財
産
権
」を
指
し
、「
共
同
研
究
を
開
始
す
る
前
か
ら
Ｏ
社
が
保
有
し
て
い

た
知
的
財
産
権
」
を
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
、

本
指
針
に
は
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
知
的
財
産
権
を
帰
属
さ
せ
」
と
あ
る
が
、
知

財
の
権
利
帰
属
は
発
明
者
主
義
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
連
携
事
業
者
側
に
本
指
針
の
解
決
の
方
向
性
と
し
ま
し
て
は
、
別
添
に
記
載
の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

促
進
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
事
業
会
社
の
連
携
を
通
じ
、
知
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２
６
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

イ
及
び
ウ
②

問
題
の
背
景

及
び
解
決
の

方
向
性
の
整

理
 

発
明
者
が
い
る
場
合
に
は
連
携
事
業
者
に
も
知
財
権
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
。
ま
た
、
連
携
事
業
者
が
開
発
費
を
負
担
し
、
共
同
研
究
に
貢
献
し
て

い
る
場
合
に
は
、
共
同
研
究
全
体
の
リ
ス
ク
負
担
の
割
合
か
ら
言
っ
て
、
知
財
権

を
共
願
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
連
携
事
業

者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
出
資
し
な
が
ら
共
同
開
発
を
進
め
る
場
合
に
は
、
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
の
価
値
が
向
上
す
れ
ば
、
連
携
事
業
者
の
収
益
に
も
貢
献
す
る
た

め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
育
て
な
が
ら
共
同
開
発
等
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
連
携
事
業
者
が
そ
う
い
う
意
識
を
持
て
ば
、
行
き
過
ぎ
た
知
財
権
の
帰
属
を

主
張
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
弱
ま
る
は
ず
。
 

（
事
業
者
）
 

財
等
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
事
業
価
値
の
総
和
を
最
大
化
す
る
こ
と
」
を
念
頭
に
知
財
権
者

を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
し
、
連
携
事
業
者
に
事
業
領
域
や
期
間
等
を
限
定
し
た
独
占
利
用

権
を
設
定
す
る
例
を
示
し
た
も
の
で
、
発
明
時
の
特
許
を
受
け
る
権
利
を
発
明
者
に
帰
属

さ
せ
る
原
則
（
発
明
者
主
義
）
を
否
定
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
 

共
同
で
な
さ
れ
た
発
明
の
取
扱
い
は
、
当
事
者
同
士
が
連
携
の
過
程
に
よ
っ
て
解
決
策
を

検
討
す
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
か
ら
、
頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
９
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
②

問
題
の
背
景

及
び
解
決
の

方
向
性
の
整

理
 

本
指
針
で
は
、「
共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
が
連
携
事
業
者
の
み

に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
」
こ
と
を
課
題
と
し
、
そ
の
解
決
法
と
し
て
、「
権
利
を
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
に
単
独
帰
属
さ
せ
つ
つ
、
連
携
企
業
に
は
独
占
的
利
用
権
の
設

定
」
を
す
る
こ
と
の
み
を
「
唯
一
の
解
決
法
」
と
し
て
推
奨
し
て
お
り
ま
す
。
ま

た
上
記
解
決
法
を
推
奨
す
る
理
由
と
し
て
、「
連
携
事
業
者
は
、必
要
な
範
囲
で
独

占
的
に
利
用
で
き
れ
ば
事
業
戦
略
上
支
障
は
な
い
」
と
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
提
案
は
事
業
連
携
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
は
不

適
当
と
思
慮
し
ま
す
。
共
同
研
究
開
発
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
果
の
権
利
帰

属
に
つ
い
て
は
、
そ
の
過
程
に
基
づ
き
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
。
一
部
の
大
企
業

が
そ
の
優
越
的
地
位
を
濫
用
し
て
権
利
を
独
占
し
た
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る

本
指
針
に
解
決
の
方
向
性
に
記
載
し
た
方
策
が
、「
唯
一
の
解
決
法
」と
は
考
え
て
お
り
ま

せ
ん
。
共
同
研
究
開
発
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
果
の
権
利
帰
属
に
つ
い
て
は
、
そ
の

過
程
に
基
づ
き
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
御
指
摘
の
と
お
り
で
す
。
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
９
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当
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２
７
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案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

こ
と
も
認
識
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
真
摯

に
向
き
合
い
、
連
携
し
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
に
向
け
て
日
々
活
動
し
て
い
る

企
業
の
存
在
に
つ
い
て
も
ご
考
慮
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
一
部
の
違
反
事
例
を
も

っ
て
、
そ
の
他
全
て
の
事
案
に
画
一
的
な
解
決
法
が
推
奨
さ
れ
る
こ
と
は
、
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の
事
業
連
携
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
り
得
ま
す
。
 

本
指
針
は
、
大
企
業
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の
事
業
連
携
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
促
進
を
い
か
に
図
れ
る
か
に
着
目
し
、
契
約
時
に
生
じ
る
問
題
へ
の
解
決

法
を
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
と
思
慮
し
ま
す
。
従
い
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
・

連
携
企
業
双
方
に
と
っ
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
解
決
法
に
つ
い
て
再
検
討
い
た

だ
き
、
指
針
で
言
及
を
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
 

（
事
業
者
）

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
②

問
題
の
背
景
 

16
頁
の
「（
問
題
の
背
景
）」
に
つ
い
て
、
後
述
の
予
防
策
に
て
対
処
し
得
る
ボ
ト

ル
ネ
ッ
ク
の
意
味
な
ど
が
不
明
確
の
た
め
、
丁
寧
に
説
明
し
て
ほ
し
い
。
 

（
事
業
者
）
 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
が
管
理
で
き
て
い
な
い
こ
と
で
技
術
情
報
の
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ

ョ
ン
が
起
こ
る
こ
と
が
、
共
同
研
究
後
の
安
易
な
特
許
の
共
有
や
一
方
的
帰
属
が
起
こ
る

ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
の
一
つ
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。よ
っ
て
(ｱ
)の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
の

範
囲
の
明
確
化
を
行
う
こ
と
で
当
事
者
双
方
が
共
同
研
究
を
行
う
前
に
保
有
し
て
い
た
情

報
が
整
理
さ
れ
技
術
の
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
解
決
さ
れ
ま
す
。
 

そ
し
て
共
同
研
究
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
知
財
を
安
易
に
共
有
、
ま
た
は
一
方
的
に
連
携
事

業
者
の
帰
属
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
双
方
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
資
す
る
知
財
の

帰
属
と
利
用
に
つ
い
て
勘
案
し
、
(ｲ
)の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
知
的
財
産
権
の
帰
属
及
び

連
携
事
業
者
に
事
業
領
域
や
期
間
等
の
面
で
一
定
の
限
定
を
付
し
た
独
占
的
利
用
権
の
設

定
を
す
る
形
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
知
財
か
ら
生
み
出

さ
れ
る
事
業
価
値
を
最
大
化
し
、
双
方
が
wi
n-
wi
n
と
な
る
落
と
し
ど
こ
ろ
の
一
つ
の
選

択
肢
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

安
易
な
共
有
特
許
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
、
例
え
ば
容
易
に
相
手
方
の
同
意
を
得

ら
れ
ず
ラ
イ
セ
ン
ス
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る
展
開
が
で
き
な
く
な
り
事
業
拡
大
が
阻
ま
れ
て
し
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２
８
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

ま
う
な
ど
、
自
由
な
事
業
展
開
や
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
が
出
来
な
く
な
る
場
合
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
ま
た
意
図
せ
ず
と
も
技
術
情
報
が
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
状
態
で
事
業
を

行
う
連
携
事
業
者
側
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
か
ら
の
予
期
せ
ぬ
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る

訴
訟
リ
ス
ク
を
抱
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

16
頁
の
「（
ア
）
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
の
範
囲
の
明
確
化
」
に
つ
い
て
、
連

携
事
業
者
に
と
っ
て
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
の
リ
ス
ト
化
は
非
現
実
的
で
あ

る
こ
と
、
共
同
開
発
の
成
果
物
の
内
容
に
よ
り
使
用
可
能
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

情
報
も
異
な
る
た
め
、
契
約
締
結
時
点
で
特
定
し
て
リ
ス
ト
化
す
る
こ
と
か
で
き

な
い
こ
と
か
ら
、「
双
方
が
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
を
リ
ス
ト
に
し
て
開
示
・
交

換
し
、バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。」
と

の
記
載
は
削
除
し
て
ほ
し
い
。
 

（
事
業
者
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

契
約
締
結
前
に
保
有
し
て
い
た
情
報
と
契
約
締
結
後
に
新
た
に
生
じ
た
情
報
が
混
在
し
、

各
情
報
に
関
す
る
知
的
財
産
権
の
峻
別
性
が
な
く
な
る
こ
と
（
技
術
の
コ
ン
タ
ミ
ネ
ー
シ

ョ
ン
）
を
防
ぐ
た
め
に
、
双
方
が
「
研
究
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
自
ら
が
必
要
と
み
な
す
」

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報
を
リ
ス
ト
に
し
て
開
示
・
交
換
し
、
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
情
報

の
範
囲
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

共
同
研
究
開
発
に
お
け
る
連
携
事
業
者
へ
の
知
的
財
産
権
の
一
方
的
帰
属
に
対

す
る
解
決
策
が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
一
方
的
帰
属
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
本

指
針
が
示
す
べ
き
解
決
の
方
向
性
と
し
て
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。
解
決
の
方
向

性
に
つ
い
て
再
考
い
た
だ
き
た
い
。
 

再
考
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
で
も
、「
但
し
、共
同
開
発
に
お
け
る
連
携
事
業
者

と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
共
同
発
明
や
連
携
事
業
者
の
単
独
発
明
に
つ
い
て
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
一
方
的
な
帰
属
を
連
携
事
業
者
が
認
め
な
か
っ
た
と
し
て

も
、そ
れ
は
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
ま
で
は
言
え
な
い
。」
と
明
記
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
で
さ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
な
る

恐
れ
が
あ
る
の
か
。
 

本
指
針
は
、
特
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
り
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。

し
か
し
、
本
指
針
が
指
摘
す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
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足
」
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
、
本
条
件
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
へ
の
知
的
財
産
の
帰
属
や
連
携
事
業
者
に
事
業
領
域
や
期
間
等
の
面
で
一
定

の
限
定
を
付
し
た
独
占
的
利
用
権
の
設
定
）
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
お
墨
付

き
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
独
占
禁
止
法
を
盾
に
条
件
の
変

更
に
応
じ
ず
、
契
約
が
ま
と
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
事
態
が
多
発
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停

滞
を
招
き
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
本
指
針
は
で
き
る
だ
け
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う

な
記
述
に
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）

一
般
論
と
し
て
、
連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
共
同
発
明
や
連
携
事
業
者
の
単

独
発
明
に
つ
い
て
、
連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
一
方
的
な
帰
属
を
認
め
な
か

っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
直
ち
に
優
越
的
地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
と
ま
で
は

い
え
ま
せ
ん
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ア
②

解
決
の
方
向

性
 

「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
自
社
で
知
的
財
産
権
を
保
有
す
る
こ
と
の
重
要
性
」
に
つ

い
て
記
載
が
あ
る
が
、
海
外
の
大
学
や
大
企
業
発
ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
で
は
、
知
的

財
産
権
は
大
学
や
元
の
企
業
に
残
し
つ
つ
、
そ
の
再
実
施
許
諾
権
付
独
占
実
施
権

を
取
得
し
て
、
事
業
化
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
知
的
財
産
権
の
「
所
有
」

が
資
金
調
達
等
で
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
 

連
携
事
業
者
と
し
て
も
、
共
同
研
究
開
発
の
成
果
物
に
か
か
る
知
的
財
産
権
の
所

有
権
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
帰
属
さ
せ
て
、
実
施
権
許
諾
を
受
け
る
場
合
に
は
、

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
倒
産
に
よ
り
知
的
財
産
権
が
不
知
の
第
三
者
に
わ
た
る
リ

ス
ク
等
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
利
は
連
携
事
業
者
に
帰
属
さ
せ
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
に
必
要
な
範
囲
で
ラ
イ
セ
ン
ス
・
バ
ッ
ク
す
る
ス
キ
ー
ム
を
検
討
す
る
こ
と
も

あ
る
。
 

我
が
国
に
お
い
て
金
融
機
関
や
投
資
家
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
自
身
の
知
的
財
産

権
の
「
所
有
」
を
重
視
す
る
実
態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
実
態
が
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
合
理
的
な
利
害
調
整
の
結
果
と
し
て
の
知
的
財

産
権
の
所
有
権
配
分
を
阻
害
す
る
要
因
に
な
り
か
ね
な
い
と
も
い
え
る
。
 

従
っ
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
知
的
財
産
権
の
所
有
権
を
有
す
る
こ
と
を
過
度
に

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
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０
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案
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箇
所

意
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の
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約
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方
 

重
要
視
せ
ず
、
様
々
な
選
択
肢
を
肯
定
す
る
よ
う
な
記
載
と
す
る
よ
う
御
再
考
を

お
願
い
し
た
い
。
 

（
事
業
者
）

第
２
の
３

（
２
）
イ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

共
同
研
究
開
発
に
お
い
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
主
に
技
術
を
、
連
携
事
業
者
が

主
に
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
連
携
事
業
者
も
共
同

研
究
開
発
の
成
果
物
に
つ
い
て
一
定
の
権
利
を
求
め
る
の
は
あ
る
意
味
当
然
で

あ
る
。
従
っ
て
、
本
項
冒
頭
の
文
を
、「
共
同
研
究
の
大
部
分
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
貢
献
に
見
合
っ
た
対
価
の
支
払
い

や
事
業
利
益
の
分
配
を
行
う
な
ど
の
合
理
的
な
利
害
調
整
に
よ
ら
ず
、
共
同
研
究

の
成
果
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
を
連
携
事
業
者
の
み
又
は
双
方
に
帰
属
さ
せ
る

契
約
の
締
結
を
要
請
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
と
下
線
部
の
修
正
を
し
て
は
ど
う

か
。
 

（
事
業
者
）
 

御
指
摘
の
「
そ
の
貢
献
に
見
合
っ
た
対
価
の
支
払
い
」
が
あ
る
場
合
は
、
共
同
研
究
の
成

果
の
無
償
提
供
の
要
請
に
は
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
御
指
摘
の
「
事
業
利
益
の
分
配
を
行
う

な
ど
の
合
理
的
な
利
害
調
整
」
が
あ
る
場
合
は
、「
正
当
な
理
由
」
の
例
示
で
あ
る
「
貢
献

度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
当
該
知
的
財
産
権
に
係
る
支
払
以
外

の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
場
合
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
３

（
２
）
イ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
に
お
い
て
「
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優

越
し
て
い
る
連
携
事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
が
事
業
連
携
に
お
い
て
連
携
事
業
者

に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
貢
献
度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
い
」
の
「
他
の
」
の

文
意
が
分
か
り
に
く
い
の
で
、「
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優
越
し

て
い
る
連
携
事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
が
事
業
連
携
に
お
い
て
連
携
事
業
者
に
帰

属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
貢
献
度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
へ
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
」
と
下
線
部

の
よ
う
に
修
正
を
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

「
他
の
」の
意
味
が
不
明
で
あ
る
と
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
当
該
知
的
財
産
権
に
係
る
支

払
以
外
の
支
払
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

第
２
の
３

公
的
な
研
究
機
関
(大
学
、
独
立
行
政
法
人
等
)と
の
関
係
で
も
同
様
の
問
題
が
起

御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
及
び
連
携
事
業
者
に
は
、…
事
業
者
で
あ
る
公
的
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３
１
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案
該
当
 

箇
所
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要
約
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え
方
 

（
２
）
イ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

こ
り
得
る
こ
と
、
こ
の
場
合
の
法
的
な
問
題
点
つ
い
て
も
言
及
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

研
究
機
関
が
含
ま
れ
る
。」
と
追
記
し
ま
す
。
 

第
２
の
３

（
２
）
イ
①

【
優
越
的
地

位
の
濫
用
と

し
て
問
題
と

な
り
得
る
事

例
】
 

事
例
19
に
つ
い
て
、
共
同
研
究
へ
の
貢
献
度
が
ほ
と
ん
ど
無
く
と
も
、
貢
献
度

が
若
干
で
も
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
99
:1
」の
割
合
の
共
同
出
願
を
す
る
こ
と
も
特

許
法
は
認
め
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。
事
例
19
は
、
か
か
る
特
許
法
の
立
場

を
独
占
禁
止
法
の
立
場
か
ら
否
定
す
る
も
の
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。
 

（
個
人
）
 

例
え
ば
、「
正
当
な
理
由
」
の
例
示
と
し
て
「
知
的
財
産
権
が
事
業
連
携
に
お
い
て
連
携
事

業
者
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
貢
献
度
に
見
合
っ
た
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
場
合
を
挙
げ
て
お
り
、
本
指
針
は
、
共
同
出

願
を
一
切
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

第
２
の
３

（
２
）
イ
①

優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し

て
問
題
と
な

り
得
る
事
例
 

事
例
19
に
つ
い
て
、
仮
に
あ
る
事
業
者
A
が
潜
在
的
な
取
引
先
候
補
企
業
（
複

数
）
の
う
ち
ど
れ
と
協
業
す
る
か
を
決
め
る
た
め
に
、
PO
C
の
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ

ン
を
行
わ
せ
る
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
候
補
企
業
の
一
つ
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
が
い
て
、
事
業
者
A
と
の
協
業
を
期
待
し
て
、
ほ
か
の
潜
在
的
な
取
引
先
を
出

し
抜
く
た
め
に
、
PO
C
の
対
価
を
安
め
に
設
定
す
る
可
能
性
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
場
合
は
、
事
業
者
A
は
か
か
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
コ
ン
ペ
に
参
加
さ

せ
た
こ
と
は
、独
占
禁
止
法
違
反
に
該
当
し
な
い
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。ま
た
、

そ
の
結
論
は
、
事
業
者
A
が
、
当
該
対
価
が
通
常
価
格
よ
り
も
安
い
か
ど
う
か
に

つ
い
て
知
っ
て
い
た
か
、
知
り
得
た
か
と
い
っ
た
主
観
に
よ
っ
て
変
化
し
な
い
と

の
理
解
で
よ
い
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
指
針
に
明
記
し
て
ほ
し
い
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
の
情
報
の
み
で
独
占
禁
止
法
上
の
評
価
を
す
る
の
は
困
難
で
す
が
、
優
越
的
地
位

の
濫
用
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
る
の
は
、公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ（
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
自
由
か
つ
自
主
的
な
判
断
に
よ
る
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
等
）
が
生
じ

る
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
旨
は
、
本
指
針
（
案
）
の
脚
注
12
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

第
２
の
３

（
２
）
イ
②

解
決
の
方
向

性
 

「（
イ
）
貢
献
度
に
応
じ
た
適
切
な
リ
タ
ー
ン
の
設
定
」
の
最
後
に
、「
但
し
、
研

究
開
発
費
の
全
額
も
し
く
は
多
く
を
負
担
す
る
連
携
事
業
者
が
研
究
開
発
費
を

負
担
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
当
該
研
究
開
発
か
ら
生
じ
た
知
的
財
産
の
全
部

も
し
く
は
一
部
の
自
身
へ
の
帰
属
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
優
越
的
地
位
の
濫
用

連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
契
約
状
況
に
よ
っ
て
は
研
究
開
発
の
費
用
と
知
的
財

産
の
対
価
は
異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
独
占
禁
止
法
上
の

評
価
を
す
る
の
は
困
難
で
す
。
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（
独
占
禁
止
法
第
2
条
第
9
項
5
号
）
に
な
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。」
と
明
記

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
で
さ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
優
越
的
地
位

の
濫
用
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
か
。
 

そ
の
理
由
と
し
て
、
連
携
事
業
者
が
研
究
開
発
費
の
多
く
を
負
担
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
当
該
研
究
開
発
か
ら
生
じ
た
知
的
財
産
の
一
方
的

な
権
利
帰
属
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の

公
平
で
良
好
な
関
係
の
構
築
を
目
指
す
連
携
事
業
者
に
と
っ
て
も
、
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
と
の
連
携
の
メ
リ
ッ
ト
や
魅
力
は
大
き
く
減
少
す
る
。
一
方
、
本
指
針
は
特

に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
り
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
が
、
本
指
針
が
指

摘
す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
」
を
前
提
と
す
る
な

ら
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
、
本
記
載
内
容
（
研
究
開
発
費
の
負
担
は
知
的
財
産

の
帰
属
の
主
張
を
正
当
化
し
な
い
）
が
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
り
お
墨
付
き
を
与

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
独
占
禁
止
法
を
盾
に
条
件
の
変
更
に
応

じ
ず
、
契
約
が
ま
と
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な

事
態
が
多
発
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停
滞
を
招

き
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
本
指
針
は
で
き
る
だ
け
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う
な
記
述

に
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

第
２
の
３

（
２
）
ウ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

独
占
禁
止
法
の
考
え
方
に
お
い
て
「
連
携
事
業
者
が
、
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る

ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
、
取
引
の
相
手
方
で

あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
合
理
的
期
間
に
限
り
、
成
果
に
基
づ
く
商
品
・

役
務
の
販
売
先
を
特
定
の
事
業
者
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
独
占
禁
止

法
上
問
題
と
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
場
に
お
け
る
有
力

な
事
業
者
で
あ
る
連
携
事
業
者
が
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に

対
し
、例
え
ば
、合
理
的
な
期
間
に
限
ら
ず
、共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
商
品
・

「
特
定
の
事
業
者
」
は
御
指
摘
の
「
連
携
事
業
者
ま
た
は
そ
の
指
定
す
る
者
」
に
限
ら
れ

ず
、
ま
た
、「
販
売
先
を
制
限
」
す
る
こ
と
は
御
指
摘
の
「
連
携
事
業
者
及
び
そ
の
指
定
す

る
者
以
外
へ
の
販
売
を
制
限
」
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
た
め
、
原
案
の
と
お
り
と
し
ま

す
。
 

原
則
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
ら
な
い
の
は
、「
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
ノ
ウ
ハ

ウ
等
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
」
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
現
時
点
で
実
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役
務
の
販
売
先
を
制
限
し
た
り
、
共
同
研
究
の
経
験
を
活
か
し
て
新
た
に
開
発
し

た
成
果
に
基
づ
く
商
品
・
役
務
の
販
売
先
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
」
と
あ
る

が
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
が
、
共
同
研
究
開
発
の
成
果
物
の
利
用
範

囲
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
事
業
化
し
た
い
用
途
や
地
域
に
限
定
す
る
こ
と
は
通
常
独
禁

法
上
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
本
項
の
記
載
ぶ
り
で
は
、
こ
の

よ
う
な
合
意
も
問
題
と
な
る
か
の
よ
う
に
も
解
さ
れ
か
ね
な
い
。
 

本
項
で
問
題
と
す
る
の
が
、
主
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
共
同
研
究
の
成
果
物
や
関

連
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
先
を
連
携
事
業
者
ま
た
は
そ
の
子
会
社
等
に
限
定
す

る
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
旨
明
確
と
な
る
よ
う
、
例
え
ば
、「
連
携
事
業

者
が
、
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
た
め
に
必

要
な
場
合
に
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
合
理
的
期
間

に
限
り
、
成
果
に
基
づ
く
商
品
・
役
務
の
販
売
先
を
連
携
事
業
者
ま
た
は
そ
の
指

定
す
る
者
に
制
限
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
市
場
に
お
け
る
有
力
な
事
業
者
で
あ
る
連
携
事

業
者
が
、
取
引
の
相
手
方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
例
え
ば
、
合
理
的

な
期
間
に
限
ら
ず
、
共
同
研
究
の
成
果
に
基
づ
く
商
品
・
役
務
を
連
携
事
業
者
お

よ
び
そ
の
指
定
す
る
者
以
外
へ
の
販
売
を
制
限
し
た
り
、
共
同
研
究
の
経
験
を
活

か
し
て
新
た
に
開
発
し
た
成
果
（
す
な
わ
ち
共
同
研
究
の
成
果
で
は
な
い
も
の
）

に
基
づ
く
商
品
・
役
務
の
販
売
先
を
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
」
と
下
線
部
の
よ

う
に
修
正
を
し
て
は
ど
う
か
。
 

あ
る
い
は
、
成
果
物
の
利
用
範
囲
を
そ
れ
ぞ
れ
が
事
業
化
し
た
い
用
途
や
地
域
に

相
互
に
限
定
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
も
本
項
で
カ
バ
ー
す
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
、

「
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
」
に
お
い
て
、
成
果
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
の
に
必

要
な
場
合
で
あ
っ
て
合
理
的
な
期
間
内
で
あ
る
と
き
以
外
に
も
、
問
題
と
な
ら
な

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
、
例
を
示
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
御
検
討
頂
き
た
い
。
 

務
上
参
考
と
な
る
他
の
例
示
を
記
載
す
る
の
は
困
難
で
す
。
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（
事
業
者
）

第
２
の
３

（
２
）
ウ
②

問
題
の
背
景
 

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
Io
T
の
デ
バ
イ
ス
を
開
発
し
、
連
携
事
業
者
A
が
当
該
デ
バ

イ
ス
を
利
用
し
て
デ
ー
タ
を
収
集
し
（
以
下
こ
の
場
合
の
デ
ー
タ
を
「
対
象
デ
ー

タ
」
と
い
う
。）
対
象
デ
ー
タ
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
提
供
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

が
対
象
デ
ー
タ
を
分
析
し
て
新
た
な
デ
ー
タ
を
創
出
し
た
り
（
以
下
こ
の
場
合
の

デ
ー
タ
を
「
派
生
デ
ー
タ
」
と
い
う
。）
、
一
定
の
成
果
物
を
提
供
し
た
り
す
る
と

い
う
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
。
 

こ
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
他
の
連
携
事
業
者
B
や
C
と
の
間

で
も
対
象
デ
ー
タ
や
派
生
デ
ー
タ
を
利
用
で
き
な
け
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の

事
業
拡
大
は
見
込
ま
れ
な
い
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
及
び
連
携
事
業
者
双
方

に
と
っ
て
非
合
理
な
結
果
と
な
る
こ
と
は
、A
I分
野
に
お
け
る
開
発
成
果
物
の
利

用
条
件
に
係
る
指
摘
と
同
様
で
あ
る
。
 

よ
っ
て
、
連
携
事
業
者
A
が
合
理
的
な
理
由
な
く
、
対
象
デ
ー
タ
や
派
生
デ
ー
タ

を
他
の
連
携
事
業
者
B
や
C
と
の
間
で
利
用
で
き
な
い
旨
の
条
件
を
付
す
る
と

い
う
点
に
は
、A
I分
野
に
お
け
る
開
発
成
果
物
の
利
用
条
件
と
同
様
の
問
題
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
方
が
良
い
と
思
わ
れ
る
。
 

以
上
の
点
は
AI
分
野
と
し
て
一
括
り
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
成
果
物
と
い
う
文
脈
で
は
で
な
く
、
デ
ー
タ
そ
の
も
の
の
帰
属
と
い
う
点
に

つ
い
て
も
独
立
の
問
題
と
し
て
指
摘
を
し
た
方
が
よ
り
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
 

（
弁
護
士
）

デ
ー
タ
の
帰
属
の
取
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
も
重
要
な
点
と
存
じ
ま
す
。
御
指
摘
の
点
に
つ

き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

２
１
頁
の
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
知
的
財
産
権
の
帰
属
お
よ
び
連
携
事
業
者
に

事
業
領
域
や
期
間
等
の
面
で
一
定
の
限
定
を
付
し
た
独
占
的
利
用
券
の
設
定
」
に

つ
い
て
、
一
方
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
他
の
条
件
次
第
で
合
理
性
の
あ
る
場
合
が

あ
り
一
概
に
不
合
理
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
連
携
事
業
者
に
対
し
て
実
施
権

を
許
諾
す
る
形
に
し
て
お
け
ば
問
題
と
な
い
と
す
る
見
解
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P2
脚
注
9
に
記
載
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
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と
の
公
平
で
良
好
な
関
係
の
構
築
を
目
指
す
連
携
事
業
者
の
多
く
に
と
っ
て
も

同
意
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
再
考
い
た
だ
き
た

い
。
 

再
考
し
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
で
も
、「
但
し
、共
同
開
発
に
お
け
る
連
携
事
業
者

と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
共
同
発
明
や
連
携
事
業
者
の
単
独
発
明
に
つ
い
て
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
一
方
的
な
帰
属
を
連
携
事
業
者
が
認
め
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
排
他
条
件
付
取
引
（
一
般
指
定
第
11
項
）
や
、
拘
束
条
件
付
取
引

（
一
般
指
定
第
12
項
）
や
、
優
越
的
地
位
の
濫
用
（
独
占
禁
止
法
第
2
条
第
9

項
5
号
）
と
ま
で
は
言
え
な
い
。」
と
明
記
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
と
も
、
そ

れ
で
さ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
優
越
的
地
位
の
濫
用
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
か
。
 

そ
の
理
由
と
し
て
、
本
指
針
は
、
特
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
り
活
用
さ
れ
る
こ

と
が
予
期
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
指
針
が
指
摘
す
る
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
法

的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
不
足
」
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
、
本
条

件
（
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
知
的
財
産
の
帰
属
お
よ
び
連
携
事
業
者
に
事
業
領
域

や
期
間
等
の
面
で
一
定
の
限
定
を
付
し
た
独
占
的
利
用
権
の
設
定
）
が
公
正
取
引

委
員
会
に
よ
り
お
墨
付
き
を
与
え
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
独
占
禁

止
法
を
盾
に
条
件
の
変
更
に
応
じ
な
い
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
事
態
が
多
発
す
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
停

滞
を
招
き
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
本
指
針
は
で
き
る
だ
け
誤
解
を
生
じ
な
い
よ
う

な
記
述
に
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

本
指
針
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
に
基
づ
き
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な

り
得
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
で
す
。
 

一
般
論
と
し
て
、
連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
共
同
発
明
や
連
携
事
業
者
の
単

独
発
明
に
つ
い
て
、
連
携
事
業
者
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
一
方
的
な
帰
属
を
認
め
な
か

っ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
直
ち
に
排
他
条
件
付
取
引
、
拘
束
条
件
付
取
引
又
は
優
越
的

地
位
の
濫
用
と
し
て
問
題
と
な
る
と
ま
で
は
い
え
ま
せ
ん
。
 

第
２
の
３

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

知
的
財
産
権
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
帰
属
さ
せ
、
連
携
事
業
者
が
一
定
の
実
施
権

を
得
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
合
理
的
な
利
害
調
整
の
一
例
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
の

適
法
で
合
理
的
な
合
意
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
が
明
確
と
な
る
よ
う
、

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P２
脚
注
９
に
追
加
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述
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性
 

「
例
え
ば
」
と
い
っ
た
文
言
の
追
加
を
御
検
討
頂
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

第
２
の
３

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

特
許
戦
略
は
個
別
事
情
に
応
じ
て
様
々
で
あ
り
、
例
え
ば
、
基
本
特
許
と
な
る
物

質
特
許
を
保
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
研
究
費
用
を
負
担
し
て
外
部

へ
研
究
委
託
を
行
い
、
基
本
特
許
を
守
る
た
め
に
戦
略
的
に
応
用
特
許
を
取
得
・

保
有
す
る
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
に
特
許
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
「
重
要
」
と
読
め
る
記
載
ぶ
り
は
修
文
す

べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

P２
脚
注
９
に
追
加
 

「『
各
契
約
の
概
要
並
び
に
問
題
の
背
景
及
び
解
決
の
方
向
性
』に
つ
い
て
は
、別
添
詳
述

の
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
価
値
軸
を
基
に
、
知
財
か
ら
生
ま
れ
得
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ

フ
ロ
ー
を
最
大
化
す
る
た
め
の
選
択
肢
を
示
す
も
の
。
 

掲
載
さ
れ
て
い
る
個
別
の
条
項
例
・
考
え
方
等
を
硬
直
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
当

事
者
が
積
み
上
げ
て
き
た
案
件
の
経
緯
や
互
い
の
背
景
な
ど
諸
事
情
を
十
分
勘
案
し
て
現

実
的
な
妥
協
点
を
協
力
し
て
探
る
こ
と
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
実
現
に
資
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。」
 

第
２
の
３

（
２
）
ウ
②

解
決
の
方
向

性
 

AI
分
野
の
開
発
に
お
い
て
は
、開
発
成
果
物
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
連
携
事
業
者

か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
（
AI
へ
読
み
込
ま
せ
る
デ
ー
タ
、
ノ
ウ
ハ
ウ
）
の
質
、
量

自
体
に
大
き
な
価
値
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
連
携
事
業
者
に
は
、
競
争
力
維
持
の

観
点
か
ら
、
デ
ー
タ
、
ノ
ウ
ハ
ウ
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
局
面
も
あ
り
得
る
。
よ

っ
て
、
一
律
に
、
開
発
成
果
物
を
非
独
占
的
な
利
用
条
件
と
す
る
こ
と
を
推
奨
す

る
記
載
は
不
適
切
で
あ
り
、「
非
合
理
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。」
な
ど
に
修
文
す
べ

き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

「
複
数
の
会
社
か
ら
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
生
成
し
た
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
モ
デ
ル
を
利
用

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
、
複
数
の
事
業
会
社
に
提
供
す
る
」
と
い
う
Sa
aS
型
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
に
お
い
て
独
占
的
な
知
的
財
産
権
の
利
用
条
件
を
設
定
し
た
場
合
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

と
し
て
は
管
理
コ
ス
ト
の
上
昇
を
吸
収
す
る
た
め
に
利
用
料
を
高
く
設
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
事
業
開
始
時
点
の
見
通
し
が
不
透
明
な
状
況
に
お
い
て
事

業
会
社
が
高
い
利
用
料
設
定
に
応
じ
る
こ
と
は
、
ご
く
例
外
的
な
場
合
（
例
え
ば
、
当
該

領
域
を
当
該
事
業
会
社
が
独
占
し
て
い
て
、
高
い
収
益
が
約
束
さ
れ
て
お
り
事
業
会
社
が

高
額
な
利
用
料
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
支
払
え
る
場
合
）
以
外
は
通
常
考
え
難
い
と
思
わ

れ
ま
す
（
以
上
に
つ
い
て
モ
デ
ル
契
約
書
  
ve
r1
.0
_利
用
契
約
書
（
AI
）
Ｐ
８
～
Ｐ
９
ご

参
照
）。
そ
こ
で
、
原
案
を
以
下
の
と
お
り
修
正
し
ま
す
。
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AI
分
野
に
お
い
て
「
複
数
の
会
社
か
ら
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
て
生
成
し
た
カ
ス
タ
マ
イ

ズ
モ
デ
ル
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
、
複
数
の
事
業
会
社
に
提
供
す
る
」
と
い
う
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
場
合
は
、成
果
物
の
利
用
条
件
を
独
占
的
な
内
容
と
す
る
こ
と
は
、

【
ご
く
例
外
的
な
ケ
ー
ス
（
例
え
ば
、
あ
る
特
定
事
業
領
域
を
事
業
会
社
が
独
占
し
て
い

て
、
高
い
収
益
が
約
束
さ
れ
て
い
る
等
の
理
由
か
ら
事
業
会
社
が
高
額
な
利
用
料
を
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
に
支
払
え
る
場
合
）
を
除
き
、】
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
連
携
事
業
者
の
双
方
に

と
っ
て
非
合
理
的
で
あ
る
。
 

第
２
の
４

（
２
）
ア
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
に
お
い
て
「
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優

越
し
て
い
る
連
携
事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
が
事
業
連
携
に
お
い

て
提
供
さ
れ
る
べ
き
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
」
と

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ
の
他
の
支
払
い
」
の
「
他
の
」
の
文

意
が
分
か
り
に
く
い
た
め
、「
取
引
上
の
地
位
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
優
越
し
て

い
る
連
携
事
業
者
が
、
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
が
事
業
連
携
に
お
い
て
提
供

さ
れ
る
べ
き
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
へ

の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
取
引
の
相
手
方

で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
無
償
提
供
等

を
要
請
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、」
と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

「
他
の
」の
意
味
が
不
明
で
あ
る
と
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
当
該
ラ
イ
セ
ン
ス
に
係
る
支

払
以
外
の
支
払
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

第
２
の
４

（
２
）
イ
①

独
占
禁
止
法

上
の
考
え
方
 

「
自
社
の
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
と
い
う
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
タ

ー
ト
ア
ッ
プ
の
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
が
不
足
し
て
い
る
か
な
ど
は
、
連
携
事
業
者
側

か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
連
携
事
業
者
と
し
て
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ

プ
側
の
リ
テ
ラ
シ
ー
不
足
に
付
け
込
む
意
思
等
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
後

的
に
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
が
リ
テ
ラ
シ
ー
不
足
で
あ
り
、
ひ
な
型
を
押
し
付
け
ら

「
一
方
的
に
、
当
該
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
開
発
し
た
技
術
の
特
許
出
願
の
制
限
を
要
請
す

る
」こ
と
の
例
示
と
し
て
、「
十
分
に
協
議
す
る
こ
と
な
く
特
許
取
得
を
禁
ず
る
契
約
書
の

ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」こ
と
を
記
載
し
て
お
り
、こ
れ
以
上
の
具
体
化
は
困
難
で
す
が
、

相
手
方
と
の
十
分
な
協
議
の
上
に
相
手
方
が
納
得
し
て
合
意
し
て
い
れ
ば
、「
十
分
に
協
議

す
る
こ
と
な
く
特
許
取
得
を
禁
ず
る
契
約
書
の
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
こ
と
に
は
な
ら
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れ
た
と
し
て
紛
争
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け

る
べ
く
、「
ひ
な
型
を
押
し
付
け
る
」
と
い
う
文
言
に
例
示
等
を
加
え
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
か
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
団
体
）
 

な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
４

（
２
）
ウ
 

本
項
に
記
載
さ
れ
た
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
の
記
載
内
容
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契

約
と
い
う
よ
り
も
、
広
く
共
同
研
究
の
成
果
の
実
施
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
の

注
意
事
項
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
項
目
は
「
４
 ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
」
で
は
な

く
、
例
え
ば
「
５
 
そ
の
他
（
契
約
全
体
等
）
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
」
の
「（
4）
 

取
引
先
の
制
限
」
の
項
に
お
い
て
論
じ
た
方
が
、
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
が
想
起
し

や
す
く
、
ま
た
内
容
も
理
解
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
 

（
事
業
者
）
 

公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
実
態
調
査
で
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に
関
連
し
、
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
が
、
連
携
事
業
者
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
等
へ
の
商
品
・
役
務
の
販
売
を
制
限
さ
れ

る
事
例
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
指
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
に

係
る
問
題
と
し
て
、「
販
売
先
の
制
限
」
と
い
う
項
目
を
設
け
る
こ
と
が
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契

約
に
係
る
取
引
の
適
正
化
に
資
す
る
と
考
え
た
も
の
で
す
。
 

第
２
の
４

（
２
）
ウ
排

他
条
件
付
取

引
又
は
拘
束

条
件
付
取
引

と
し
て
問
題

と
な
り
得
る

事
例
 

事
例
27
に
つ
い
て
、
独
占
販
売
店
契
約
に
お
い
て
、
販
売
店
の
テ
リ
ト
リ
ー
内

に
お
い
て
は
供
給
者
自
身
も
販
売
で
き
な
い
旨
を
定
め
る
と
と
も
に
、
供
給
者
が

こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
こ
と
は
、
通

常
独
占
禁
止
法
上
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
本
事
例
は
削

除
す
る
か
、
よ
り
「
問
題
と
な
り
得
る
」
こ
と
が
分
か
り
易
く
な
る
よ
う
改
め
て

頂
く
こ
と
を
御
検
討
頂
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

事
例
27
に
つ
い
て
、「
市
場
に
お
け
る
有
力
な
事
業
者
で
あ
る
連
携
事
業
者
が
、
取
引
の

相
手
方
で
あ
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
例
え
ば
、
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
て
、
他
の

事
業
者
へ
の
販
売
を
禁
止
し
た
り
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
自
ら
に
よ
る
販
売
を
制
限
し
た
り

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
排

他
条
件
付
取
引
（
一
般
指
定
第
11
項
）
又
は
拘
束
条
件
付
取
引
（
一
般
指
定
第
12
項
）

と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
」
が
あ
り
ま
す
。
 

第
２
の
５

（
２
）
②
問

題
の
背
景
及

び
解
決
の
方

向
性
の
整
理
 

連
携
事
業
者
は
、
慣
習
的
に
業
務
完
了
後
の
対
価
支
払
い
を
希
望
す
る
場
合
が
多

い
の
で
は
な
い
か
。
保
有
資
金
が
少
な
い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
て
は
、
通
常

行
わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
前
払
い
又
は
フ
ェ
ー
ズ
毎
の
支
払
い
等
の
配
慮
が
必

要
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
も
、
フ
ェ
ー
ズ
毎
の
支
払
い
と
す
る
場
合
に
は
各
支
払

い
時
点
で
の
中
間
成
果
物
を
納
品
す
る
等
の
配
慮
が
必
要
。
 

（
事
業
者
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

「
保
有
資
金
が
少
な
い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
て
は
、
研
究
成
果
が
出
て
か
ら
事
業
化

に
至
る
ま
で
に
、
事
業
会
社
の
事
業
の
進
捗
に
応
じ
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
て
段

階
的
に
対
価
を
支
払
う
と
い
っ
た
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
方
式
で
の
支
払
い
を
す
る
等
の
配
慮

が
必
要
。」
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３
９
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

第
２
の
５

（
２
）
②
解

決
の
方
向
性
 

「
ま
た
、
連
携
事
業
者
が
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
税
・
補
助
金

等
関
連
業
務
等
な
ど
、
通
常
の
商
行
為
以
外
で
知
り
得
た
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
情

報
を
基
に
、
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
の
要
求
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
、
当
該
税
・

補
助
金
等
の
そ
も
そ
も
の
主
旨
に
反
す
る
行
為
で
あ
り
、
望
ま
し
い
も
の
で
は
な

い
。」
と
の
記
載
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具

体
的
に
説
明
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

共
同
実
施
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
政
府
支
援
策
の
う
ち
、
一
部
で
各
企
業
が
負
担
す

る
費
用
の
「
原
価
」
の
開
示
を
求
め
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
過
程
で
得
た
、
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
原
価
の
情
報
を
把
握
し
た
上
で
、
価
格
交
渉
等
を
迫
る
こ
と
は
望
ま

し
く
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
を
具
体
例
と
し
て
想
定
し
た
も
の
で
す
。
 

第
２
の
５

（
３
）
①
独

占
禁
止
法
上

の
考
え
方
 

独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
に
お
い
て
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
が
事
業

連
携
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
連
携
の
成
果
に
基
づ
く
商
品
・
役
務
の

損
害
賠
償
責
任
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
み
が
負
担
す
る
場
合
に
は
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
が
、
例
え
ば
連
携
事
業
に
係
る
製
品
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
連
携
事
業
者

に
供
給
す
る
場
合
に
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
必
要
な
保
険
等
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
を

す
る
の
に
十
分
な
利
益
を
得
ら
れ
る
価
格
を
設
定
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
に
、
製

品
の
不
具
合
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
負
わ
せ
る
こ

と
は
不
合
理
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

従
っ
て
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
が
事
業
連
携
を
行
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
事
業
連
携
の
成
果
に
基
づ
く
商
品
・
役
務
の
損
害
賠
償
責
任
を
、
合
理

的
な
理
由
な
く
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
み
が
負
担
す
る
場
合
に
は
」
と
下
線
部
の
よ

う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

「
正
当
な
理
由
」の
例
示
と
し
て
、「
損
害
賠
償
責
任
が
事
業
連
携
に
お
い
て
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
が
負
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
に
応
じ
た
リ
ス
ク
が
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
へ
の
支
払
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
場
合
を
挙
げ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
が
必
要
な
保
険
等
の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
を
す
る
の
に
十
分
な
利
益
を
得
ら
れ
る
価
格

を
設
定
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
」
が
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 

第
２
の
５

（
３
）
①
優

越
的
地
位
の

濫
用
と
し
て

問
題
と
な
り

事
例
34
に
つ
い
て
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
分

か
る
よ
う
、「
h
社
は
、
連
携
事
業
者
か
ら
、
h
社
が
開
発
し
、
連
携
事
業
者
に
納

品
し
た
シ
ス
テ
ム
を
搭
載
し
て
い
る
製
品
に
不
具
合
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該

シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
具
合
に
関
し
て
生
じ
た
損
害

の
賠
償
責
任
は
全
て
h社
に
あ
り
…
」と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。

御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
当
該
シ
ス
テ
ム
に
起
因
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、」
と
追
記
し

ま
す
。
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４
０
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

得
る
事
例
 

（
事
業
者
）
 

第
２
の
５

（
３
）
①
優

越
的
地
位
の

濫
用
と
し
て

問
題
と
な
り

得
る
事
例
 

事
例
35
に
つ
い
て
、「
等
倍
責
任
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
聞
き
慣
れ

な
い
用
語
の
た
め
、
定
義
を
補
足
し
て
頂
き
た
い
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
連
携
事
業
者
と
の
取
引
金
額
を
上
限
と
し
た
責
任
」に
修
正
し
ま
す
。

第
２
の
５

（
３
）
②
問

題
の
背
景
及

び
解
決
の
方

向
性
の
整
理
 

本
指
針
の
解
決
法
お
よ
び
、指
針
案
内
で
紹
介
さ
れ
た
モ
デ
ル
契
約
書
で
は
、「
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
み
が
知
財
責
を
負
わ
な
い
」
や
「
補
償
の
範
囲
を
制
限
す

る
」
旨
が
提
案
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
提
案
は
事
業
連
携
を
促
進
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
は
不

適
当
と
思
慮
し
ま
す
。仮
に
事
業
規
模
に
大
小
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
企
業
の
み
が
知
財
責
を
負
わ
な
い
」、
「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
の
み
が
知

財
責
が
軽
減
さ
れ
る
」
指
針
が
事
業
連
携
の
検
討
の
ベ
ー
ス
と
な
る
と
、
相
対
的

に
連
携
企
業
側
の
リ
ス
ク
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
そ
も
そ
も
相
手
先

と
し
て
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
を
選
定
す
る
こ
と
自
体
に
一
定
の
ハ
ー
ド
ル
が

生
じ
、
本
指
針
で
示
し
た
提
案
が
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の
事
業
連
携
を
阻
害

す
る
要
因
と
な
り
得
ま
す
。
 
 

本
指
針
は
、
企
業
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の
事
業
連
携
に
よ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
促
進
を
い
か
に
図
れ
る
か
に
着
目
し
、
契
約
時
に
生
じ
る
問
題
へ
の
解
決
法

を
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
と
思
慮
し
ま
す
。
従
い
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
・
連

携
企
業
双
方
に
と
っ
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
解
決
法
に
つ
い
て
再
検
討
い
た
だ

き
、
指
針
で
言
及
を
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
 

（
事
業
者
）

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

特
に
創
業
か
ら
間
も
な
い
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
と
っ
て
、
か
か
る
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と

は
資
本
・
人
の
両
面
に
お
い
て
リ
ソ
ー
ス
不
足
が
明
ら
か
で
あ
り
、
直
ち
に
倒
産
等
に
つ

な
が
る
可
能
性
が
あ
る
「
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
し
て
は
法
的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
高
め

支
払
可
能
額
以
上
の
損
害
賠
償
を
負
わ
な
い
よ
う
契
約
上
の
検
討
を
す
る
必
要
性
が
あ
る

一
方
で
、」
連
携
事
業
者
と
し
て
も
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
倒
産
等
し
て
し
ま
う
こ
と
は
自
社

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
継
続
す
る
観
点
か
ら
も
避
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
リ
ソ
ー

ス
等
に
鑑
み
、
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
条
件
を
一
定
の
場
合
に
制
限
す
る
こ
と
や
、

賠
償
額
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
と
い
っ
た「
双
方
が
納
得
で
き
る
条
件
を
当
事
者
が
模
索
」

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

第
２
の
５

損
害
賠
償
責
任
の
一
方
的
負
担
に
関
し
て
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
で
あ
っ
て
も
事
業
頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

- 195-



４
１
 

原
案
該
当
 

箇
所

意
見
の
要
約
 

考
え
方
 

（
３
）
②
問

題
の
背
景
及

び
解
決
の
方

向
性
の
整
理
 

主
体
と
な
る
場
合
に
は
、
特
許
保
証
等
の
責
任
を
果
た
す
必
要
は
あ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
開
発
領
域
に
つ
い
て
は
、
技
術
に
精
通
し

て
い
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
側
が
特
許
保
証
を
行
う
こ
と
で
、
連
携
事
業
者
の
開

発
領
域
に
つ
い
て
は
、
当
然
に
連
携
事
業
者
が
特
許
保
証
を
行
う
こ
と
で
、
協
業

全
体
の
リ
ス
ク
を
低
減
で
き
る
。
な
お
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
特
許
調
査
能
力
が

無
い
又
は
責
任
能
力
が
無
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
連
携
事
業
者
に
お

い
て
も
自
分
事
と
し
て
特
許
調
査
や
侵
害
回
避
の
努
力
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
 

（
事
業
者
）
 

「
ま
た
連
携
事
業
者
側
に
お
い
て
も
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
特
許
保
証
の
条
件
を
課
す
場

合
に
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
特
許
調
査
能
力
が
無
い
、
又
は
責
任
能
力
が
無
い
場
合
も

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
リ
ス
ク
回
避
の
た
め
自
分
事
と
し
て
特
許
調
査
や
侵
害
回
避
の

努
力
が
必
要
と
な
る
。」
 

第
２
の
５

（
３
）
②
解

決
の
方
向
性
 

解
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
「
連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
や
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
リ
ソ
ー
ス
等
に
鑑
み
、
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る

条
件
を
一
定
の
場
合
に
制
限
す
る
こ
と
や
、
賠
償
額
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
こ
と

を
検
討
す
る
等
、
双
方
が
納
得
で
き
る
条
件
を
両
契
約
当
事
者
が
模
索
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。」
と
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
リ
ソ
ー

ス
等
に
鑑
み
、
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
条
件
を
一
定
の
場
合
に
制
限
す
る
こ
と
や
、

賠
償
額
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
と
い
っ
た「
双
方
が
納
得
で
き
る
条
件
を
当
事
者
が
模
索
」

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

第
２
の
５

（
３
）
②
解

決
の
方
向
性
 

損
害
賠
償
条
項
に
つ
い
て
「
柔
軟
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
の
記
載
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
単
に
連
携
事
業
者
に
譲
歩
を
迫
る
趣
旨
で
は
な
く
、
連
携
事
業
に

お
け
る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
間
の
リ
タ
ー
ン
の
配
分
に
応
じ
た
合

理
的
な
リ
ス
ク
分
担
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し

け
れ
ば
、
そ
の
旨
が
よ
り
明
ら
か
と
な
る
記
載
を
御
検
討
頂
き
た
い
。
 

（
事
業
者
）
 

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

連
携
事
業
者
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
や
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
リ
ソ
ー

ス
等
に
鑑
み
、
損
害
賠
償
責
任
が
発
生
す
る
条
件
を
一
定
の
場
合
に
制
限
す
る
こ
と
や
、

賠
償
額
そ
の
も
の
を
制
限
す
る
と
い
っ
た「
双
方
が
納
得
で
き
る
条
件
を
当
事
者
が
模
索
」

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

第
２
の
５

（
３
）
②
解

決
の
方
向
性
 

「
特
許
保
証
」
を
行
う
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
い
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
側
に
技
術
知
見
が
あ
り
、
連
携
事
業
者
側
に
は
そ
の
技
術
に
関
す
る
知
見

が
な
い
よ
う
な
場
合
、
連
携
事
業
者
側
に
と
っ
て
は
、
特
許
保
証
を
行
っ
て
も
ら

え
な
い
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
く
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
ど
ち
ら
に

知
見
が
あ
る
か
と
い
っ
た
個
別
事
情
を
加
味
し
な
け
れ
ば
「
特
許
保
証
」
自
体
の

頂
い
た
御
意
見
を
踏
ま
え
、
修
正
し
ま
す
。
 

例
え
ば
、「
技
術
知
見
を
持
つ
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
連
携
事
業
者
か
ら
」第
三
者
の
知
的
財

産
権
の
侵
害
が
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
（
い
わ
ゆ
る
「
特
許
保
証
」）
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
特
許
保
証
を
行
う
リ
ス
ク
は
非
常
に
高
い
。「
技
術
知
見
を
持
つ

側
が
可
能
な
限
り
の
情
報
を
提
供
し
た
上
で
、
当
事
者
同
士
で
リ
ス
ク
を
理
解
し
、
双
方
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２
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所
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是
非
は
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
連
携
事
業
者
側
の
リ

ス
ク
を
踏
ま
え
、
本
指
針
の
注
釈
等
で
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
側
の
方
に
技
術
的
知

見
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
特
許
保
証
」を
結
ぶ
こ
と
自
体
が
不
適
当
と
ま
で

は
い
え
な
い
旨
の
記
載
を
加
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
団
体
）
 

で
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
も
の
の
、」
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者

の
間
の
適
切
な
リ
ス
ク
分
配
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
…
。
 

第
２
の
５

（
４
）
①
独

占
禁
止
法
上

の
考
え
方
 

共
同
研
究
開
発
の
成
果
物
の
利
用
に
関
し
て
、
開
発
に
参
加
し
た
連
携
事
業
者
が

合
理
的
な
リ
タ
ー
ン
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
一
定
期
間
連
携
事
業
者
の
競
合
者
に
対

す
る
成
果
物
の
販
売
を
制
限
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
、
独
占
禁
止
法
上
問
題
に
な

る
お
そ
れ
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
保
護
以
外
に
も
独
占
禁
止

法
上
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
本
項
の
記

載
を
、「
連
携
事
業
者
が
、
例
え
ば
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務
に
使
用
さ
れ

た
連
携
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
」

と
下
線
部
の
よ
う
に
修
正
し
て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

原
則
と
し
て
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
ら
な
い
の
が
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
商
品
・
役
務

に
使
用
さ
れ
た
連
携
事
業
者
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
な
場

合
」
に
限
ら
れ
な
い
の
は
御
指
摘
の
と
お
り
で
す
が
、
御
指
摘
の
情
報
の
み
で
独
占
禁
止

法
上
の
評
価
を
す
る
の
は
困
難
で
す
。
 

第
２
の
５

（
４
）
①
排

他
条
件
付
取

引
又
は
拘
束

条
件
付
取
引

と
し
て
問
題

と
な
り
得
る

事
例
 

事
例
37
に
つ
い
て
、「
合
理
的
な
範
囲
を
超
え
て
、
他
の
事
業
者
へ
の
商
品
・
役

務
の
販
売
を
禁
止
す
る
こ
と
」
の
例
示
と
し
て
整
合
す
る
の
か
が
若
干
わ
か
り
に

く
い
。「
販
売
先
・
仕
入
先
い
ず
れ
の
制
限
も
同
様
に
問
題
に
な
り
得
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
そ
の
旨
を
記
載
し
た
方
が
、
誤
解
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

（
個
人
）
 

御
指
摘
を
踏
ま
え
、「
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
が
、
連
携
事
業
者
に
よ
り
、
他
の
事
業
者
と
の
取

引
（
販
売
、
仕
入
等
）
を
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
」
に
修
正
し
ま
す
。
 

第
２
の
５

（
５
）
①
拘

束
条
件
付
取

最
恵
待
遇
条
件
が
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、
連
携
事
業
者
が
市
場

に
お
け
る
有
力
な
事
業
者
で
あ
る
等
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

事
例
38
か
ら
事
例
40
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
市
場
に
お
け
る
有
力
な
事
業

本
指
針
に
お
い
て
、
事
例
が
独
占
禁
止
法
上
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、
そ
の
直
前
に
記
載

さ
れ
た
独
占
禁
止
法
上
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
事
例
38
か
ら
事
例
40
に
つ

い
て
も
、「
市
場
に
お
け
る
有
力
な
事
業
者
で
あ
る
連
携
事
業
者
が
、取
引
の
相
手
方
で
あ
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４
３
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引
と
し
て
問

題
と
な
り
得

る
事
例
 

者
で
あ
る
連
携
事
業
者
」
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
条
件
で
あ
る
こ
と
等
を
明
記
し

て
は
ど
う
か
。
 

（
事
業
者
）
 

る
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
対
し
、
最
恵
待
遇
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
、…
市
場
閉
鎖
効
果
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、拘
束
条
件
付
取
引（
一

般
指
定
第
12
項
）
と
し
て
問
題
と
な
る
お
そ
れ
」
が
あ
り
ま
す
。
 

（
別
添
）
～

オ
ー
プ
ン
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
の
契
約
に

か
か
る
基
本

的
な
考
え
方

～

本
指
針
は
、
別
添
の
中
で
、
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
ス
タ
ー
ト
ア

ッ
プ
と
連
携
事
業
者
の
双
方
に
お
い
て
拠
り
所
と
す
べ
き
「
価
値
軸
」
と
し
て
、

『
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
事
業
会
社
の
連
携
を
通
じ
、
知
財
等
か
ら
生
み
出
さ
れ
る

事
業
価
値
の
総
和
を
最
大
化
す
る
こ
と
』
を
揚
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
『
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
事
業
会
社
の
連
携
を
通
じ
、
双
方
が
共
に
更
な
る
成
長
や
事
業

拡
大
を
図
れ
る
よ
う
な
W
in
-W
in
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
』
等
を
揚
げ
た
方

が
適
切
で
は
な
い
か
。
 

（
事
業
者
）

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
連
携
事
業
者
双
方
が
連
携
に
お
い
て
互
い
の
技
術
及
び
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
尊
重
し
、
そ
の
価
値
の
源
泉
と
な
る
知
財
等
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
事
業
価
値
の
総

和
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
双
方
の
さ
ら
な
る
成
長
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
御
指
摘

の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の
政
策
検
討
の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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